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平成25年度　歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール  
小学校低学年の部 最優秀賞　前田知志さんの作品
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学校歯科医生涯研修制度について
−専門研修始動から１年−

生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり
推進事業たより　Vol.5

歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
受賞にあたり

平成25年度全日本学校歯科保健優良校表彰
優秀賞（文部科学大臣賞）受賞校プロフィール

第77回全国学校歯科保健研究大会
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平成25年度
歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
歯・口の健康啓発標語コンクール

グラビア



　「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」は，次の世代を担う子どもたちの作品を対象と
して，口腔保健に関する理解と認識を高めることを目的に実施しているもので，日本学校歯科医会が
主催するようになって今年度で37年目を迎えます。これまでは小・中学生を対象としておりましたが，
今年度より幼稚園，小学校（低学年・高学年），中学校，中等教育学校，高等学校，特別支援学校の幼
児・児童生徒の作品が対象となりました（中等教育学校の作品は，前期・後期の教育課程ごとに，中
学校の部・高等学校の部において審査）。
　平成25年９月27日に行われた審査委員会では，応募総数192点の中から最も優れている作品として
各部門より１点計６点を最優秀賞，11点を優秀賞に選出しました。175点は佳作として表彰されます 

（入選者一覧▶Ｐ98）。また，最優秀賞のうち，兵庫県加古川市立八幡小学校２年前田知志さん（小学校低
学年の部），静岡県三島市立中郷西中学校３年野村隼英さん（中学校の部）の作品には文部科学大臣賞
が付与されます。
　審査委員長の齋藤芽生先生による総評・画評とともに，応募全作品を本号グラビアに掲載いたしま
した。受賞の裏側に迫るコーナー「受賞にあたり」では，文部科学大臣賞受賞者とそのご家族の声も
掲載しておりますので，是非あわせてご覧ください（受賞にあたり▶Ｐ58）。

主催：社団法人日本学校歯科医会
後援：文部科学省・公益財団法人日本学校保健会・公益社団法人日本歯科医師会

協賛：ライオン株式会社

図画・ポスターコンクール
歯・口の健康に関する

　審査員の悩みどころは，「ポスターとして明
快に要点を伝えている作品」と「絵としての個
性が際立つ作品」のいずれを選ぶのか，という
点だ。悩んだあげく，どちらも選ぼう，という
のが正しい答えなのだと思う。文部科学大臣賞
の２作品の選考にはそれが正にあらわれた。
　元気よく，大きく，子どもらしく描かれた絵
はいつも見ていて気持ちがいい。が，コンクー
ルも何度か回を重ねるごとに，同じような切り
口の作品が集まりやすいのも事実だ。大口をあ
けて歯をみがく人物像ひとり，という構図が多
い中で，複数の人物群像やその場の状況を描こ
うとしている作品はパッと目を引くものがあっ
た。また中学生以上の高学年では，自分のデザ
インしたものが客観的な視点で見えているかど
うか，という評価点が加わってきた。要素を詰

めこみすぎてゴチャゴチャしても印象は弱く
なってしまう。複雑な情報をいかに気の利いた
アイデアで洗い上げ，一つのデザインにしてい
くかが問われるところだ。

委　員　長　齋藤芽生　東京藝術大学美術学部絵画科准教授

副委員長　森　良一　文部科学省教科調査官

委　　員　川本　強　社団法人日本学校歯科医会専務理事

委　　員　土屋松美　社団法人日本学校歯科医会常務理事

【図画・ポスターコンクール審査委員会】

東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程油画専攻修了。国
内外を問わず数多くの展覧会へ出品のほか，絵本『吸血鬼のお
はなし』『カステラ，カステラ！』（共に福音館書店）の挿絵を担
当し，2011年に画集『徒花図鑑』（芸術新聞社）を出版。
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最優秀賞―文部科学大臣賞―

画評　風呂のバスタブに裸でつかっている場面。こういう視点をこのコン
クールで見ることはなかなかないのでは。水面からのぞく膝，水中で少し
ずらす腰，二人が詰め合って体を丸める感覚が生々しく伝わってくるとて
も魅力のある絵だ。風呂の中で歯をみがくことがいいか悪いかという観点
を「絵としての良さ」で覆した作品。あくまで生活風景や自分が面白いと
思う視点の方にテーマを引きつけて工夫した点が，審査員の愛着を集めた。

画評　どの絵よりも真っ先に目に飛び込んで来る鮮や
かですがすがしいデザイン。水と泡が空と雲に見立て
られ，晴れやかな世界への入口のように唇が笑ってい
る。虹がかいま見える，とてもいい匂いのしそうな口
だ。きれいな息で良い空気を思い切り呼吸することの
大事さを思い出させる一枚だ。さわやかな絵柄に「ワッ
歯・ッ・ハ・は」というユーモラスな一語だけを添え
たセンスが印象的だ。物事をいつもどんな視点で見る
人なのか興味を引かれる。

兵庫県  加古川市立八幡小学校２年

前田 知志 さん

静岡県  三島市立中郷西中学校３年

野村 隼英 さん

小学校
低学年
の部

中学校
の部



最　優　秀　賞

画評	 三人の仲良し男子が体を寄せ合いながら，キメの
ポーズでこちらに迫ってくる勢いが伝わってきそうだ。三
人の顔立ちや表情から性格まで想像できそう。複数の人物
の群像を描こうとすればそれだけ手間がかかるのだが，そ
れをあえて選ぶ作者の「本当に描きたい対象」への意欲が
伝わってくる。

画評	 顔の右と左，頬，服，それぞれ違うピンクに彩られた，
とてもセンスを感じる絵画。髪の三つ編みの部分や，歯ブ
ラシの毛の部分には，糸や布が貼ってある。大きな瞳と長
い髪，リボンをつけて，きっとお洒落な人なのだろう。元
気のよいハチャメチャさも子どもの絵の魅力であることは
疑いないが，洗練に向かっていく絵もあっていい。

画評	 水彩絵具とクレヨンを見事に使いわけた快心の一
作。黄色と赤とで重ねぬりした肌，鮮やかなウルトラマリ
ンブルーの背景，口の中に水玉で描かれた泡，星の柄の服，
左右が微妙に違う目の輝き。どれをとっても思い切りがよ
く，自分の好みに迷いがなく，大人顔負けのセンスを自由
に駆使している。

画評	 点数の少なかった高等学校の部の中で，一番バラン
スのとれた一作品。淡い色調で無理なく画面に収められた
キャラクターたちが楽しそうだ。伝えたいことを明確に伝
えるデザインの基本をおさえている。高等学校の部は全体
的に主張が控えめで際立った作品が少ない。よりたくさん
の応募作品に出会いたいと感じた。

和歌山県  紀美野町立小川小学校６年

宮下 天翔 さん

愛知県  愛知県立豊橋聾学校小学部２年

鈴木 愛奈 さん

静岡県  認定こども園あそびこども園浜松５歳

内藤 孔稀 さん

鳥取県  学校法人米子永島学園米子松蔭高等学校３年

野口 美綸 さん

幼稚園
の部

高等学校
の部

小学校
高学年
の部

特別
支援学校
の部



和歌山県
海南市立大野幼稚園５歳

冨岡 昊矢 さん

兵庫県
西宮市立広田小学校５年

米原 冴侑 さん

福岡県
私立碓井ひかり幼稚園５歳

藤嶋　奎 さん

福岡県
みやこ町立豊津小学校５年

前田 晃基 さん

群馬県
太田市立毛里田小学校３年

小林 姫奈 さん

神奈川県
厚木市立睦合東中学校２年

藤木 結香 さん

長崎県
長崎県立諫早特別支援学校小学部６年

小野 帆乃夏 さん

愛媛県
愛媛県立松山中央高等学校２年

竹葉 春乃 さん

新潟県
糸魚川市立糸魚川小学校１年

林 美沙希 さん

宮城県
岩沼市立岩沼北中学校２年

菅野 汀紗 さん

香川県
香川県立高松養護学校高等部１年

緒方 美奈 さん

幼稚園の部

小学校高学年の部

高等学校の部

小学校低学年の部

中学校の部

特別支援学校の部

優　秀　賞



北海道
えりも町立東洋小学校３年

中野 蒼彩 さん

札幌市
札幌市立中の島中学校３年

田中 聖菜 さん

岩手県
学校法人野田学園認定こども園甲東幼稚園４歳

渡部　凛 さん

秋田県
秋田市立飯島南小学校３年

金田 美紅 さん

北海道
北海道教育大学附属釧路小学校６年

金古 桃香 さん

青森県
八戸市立桔梗野小学校３年

尾﨑 さら さん

岩手県
山田町立轟木小学校２年

篠澤 麻衣 さん

秋田県
秋田市立日新小学校５年

安藤 愛華 さん

札幌市
札幌市立定山渓小学校３年

奥原 芽依 さん

青森県
弘前市立草薙小学校４年

須藤 遼大 さん

岩手県
釜石市立甲子小学校６年

髙木　悠 さん

秋田県
秋田市立泉中学校３年

田口 幸恵 さん

札幌市
札幌市立定山渓小学校６年

大野　良 さん

青森県
弘前市立第一中学校３年

柴田 嵩之 さん

岩手県
盛岡市立大宮中学校３年

竹場 ミラノ さん

宮城県
登米市立石森小学校１年

佐藤 實城 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（北海道～宮城県）



宮城県
仙台市立根白石小学校６年

大平 かな さん

福島県
天栄村立牧本小学校１年

太田　匠 さん

茨城県
常陸太田市立水府中学校１年

天下井 裕香 さん

群馬県
沼田市立沼田小学校６年

浅沼 寛奈 さん

山形県
鶴岡市立朝日大泉小学校１年

田村　実 さん

福島県
白河市立釜子小学校４年

小磯　優 さん

栃木県
足利市立北郷小学校３年

須藤 亜絆 さん

群馬県
大泉町立北中学校３年

長内 知美 さん

山形県
村山市立冨本小学校５年

海老名 俊輔 さん

福島県
矢吹町立矢吹中学校３年

木村 桜子 さん

栃木県
足利市立富田小学校６年

清水 裕理 さん

千葉県
柏市立光ヶ丘小学校３年

浦　千聖 さん

山形県
上山市立宮川中学校２年

村越　水 さん

茨城県
つくば市立前野小学校６年

池島 公太郎 さん

栃木県
栃木市立栃木南中学校３年

佐々木 美波 さん

千葉県
大多喜町立西小学校６年

渡邉 敬子 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（宮城県～千葉県）



千葉県
東金市立東金中学校３年

戸田 南々帆 さん

埼玉県
川越市立初雁中学校３年

相馬 和弥 さん

東京都
中央区立晴海中学校１年

中山 可琳 さん

神奈川県
平塚市立富士見小学校４年

山﨑 隆世 さん

千葉県
千葉県立我孫子特別支援学校中学部３年

佐藤 真利奈 さん

東京都
学校法人聖コルベ学園聖母の騎士幼稚園６歳

大和 瑞季 さん

東京都
学校法人町田学園品川エトワール女子高等学校２年

北嶋 麗花 さん

川崎市
川崎市立井田小学校３年

今関 ひなた さん

埼玉県
和光市立本町小学校３年

近藤 理央 さん

東京都
品川区立第二延山小学校１年

藥王寺 和奏 さん

東京都
東京都立小平特別支援学校高等部３年

久保 日向子 さん

川崎市
川崎市立末長小学校６年

佐藤 明音 さん

埼玉県
本庄市立中央小学校５年

若山 拓生 さん

東京都
足立区立島根小学校４年

鈴川 颯大 さん

神奈川県
横須賀市立城北小学校１年

竹本　聖 さん

川崎市
川崎市立中原中学校３年

佐和田 篤姫 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
（千葉県～神奈川県）



山梨県
北杜市立長坂小学校２年

冨樫 麻子 さん

長野県
辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校３年

矢島 百萌花 さん

新潟県
学校法人わかば幼稚園４歳

加藤 優太 さん

静岡県
南伊豆町立南伊豆東小学校３年

山本 シオン さん

山梨県
山梨県立ろう学校６年

新村 友望 さん

長野県
伊那市立美篶小学校５年

大脇 歌歩 さん

新潟県
新潟市立亀田小学校４年

駒野 梢太 さん

静岡県
松崎町立松崎小学校６年

山本 典佳 さん

山梨県
甲府市立北中学校１年

深沢 壱晟 さん

長野県
南箕輪村立南箕輪中学校２年

池上 瑠里 さん

新潟県
柏崎市立東中学校２年

福原 未夢 さん

静岡県
静岡県立富士特別支援学校富士宮分校高等部３年

佐野 萌香 さん

長野県
学校法人浅川学園ひかり幼稚園６歳

望月 由菜 さん

長野県
長野県松本盲学校小学部３年

降旗 柚結 さん

新潟県
新潟県立佐渡高等学校１年

酒川 智央 さん

愛知県
東浦町立片葩小学校３年

向井 優天 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（山梨県～愛知県）



愛知県
新城市立東郷西小学校６年

伊藤 愛里 さん

名古屋市
名古屋市立西養護学校小学部１年

市川 深結 さん

三重県
伊勢市立小俣小学校１年

向井 萌々花 さん

石川県
志賀町立土田小学校５年

稲岡 真愛 さん

名古屋市
名古屋市立露橋小学校３年

澤井 初奈 さん

岐阜県
高山市立新宮小学校２年

瀬上 琴音 さん

三重県
桑名市立益世小学校４年

岡村 ひなた さん

福井県
坂井市立春江小学校２年

砂原 七生 さん

名古屋市
名古屋市立枇杷島小学校４年

松藤 杏奈 さん

岐阜県
大垣市立興文小学校６年

小島 瑞歩 さん

三重県
鈴鹿市立白子中学校３年

前田 真彩 さん

福井県
鯖江市進徳小学校４年

土屋 諒佳 さん

名古屋市
名古屋市立牧の池中学校３年

百武 千夏 さん

三重県
松阪市立松江幼稚園５歳

森川 瑞己 さん

石川県
小松市立符津小学校２年

中川 明人 さん

富山県
魚津市立道下小学校１年

本元 俊成 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（愛知県～富山県）



富山県
射水市立下村小学校５年

二日市 凜 さん

滋賀県
彦根市立佐和山小学校６年

南　咲希 さん

和歌山県
和歌山県立紀伊コスモス支援学校小学部５年

谷口 茉生 さん

京都府
長岡京市立長岡第四小学校２年

村上 彩俐 さん

富山県
入善町立入善中学校３年

大倉 怜恵 さん

滋賀県
草津市立松原中学校３年

松尾 由紀奈 さん

奈良県
吉野町立吉野北小学校２年

橋本 太朗 さん

京都府
京都市立西京極西小学校６年

片山 真理奈 さん

滋賀県
大津市立堅田幼稚園６歳

藤本　凛 さん

和歌山県
和歌山市立中之島小学校１年

足立 拓彌 さん

奈良県
奈良市立右京小学校５年

原田 真弥 さん

京都府
京都市立烏丸中学校２年

藤井 里佳・安田 愛莉 さん

滋賀県
甲賀市立信楽小学校２年

友方 歩実 さん

和歌山県
広川町立津木中学校２年

中谷 美海 さん

奈良県
奈良市立登美ヶ丘中学校３年

桝井 沙織 さん

大阪府
私立箕面桜ヶ丘幼稚園５歳

村田 英龍 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（富山県～大阪府）



大阪府
箕面市立西小学校３年

谷 奈美佳 さん

大阪市
大阪市立東桃谷小学校４年

青山 日菜 さん

神戸市
神戸市立垂水小学校６年

奥木 万都佳 さん 

岡山県
新見市立新見第一中学校３年

辻原 彩海 さん

大阪府
堺市立登美丘西小学校５年

浅野 ほのか さん

大阪市
大阪市立東三国中学校１年

腰島 伊織 さん

岡山県
岡山市立古都幼稚園５歳

池田 和葉 さん

岡山県
岡山県立岡山聾学校６年

三上 凱瑠 さん

大阪府
堺市立金岡北中学校１年

綾野 惣施 さん

神戸市
神戸市立おしんべ幼稚園５歳

村主　優 さん

岡山県
笠岡市立陶山小学校２年

瀬戸 悠生 さん

鳥取県
大山町立大山小学校３年

内田 匡彦 さん

大阪市
大阪市立東田辺小学校３年

藤本 真央 さん

神戸市
神戸市立雲中小学校３年

古家 頌己 さん

岡山県
新見市立千屋小学校６年

後藤 奈々穂 さん

鳥取県
琴浦町立東伯小学校５年

山根 滉生 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（大阪府～鳥取県）



鳥取県
米子市立東山中学校３年

山田　遼 さん

広島県
福山市立城南中学校３年

加藤 百香 さん

山口県
岩国市立装港小学校２年

鶴田 拓士 さん

徳島県
吉野川市立学島小学校６年

鳥海　匠 さん

鳥取県
鳥取県立鳥取聾学校小学部４年

山縣 克海 さん

島根県
邑南町立阿那須小学校２年

原本 喜与那 さん

山口県
下関市立吉母小学校６年

角田 萌々子 さん

徳島県
阿波市立土成中学校２年

長濱 綾花 さん

広島県
呉市立蒲刈小学校１年

正壽 美愛莉 さん

島根県
浜田市立今福小学校４年

岡田　泉 さん

山口県
岩国市立岩国中学校３年

窪田 梨花 さん

徳島県
徳島県立富岡東中学校３年

秦野 琴菜 さん

広島県
尾道市立木ノ庄東小学校５年

藤原 虎太郎 さん

島根県
松江市立宍道中学校１年

高橋 優希 さん

徳島県
吉野川市立学島小学校１年

髙田 佳奈 さん

徳島県
徳島県立板野支援学校小学部２年

佐藤 由菜 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（鳥取県～徳島県）



香川県
善通寺市立南部幼稚園５歳

山尾 修都 さん

愛媛県
大洲市立河辺幼稚園６歳

菅　結音 さん

愛媛県
愛媛県立新居浜特別支援学校高等部１年

山下 克文 さん

高知県
三原村立三原中学校３年

大塚 美咲 さん

香川県
綾川町立昭和小学校２年

佐藤 大智 さん

愛媛県
宇和島市立岩松小学校１年

藤堂 由唯 さん

高知県
学校法人沢田学園みさと幼稚園５歳

高村 侑希 さん

福岡県
朝倉市立蜷城小学校１年

西岡 巧陽 さん

香川県
さぬき市立松尾小学校５年

木村 奈愛 さん

愛媛県
四国中央市立松柏小学校４年

高橋 空良 さん

高知県
四万十町立米奥小学校１年

矢野 陽斗 さん

福岡県
飯塚市立鎮西中学校３年

中村 弥知 さん

香川県
東かがわ市立大川中学校１年

有馬 里南 さん

愛媛県
西予市立野村中学校２年

石谷 優菜 さん

高知県
四万十町立米奥小学校４年

大川内 里奈 さん

福岡県
福岡県立久留米聴覚特別支援学校小学部６年

矢ヶ部 紋可 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（香川県～福岡県）



福岡市
福岡市立箱崎小学校２年

久冨　靜 さん

佐賀県
神埼市立千代田西部小学校５年

川副 未琴 さん

長崎県
川棚町立川棚小学校３年

海邉 健世 さん

大分県
豊後大野市立三重第一小学校２年

大野 拓海 さん

福岡市
福岡市立高宮小学校６年

北園 彩佳 さん

佐賀県
佐賀市立鍋島中学校３年

田辺 いずみ さん

長崎県
壱岐市立田河小学校６年

高田 奈菜実 さん

大分県
豊後高田市立香々地小学校４年

片岡 渡琉 さん

福岡市
福岡市立百道中学校３年

小柳 佳士朗 さん

佐賀県
佐賀県立ろう学校小学部１年

竹下　仁 さん

長崎県
東彼杵町立彼杵中学校３年

我孫子 顕大 さん

大分県
大分市立判田中学校３年

八尋 真梨絵 さん

佐賀県
吉野ヶ里町立東脊振小学校３年

筒井 陽規 さん

長崎県
学校法人住吉清水学園諫早清水幼稚園５歳

森　流星 さん

大分県
竹田市立直入幼稚園５歳

羽田野 喜明 さん

熊本県
山鹿市立千田小学校３年

富田 愛理沙 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（福岡県～熊本県）



熊本県
玉名市立鍋小学校４年

橋本 佳小里 さん

宮崎県
宮崎市立生目中学校１年

風早 愛加 さん

鹿児島県
鹿児島市立犬迫小学校２年

奥 祐一郎 さん

沖縄県
宜野湾市立大山小学校２年

上原 快天 さん

宮崎県
学校法人三樺学園みまた幼稚園５歳

下石 晴空 さん

宮崎県
学校法人宮崎学園宮崎学園高等学校１年

松山 華林 さん

鹿児島県
奄美市立東城小学校６年

原 奈乃子 さん

沖縄県
東村立有銘小学校５年

徳森 紅愛 さん

宮崎県
国富町立八代小学校３年

今村 咲来 さん

宮崎県
宮崎県立都城さくら聴覚支援学校小学部４年

神田橋 龍星 さん

鹿児島県
指宿市立開聞中学校３年

濵迫 なる光 さん

沖縄県
北中城村立北中城中学校３年

新垣 留奈 さん

宮崎県
小林市立小林小学校４年

田中 美宇 さん

鹿児島県
姶良市立加治木幼稚園５歳

竹下 葉奈 さん

鹿児島県
霧島市立国分小学校特別支援学級３年

竹崎 空翔 さん

佳　　作 ＊都道府県順に掲載
　（熊本県～沖縄県）



　日本歯科医師会の主催による「歯・口の健康啓発標語コンクール」は，小学校１年生から中学校
３年生までを対象に毎年行われています。
　日本学校歯科医会は，このコンクールの共催団体として，歯科保健の更なる普及向上に寄与する
ユニークな作品を各加盟団体から募集し，審査員を派遣しています。
　本年度の応募総数は39点で，平成25年10月23日に厳正な審査が行われ，大阪府大阪市立市岡東中
学校１年奥田千

ち

聖
さと

さんの作品※が最優秀賞に選ばれました（入選作品一覧▶Ｐ100）。
　最優秀賞に輝いた標語は，来年度の「歯と口の健康週間」（６月４～10日）のポスターに使用さ
れます。
　ご応募いただきました各学校・児童生徒の皆さまはじめ，本コンクールにご協力いただきました
関係各位に謝意を表します。

※奥田さんの作品は大阪市学校歯科医会よりご応募いただきました。

歯・口の健康啓発標語コンクール
平成25年度

大阪府  大阪市立市岡東中学校１年

奥田 千聖 さん

最　優　秀　賞

歯と口は
健康・元気の　源だ
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■小 学 校 埼玉県 川口市立並木小学校／岐阜県 岐阜市立木之本小学校／熊本県 熊本市立城東小学校
■中 学 校 長野県 岡谷市立岡谷南部中学校
■高 等 学 校 東京都 東京都立赤羽商業高等学校
■特別支援学校 香川県 香川県立聾学校

第７７回大会69
報 告 第７７回全国学校歯科保健研究大会

■要項・趣旨・全体構想 70

■全国学校歯科保健研究大会年次表 75

■事後抄録（基調講演・シンポジウム・領域別研究協議会）

■基調講演 黒田敬之 76

■シンポジウム 座長 齋藤秀子 77

■保育所（園）・幼稚園部会 座長 土屋松美 コメンテーター 前野正夫 78

■小学校部会 座長 今井健二 コメンテーター 井上美津子 80

■中学校部会 座長 野村圭介 コメンテーター 小山健藏 82

■高等学校部会 座長 兼元妙子 コメンテーター 山下喜久 84

■特別支援教育部会 座長 長沼善美 コメンテーター 赤坂守人 86

●生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業たよりVol.５ 88

●平成２５年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール入選者一覧 98

●平成２５年度 歯・口の健康啓発標語コンクール入選作品一覧 100

●出版物案内 34 ●加盟団体だより 94 ●編集後記 101

※ 日本学校歯科医会会誌１１４号（２０１３年９月３０日発行）の掲載内容について：P３「巻頭言」に一部誤りがございました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに，訂正させていただきます。

誤：第７２回全国学校歯科保健研究大会 ⇒ 正：第７７回全国学校歯科保健研究大会
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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２４年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
中学校の部 最優秀賞 川野辺真子さん（宮城県・中３）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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春の訪れを感じる季節になりました。思い起こせば，昨夏は全国
的に異常な暑さが続き，局地的な豪雨も各地で見られ甚大な被害を
及ぼしました。今年はただただ平穏無事な四季の移ろいを願うばか
りです。
さて，日本学校歯科医会も昨年７月より新執行部がスタートして
８か月が経ちました。現在はそれぞれの委員会活動も軌道に乗り，
本来の日学歯の活発な事業展開を行っております。
一方で，健康寿命を延伸するためには子どもたちの健康づくりが
何より重要であることから，昨年１０月には文部科学省スポーツ・青
少年局長に「学校保健の発展と充実のための提言と要望」の提出を
行ったところです。これを契機に，これからも機会をとらえて関係
機関に日学歯としての働きかけをしていきたいと考えております。
今年４月１日にはいよいよ「一般社団法人」へ移行いたします。
日学歯の性格からいえば「公益社団法人」に移行をするのが当然で
あったと思いますが，時間的な制約もあり「一般社団法人」にまず
移行をし，できれば近い将来に「公益社団法人」に移行すべく検討
を行っていきたいと思っております。
事業の充実という意味では，基礎研修修了者が学校歯科保健に関
する理解をさらに深めるために始められた「専門研修」もその都度
問題提起がありましたが，三領域とも盛会裡に終えることができま
した。浮かび上がってきた課題の解決には様々な要因が絡んでおり
容易ではありませんが，反省点を踏まえ次年度もしっかりと取り組
んでいきたいと思っております。
昨年の大きなイベントとしては，９月にインドネシアのバリ島で
開催された「第７回学校歯科保健アジア会議」への参加がありま
す。参加２０か国，約５００名が一堂に会し，児童・生徒の口腔保健の
発展向上を目的として，３日間にわたり質の高い会議，情報交換を
行いました。日本からも日学歯を中心とする参加者が，セッション
等でその存在感を大いにアピールしたところです。
さらに，国内では昨年１０月に熊本県熊本市で「第７７回全国学校歯
科保健研究大会」が盛大に執り行われました。抄録を本誌に掲載し
ておりますので，ご覧いただければ幸いです。大会にご尽力いただ
きました熊本県歯科医師会ほか関係各位には改めて御礼を申し上げ
ます。今年の第７８回大会は島根県松江市で開催いたします。多数の
皆様のご参加をお待ちしております。
日学歯の組織としては，「一般社団法人」への移行が今年最大の
課題でありまして，そこに向けて事業の充実，会計の正確・透明
化，事務局の整備に精力的に取り組んでいるところです。今後とも
加盟団体長はじめ会員各位には特段のご理解ご協力をいただきます
ようお願いを申し上げます。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 清水 惠太

事
業
の
さ
ら
な
る
充
実
を
目
指
し
て
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保育所・幼稚園における
歯科保健を考える

※役職は座談会開催日現在のものです。

㈳日本学校歯科医会
広報担当理事 田幡 純

司 会

㈳日本学校歯科医会
広報担当常務理事 大薮 武男

東京都府中市立小柳幼稚園
主任 新井 尚子

杉並保健所 健康推進課長
（前・東京都教育庁 歯科保健担当課長）

田村 道子

静岡県沼津市立ときわ保育所 歯科医
㈳日本学校歯科医会 常務理事

竹内 純子

日本大学 名誉教授
赤坂 守人

出 席 者
離乳期を経て乳歯が萌出し，乳歯列咬合の完成期を迎える幼児

期は，「歯・口の健康づくり」において乳歯のむし歯予防の重要

な時期であるとともに，咀嚼力が増してくることから，食べる機

能の獲得においても重要な時期にあたります。

しかしながら，幼児期は自分自身の意識で積極的な健康づくり

を行うことが難しい「他律的」な時期であるため，保護者をはじ

めとする周囲の大人の支援によって基本的な生活習慣を身につ

け，「生きる力」の礎を築いていけるよう，家庭，教育・保健関

係者，地域社会が連携して子どもたちを導いていく必要がありま

す。また近年，社会問題となっている児童虐待のほか，食物の誤

嚥や窒息事故，歯・口の外傷等の事例も多くみられることから，

子どもたちを取り巻く人々と情報を共有しながら対応していくこ

とが，歯科保健関係者に求められています。

校種別座談会最終回となる会誌１１５号では，学識者（小児歯

科）ならびに保育所歯科医・行政（保健所）・幼稚園教諭の方々

にお集まりいただき，保育所・幼稚園における歯科保健活動とそ

の支援の在り方について考えました。

社団法人日本学校歯科医会

● 校種別座談会 シリーズ Ⅴ（最終回）●①集特

平成２５年１０月３０日
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■司会（田幡） 司会を担当いたしま

す，社団法人日本学校歯科医会（以

下「日学歯」とする。）理事の田幡と

申します。よろしくお願いいたしま

す。それでは，大薮常務理事より，

まずご挨拶を申し上げます。
■大薮 今回の座談会は，校種別に

子どもの歯科保健を考えるシリーズ

の最終回で，とりまとめということ

になろうかと思います。対象が保育

所・幼稚園ですから，年齢からいっ

て，日常の生活習慣を身につける時

期でもありますし，小学校以上と違

うところは，自律性に期待すること

ができないので，保護者，教育関係

者たちの連携が非常に重要だという

ことです。そういうことで問題点を

洗い出して，方向性が出せればいい

のではないかと考えておりますの

で，よろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

それではご参加の先生方に自己紹介

をお願いしたいと思います。まず，

赤坂先生からお願いいたします。
■赤坂 私の専門は小児歯科です。

初期のころの小児歯科は，障害者

（児）歯科講座がなかった時代です

ので，小児歯科と同時に，現在でい

う障害児歯科の臨床を担っていまし

た。私が現役の時代は，ご存じのよ

うに，子どものむし歯の洪水時代で

した。私は大学人として，研究や教

育の領域で，保健活動を中心に行っ

てきましたが，平成７年に初めて日

学歯の委員会に呼ばれまして，そこ

から学校保健とのかかわりを持つこ

とができました。また，学校現場に

ついては，「全日本学校歯科保健優

良校表彰」などの視察で全国の学校

と接触することができたので，多く

のことを教えられました。

私は，保育所・幼稚園の分野に，

いろいろな面で非常に期待しており

ます。今までの学校歯科保健活動

に，ある意味では抜けていた部分で

あると同時に，これからの子どもた

ちにとって最も大事な分野であると

思っています。歯科が「むし歯」と

いう課題から少しずつ解放されてき

て，今後はむしろ多面的，多様的に

考える時代になってきました。保護

者とのかかわりを含めると，非常に

大きな課題を持つ領域であるし，今

後に期待したいという思いで今日は

臨んでおります。よろしくお願いい

たします。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，静岡県沼津市立ときわ

保育所の歯科医で，日学歯常務理事

の竹内先生，お願いいたします。
■竹内 こんにちは。沼津市から参

りました。世界文化遺産になりまし

た三保の松原に負けずとも劣らな

い，素晴らしい景観を持つ千本松原

の近くにある，ときわ保育所で，平

成３年から歯科医をしております。

私の開業する歯科医院は，その保育

所から歩いて１５分くらいのところな

ので，お子さんが転んでけがをした

とか，歯が折れた，血が出たという

場合も，保育士さんが連れてきてく

ださいます。

日学歯とのかかわりは最近のこと

でありまして，２０１０年に「学校歯科

医の日」ということで，子どもの歯

を守るお母さんのためのトークライ

ブをした時に，学校歯科医としてシ

ンポジウムに参加させていただきま

した。その後，２０１１年に初めて日学

歯の役員（理事）となり，その年に

全国学校歯科医協議会のシンポジウ

ムで，シンポジストとして「生きる

ことは食べること～噛むから始まる

食育支援～」というタイトルで，

「食」と「咀嚼」と「健康教育」に

ついてお話しさせていただきまし

た。新執行部になりまして，２０１３年

からは常務理事として会務に携わっ

ておりますが，生涯研修制度運営委

員会担当として今年新たに始まった

「専門研修」に関する検討のほか，

普及委員会では特別支援にかかわる

検討を行っているところです。日ご

ろ「実際に子どもたちの笑顔のため

に何ができるか」ということを考え

ながら活動しておりますが，日学歯

にかかわるようになってから，この

座談会のようにいろいろな素晴らし

い方々と出会える機会を与えられて

いることに感謝しています。

今日は特に，恩師である赤坂先生

のお隣で，私自身いつもテーマとし

て考えている「保育所と幼稚園との

かかわり方」について皆さんととも

にお話しできたらと，わくわくしな

がら沼津から参りました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。
■司会 竹内先生は，食育にも造詣

の深い方でいらっしゃいますので，

また後ほどその話も含めてうかがい

たいと思います。続きまして，杉並

保健所健康推進課長，田村道子さ

ん，よろしくお願いいたします。
■田村 ご紹介いただきました田村

と申します。平成２３年度まで，東京

都教育庁で学校保健を担当しており

ました。平成２１・２２年度，日学歯の

「生活習慣病予防等を目指した歯・

口の健康つくり調査研究事業」に府

中市立小柳幼稚園が取り組まれた際

に，私もかかわらせていただき，今

日また新井先生とご一緒できるとい

うことで，大変うれしく思っており

■座談会出席者と日学歯とのかかわり
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ます。日学歯には，教育庁在職中

に，広報委員会や「生きる力をはぐ

くむ歯・口の健康づくり推進事業」

の委員会などを通じて大変お世話に

なりました。そういった経緯から，

本日はお声をかけていただいたもの

と思っております。

現在，保健所の健康推進課で担当

している仕事は，主にがん検診等の

健診事業，また健康づくり関連でた

ばこ対策や食育などにも取り組んで

います。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。
■司会 続きまして，東京都府中市

立小柳幼稚園主任の新井尚子先生，

よろしくお願いいたします。
■新井 田村先生のお話にありまし

たが，平成２１・２２年に，日学歯の生

活習慣病予防等にかかわる事業に参

加させていただいたことがきっかけ

で，子どもたちの歯・口の健康，食

育，多方面で引き続き活動を行って

まいりました。

本園は，府中市の少し外れにあり

まして，近くには多摩川が流れてい

る住宅地で，自然に恵まれていま

す。子どもたちは毎日元気いっぱい

に遊んでいます。畑では自分たちで

野菜を育てて，夏はピーマンやキュ

ウリやトマトを育て，年少クラスで

はピーマンなどを丸かじりしていま

す。今は柿が生っていて，楽しんで

います。ほかの幼稚園に比べると，

外遊びが活発です。ただ，歯に関す

ることは，年少，年長と二年間のケ

アで終わってしまい，そのあとの追

跡ができないというのが悩みでもあ

ります。ただし，兄弟で入園してく

る子どもも多いので，ご家族の理解

はとても浸透しています。今日はど

こまでご協力できるかわかりません

が，よろしくお願いいたします。

■司会 ありがとうございます。後

ほどまた，現場のお話を聞かせてい

ただきたいと思います。続きまし

て，日学歯・広報担当の大薮武男常

務理事，お願いいたします。
■大薮 はい。実は私自身も愛知県

名古屋市の幼稚園で歯科医をしてお

りますので，何かお話に参加できま

したら，発言させていただきます。

よろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございます。私

は，東大阪の「ものづくり」の町で

有名なところの中学校と高等学校を

担当しておりまして，幼稚園などと

のかかわりはほとんどないのです

が，成長期に大きくかかわる問題だ

と思いますので，そういった話を聞

かせていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。

■保育所・幼稚園に関する基礎知識として

■司会 それでは本筋に入りたいと

思います。今回のテーマであります

保育所・幼稚園に関する基礎知識と

して，その違いなどを田村先生から

お話し願えたらと思います。
■田村 保育所と幼稚園との違いに

つきまして，資料をお持ちしました

（表１）。まず一番大きいところ

は，保育所は根拠法令が「児童福祉

法」になりまして，幼稚園は「学校

教育法」になります。補足いたしま

すと，保育所は厚生労働省所管で，

幼稚園は文部科学省が所管になりま

す。また，対象の年齢は，保育所は

「０歳から就学前」のお子さんで，

保護者の事情により，保育に欠ける

乳幼児が対象とされており，幼稚園

は，「満３歳から就学前」の幼児が

対象です。目的につきましては，保

育所は「保護者の委託を受けて，保

育に欠ける乳児又は幼児を保育する

こと」で，幼稚園は「幼児を保育

し，幼児の健やかな成長のために適

当な環境を与えて，その心身の発達

を助長すること」となっておりま

す。共通しておりますのは，「保

育」ということです。

また，配置される職員について

は，もう一つの資料の【職員配置基

準】という部分をご覧ください（表

２）。ご存じのように，学校保健安

全法で「大学以外の学校には，学校

歯科医及び学校薬剤師を置くものと

する。」（第２３条第２項）と定められて

おりまして，幼稚園もこれにあては

まります。一方の保育所は，最近改

正され名称変更となった「児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準」

（改称前は「児童福祉施設最低基

準」）の第３３条で，「保育所には，保

田村道子
杉並保健所 健康推進課長
（前・東京都教育庁 歯科保健担当
課長）
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育士，嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。」と定められており

ます。ここに「歯科医」についての

定めは書かれておりませんが，保育

所における嘱託歯科医の設置につい

ては，別途通知が発出されておりま

表１ 幼稚園と保育所の比較（文部科学省ホームページより）

２０１万５千人
公 立 ９４万５千人
私 立 １０７万１千人

１７０万５千人
国公立 ３３万８千人
私 立 １３６万８千人

園 児 数

２万３千か所（平成１９年４月現在）
公 立 １万２千か所
私 立 １万１千か所

１万４千か所（平成１９年５月現在）
国公立 ５千か所
私 立 ８千か所

施 設 数

市町村と保護者の契約（保護者の希望に基づく）保護者と幼稚園設置者との契約入 所【そ の 他】

保育所保育指針
（平成１１年１０月児童家庭局長通知）

幼稚園教育要領
（平成１０年１２月文部省告示）

保育内容・
教育内容

８時間を原則
※延長保育，一時保育を実施

４時間を標準
※預かり保育を実施

保育時間

約３００日３９週以上（春夏冬休みあり）開設日数

０歳～就学前の保育に欠ける児童満３歳～就学前の幼児対 象 児【サービス内容】

「日々保護者の委託を受けて，保育に欠ける幼児
又は幼児を保育すること」 （児童福祉法第３９法）

「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものと
して，幼児を保育し，幼児の健やかな成長のため
に適当な環境を与えて，その心身の発達を助長す
ること」 （学校教育法第２２条）

目 的

児童福祉法学校教育法根拠法令

児童福祉施設学 校施設の性格【根 拠】

保 育 所幼 稚 園

【施設基準】
〔備えなければならない設備〕

○保育室又は遊戯室（２歳以上）
○乳児室又はほふく室（２歳未満）
○医務室
○便 所
○調理室
○屋外遊技場
（近所の公園，神社の境内等で代替可）

【施設基準】
〔備えなければならない設備〕

○保育室・遊戯室（兼用可）
○職員室・保健室（兼用可）
○便 所
○飲料水用設備
○手洗用設備，足洗用設備
○運動場
運動場は，同一の敷地内又は隣接する位置に

設けることを原則とする。
（幼稚園設置基準第８条第２項）

【職員配置数】
０歳児 児童３人につき１人
１，２歳児 児童６人につき１人
３歳児 児童２０人につき１人
４，５歳児 児童３０人につき１人

【職員配置数】
１学級あたり専任教諭１人
（１学級の幼児数は，３５人以下が原則）

【職員配置基準】
〔必要な職員の種類〕
ア 必置職員
○保育士 ○嘱託医

イ 例外的に置かないことができる職員
○調理員

【職員配置基準】
〔必要な職員の種類〕
ア 必置職員
○園 長 ○教 諭 ○学校医
○学校歯科医 ○学校薬剤師

イ 例外的に置かないことができる職員
○教 頭

ウ 置くように努める職員
○養護教諭，養護助教諭，事務職員

職員配置・
施設設備

保 育 所幼 稚 園事 項

表２ 幼稚園と保育所の基準の比較（厚生労働省ホームページより抜粋）
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す（図１）。
■司会 母子保健領域に関して，最

近，母子健康手帳が改正されました

が，特に変わったことはありますで

しょうか。
■田村 母子健康手帳については，

日本歯科医師会からも『母子健康手

帳活用ガイド』（図２）というガイ

ドブックが出されておりますが，ま

ず，概ね１０年ごとに社会情勢や保健

医療福祉制度の変化，乳幼児の身体

発育曲線の改訂などを踏まえまし

て，これまでも見直しが行われてき

ました。直近の改正により，平成２４

年４月から新しい母子健康手帳と

なっております。特に歯科関連のと

ころでの主な改正点につきまして

は，このガイドブックに書かれてお

ります（図３）。「３）の改正点の概

要」をご覧ください。「１歳６か月

の頃」，「３歳の頃」の保護者の記録

に，「歯にフッ化物の塗布やフッ素

入り歯磨きの使用をしていますか」

保育所における嘱託歯科医師の設置については，厚生省児童家庭局長通知（昭和
５８年４月２１日，児発第２８４号，各都道府県知事・各指定都市市長宛）で，次のよう
に示されている。

保育所における歯科保健については，児童福祉施設最低基準（以下「最低基準」
という。）及び保育所保育指針において歯科健康診断の実施が定められているとこ
ろであるが，乳幼児期における歯科保健の重要性にかんがみ，さらにその充実を図
るため，最低基準に定める職員のほか嘱託歯科医を置くよう，左記の点に留意のう
え，管下の施設に対して指導されたい。

記

１．嘱託歯科医の設置の必要性
乳幼児のう蝕は年々減少傾向にあるが，他の疾患に比し，そのり患率はいまだに

高く，しかも自然治ゆがないため，予防について正しい知識の普及と指導の徹底を
図ることが，乳幼児の健やかな発育成長のために重要である。このため，嘱託歯科
医を各保育所に設置し，入所児童に対する歯科保健の充実を図る必要がある。

２．設置にあたっての留意事項
⑴ 嘱託歯科医の選定については，なるべく乳幼児の扱いに習熟し，熱意と理解
のある歯科医が望ましいものであること。

⑵ 設置にあたっては，地域歯科医師会，保健所等関係機関と連携を密にし，円
滑な実施に努めること。

３．歯科健康診断について
歯科健康診断については，嘱託歯科医が行うものとし，その結果については記録

し，食生活指導，歯の清掃指導等その後の保育指導に反映させることが大切であ
り，保護者に対しても密接な連絡，適切な指導を行うものとする。

図１ 保育所の嘱託歯科医の設置について
『幼稚園／学校歯科医の活動指針』（日本学校歯科医会）より

図２ 『母子健康手帳活用ガイド』
（日本歯科医師会）

図３ 母子健康手帳と改正点
『母子健康手帳活用ガイド』（日本歯科医師会）から引用
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という質問項目が記載されました。

それから，任意の様式の「お口と歯

の健康」の箇所にございますが，そ

こにフッ化物の利用とうがいに関す

る事項が記載されました。
■司会 ありがとうございました。

赤坂先生，ここまでで何か補足され

ることはありますでしょうか。

■医科・歯科界における取り組みとその背景

■赤坂 田村先生から概略をお話し

いただきましたが，近年の保育所と

幼稚園の目的というのは，従来の法

的にかっちりと分けられていたの

が，現在ではかなり柔軟になってき

ています。例えば，幼稚園対象が３

歳からという点にしても，プレ幼稚

園として２歳児から対象にしている

ところもあります。「子ども園構想」

などといわれているように，幼保一

体化に向けて動いているような時代

ですから，こうした社会情勢の変化

が関係していると思います。

日学歯に関して，保育所・幼稚園

の領域においては，昭和６３年に『幼

稚園／学校歯科医の活動指針』とい

う現在の『学校歯科医の活動指針』

の前身の冊子が作られました。しか

しながら，それ以後は各論的な冊子

や会誌の特集などはあっても，この

時期を対象にした総論的な冊子は見

当たりません。日本医師会では，平

成１２年に『保育所・幼稚園園児の保

健』という３００ページほどの冊子を

作っています（図４）。医師会では，

学校と同時に，保育所・幼稚園をい

かに重視しているかという姿勢を感

じますね。病気を発見する，あるい

は感染症というものが集団保育では

最も大きな問題ですから，そういう

意味で医師会が非常に重視している

ということはあると思いますけれど

も，内容を見ますと非常に詳しいの

です。つまり，「保育所の嘱託医や

幼稚園の学校医は，この時期の子ど

ものことをよく知ってください」と

いうことですね。地域によっては嘱

託医・学校医が内科医であって，小

児科医でない人たちもいます。幼稚

園，保育所には，いわゆる地域保健

と違った形で，集団保育の保健とい

うことで，その利点と欠点もあるわ

けです。幼稚園も，時間的には保育

所に近くなってくるということは，

集団保育の時間が長いということ

で，それだけ，われわれ医療専門職

が入る十分な余地があると考えてい

ます。

しかし，今はどちらかというと，

待機児童解消ということに焦点が当

たって，質的には懸念される面があ

ります。専門的な医療職，あるいは

保健学的なことを知っている人たち

によるサポートがきちんとできてい

るか，非常に懸念されるわけです。

こういうことは，やはり医師会と歯

科医師会とが協働して，今後，地域

の保健センターの歯科衛生士など

が，地域の保育所とか幼稚園を回る

ようなシステムをサポートしてい

く，あるいは国に働きかけていくと

いうことも必要かと思います。

また，先ほどお話が出た母子健康

手帳についてですが，今回の改正

で，学校保健でいう保健調査のよう

な項目が増えました。お母さんが家

庭の様子などを回答するアンケート

が加わることで，非常に内容が充実

しました。保健調査は，学校歯科保

健活動でも近年重視されている点で

すね。
■司会 ありがとうございます。

赤坂先生に補足いただきました。

それでは，幼児期の歯と口の特徴

や健康課題について，これは成長に

かかわる部分ですけれども，その点

も学識者の立場からご解説いただけ

たらと思います。

赤坂守人
日本大学 名誉教授

図４ 『保育所・幼稚園園児の保健』
（日本医師会）
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■幼児期における歯・口の健康づくりの課題と現状

……………………………………………………

………………………………………

…………………………

幼児期における
歯・口の健康づくりの
三つの課題
■赤坂 また少しそれてしまうので

すが，田村先生のお持ちくださった

資料（表１）にもあるとおり，幼稚

園の指針として「幼稚園教育要領」

というものがあります。これに対

し，「保育所保育指針」という保育所

の指針もあります。平成２０年３月

に，その二つのマニュアルが同時に

改訂されました。細かい点は違って

いるのですけれども，内容的には二

つの点で一致しています。一つは

「食育」です。二番目は，保育所で

の一番大きな課題ですけれども，「安

全管理と安全教育」です。この二つ

は，非常に大事な健康分野の課題，

保健指導，医療的なケアとして取り

組むべきであるということがいわれ

ています。文部科学省の学校歯科保

健参考資料『「生きる力」をはぐく

む学校での歯・口の健康づくり』の

中にも記載されていますが，幼児期

の歯・口の健康づくりの課題は大き

く三つあると思います

（図５）。

一つは，食育関係で，

食べる機能という課題で

すね。もちろん，むし

歯，歯周病を中心とした

間食のあり方というもの

も，その中に入ると思い

ます。二番目には，安全

管理・安全教育，すなわ

ち外傷，けがの問題で

す。三番目は，社会性。

口腔の機能と同時に，われわれの口

というのは，社会的なコミュニケー

ションの道具であるわけですね。あ

るいは社会的な影響力を持っている

と思います。そこで，口腔の清潔や

口臭の問題であったり，言葉の問題

であったりするわけですね。この三

つは小学校からでなく，幼稚園の時

から大きなポイントであると，私は

考えています。
■司会 食育，安全教育，社会性と

いう三本柱ですね。

では，子どもたちの健康に実際に

かかわっている現場として，今の状

況をお話しいただければと思いま

す。竹内先生，保育所の子どもたち

の口腔の状況はいかがでしょうか。

………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………

保育所の現状：
健康格差と家庭環境
多数歯う蝕や開咬の問題
■竹内 まず，私が担当する保育所

がどういう環境にあるかということ

からお話ししたいと思います。とき

わ保育所は，０歳児から就学前の児

童，７１名の子どもを保育していま

（課題）

⑴ よく噛んで食べる習慣付け

⑵ 好き嫌いを作らない

⑶ 食事と間食の規則的な習慣付け

⑷ 乳歯のむし歯予防と管理

⑸ 歯・口の清掃の開始と習慣化

⑹ 歯・口の外傷を予防する環境づくり

図５ 幼児期の歯・口の健康づくりの課題
『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』
（文部科学省）から引用

図６ ときわ保育所の概要（静岡県沼津市立ときわ保育所）

☆目標に向かってがんばる力を育てる
☆いろいろなことに対する興味・好奇心を育てる
☆人との関わりを通して思いやりの心を育てる

保育の目標

設置運営主体 沼津市
設立開所年月日 昭和５５年４月１日
定 員 ９０名
対象年齢 生後４か月～就学前
開 所 午前７：００～午後６：００

（土曜日 午前８：３０～午後６：００）

施設の概要

ときわ保育所は南に駿河湾，西に千本松原が広がり，自然環境にめぐまれた保育所です。
近くには学校，千本プラザ，若山牧水記念館，知的障害者授産施設や千本浜公園，沼津港があ

り，文化教育，福祉が凝縮された地域です。

地域の状況
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す。公立の保育所で，昭和５５年に開

所しています。保育の目標や施設の

概要については，資料（図６）をご

覧ください。

私は歯科医として，歯科健康診断

で保育所の子どもたちをみてきたわ

けですが，その中で気になる点は，

非常に健康格差が大きいということ

です。

保育所の子どもたちの家庭環境は

さまざまです。「子どもの口は家庭

の鏡である」と言われますけれど

も，そんな中で，多数歯う蝕，不衛

生の問題があります。特に私は，指

しゃぶりによって開咬している子ど

もが多いとよく感じます。それは保

育士さんが一番よくわかることだと

思うのですが，認識はしていても，

それに対する支援ができていませ

ん。３歳，４歳までは仕方ないとも

思うのですけれども，ある時期まで

いったらきちんと支援をするという

ことがなかなかできていないと思い

ます。口の中はそんな状況です。
■司会 新井先生，幼稚園の子ども

の歯・口の状況はいかがでしょう

か。

…………………………………………………………………

………………………………………

……………………………………

幼稚園の現状：
「乳歯を大切にする」ことを
保護者に伝える
■新井 小柳幼稚園は二年保育で，

４歳児が３９名，５歳児が５７名で，合

計９６名の子どもがいるのですけれど

も，歯の状況は，クラスによって偏

りがあって，むし歯がないクラスと

多いクラスがあります。また，一人

の園児がとてもむし歯が多いという

ように，極端な傾向があります。む

し歯がたくさんある子どもは，保護

者がお勤めされていたり，治療に行

く時間がなかったり，子どもが痛

がったら行くという状態が多かった

ので，園歯科医の先生から，「こう

いう状態だと，次に生えてくる大人

の歯もだめになってしまうよ」とい

う話をしてもらっています。意識が

ちょっと低い保護者もいらっしゃっ

て，永久歯は丈夫な歯が生えてくる

だろうと安易に考えている方が多い

ので，歯科講演会などで「乳歯を大

事にしないと次にしっかりした歯は

生えてこないし，歯と歯の間に隙間

がないと大人の歯は大きさが違うか

らきちんと生えてこない」というよ

うな基本的なことをいろいろお話し

いただいています。そのお話を聞い

たあとは，やはり保護者の意識が高

くなって，「歯医者さんに行きまし

た」と報告してくださる方も多いで

す。
■司会 ありがとうございました。

大薮常務も同じく幼稚園を担当され

ていますが，いかがですか。
■大薮 今，新井先生がおっしゃっ

たことに，私もまったく同感しま

す。むし歯の数は，十年前に比べた

らずいぶん減ったと思うのです。た

だ，非常に特徴的なのは，口の中の

状況については個人差が大きいとい

うことです。とてもきれいにみがけ

ている子どもが圧倒的に多くなって

いるけれども，むし歯のある子ども

は１本どころか，たくさんあるので

す。幼児の口の管理は自律的ではな

くて他律的ですから，保護者の子ど

もの口に対する管理が明らかに欠落

しているのではないかと思われる子

どもがいます。子どもを責めるわけ

にはいかないのですよね。これは年

齢的な特徴で，小学校に入れば学校

でブラッシング指導などをしますけ

れども，幼稚園ではなかなか徹底で

きないし，「自分でやりなさい」と

いってもきちんとみがけるものでも

ないでしょうから，保護者の自覚が

非常にポイントになってくるような

気がします。
■司会 はい，ありがとうございま

す。先日，「全日本学校歯科保健優

良校表彰」の関係で，大阪市の幼稚

園へ実地審査に行ってきました。む

し歯のリスクはほとんどありません

でした。お母さん方がほとんど専業

主婦で，PTAの会合を持っても

７～８割のお母さんが来られるそう

です。お弁当を見せてもらいました

が，まあ実に可愛らしいきれいなお

弁当がずらっと並んで，お弁当を食

べたらそろって歯みがきをするとい

う環境でした。保育所と幼稚園の違

いは，そういうところ，つまり環境

に大きくかかわってくる問題だと思

います。それを含めて，次の話題「生

活習慣，食育に関する取り組み」に

ついて話を進めていきたいと思いま

す。

生活習慣や家庭環境が実に多様化

している中で，保育所，幼稚園にお

いて歯科医がどうかかわっていくの

かということは，非常に大きな問題

だと思います。幼児期の子どもたち

の情緒形成，他律から自律を促して

いくなど，将来の人格形成にかかわ

るようなところから始まる年齢だと

思うのですが，竹内先生，いかがで

しょうか。

竹内純子
静岡県沼津市立
ときわ保育所 歯科医
㈳日本学校歯科医会 常務理事
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■子どもたちの生活習慣・食育に関する取り組み

………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………

保護者会での指導や講話
子育て支援の視点に立った
マニュアルの活用
■竹内 先ほどお話ししたように，

保育所に通う子どもたちの家庭環境

はさまざまで，保護者を集めて何か

するということはなかなか難しいの

ですが，ときわ保育所では年に数

回，保護者会がありまして，その中

で，市の委託の歯科衛生士さんに歯

みがき指導と歯みがき講話をしてい

ただいています。出席できないお母

様方もいらっしゃいますので，保護

者の連絡帳に歯科保健の情報を書き

込んでいます。特に沼津市では，平

成１７年に歯科医師会の主導で，保育

所・幼稚園でのフッ化物洗口を始め

ました。子どもたちの家庭環境に左

右されないフッ化物洗口は，健康格

差を是正する非常に有効な手段で

す。導入にあたっては，歯科医師会

が指導・管理から携わって行ってい

ます。

食育については，先ほど赤坂先生

がおっしゃったように，幼稚園も保

育所も共通して行っていかなければ

ならない課題です。ときわ保育所に

は，５か月，６か月の乳児もいるの

ですが，７１名の子どもに１３名の保育

士さんが対応しているという環境の

中で，離乳にかかわる大事な時期，

食べる機能を獲得する時期として大

事な時ではあっても，一人のお子さ

んにかかりきりになることは現実的

にできません。そのあたりはまった

く支援できていない，と問題に感じ

ています。先ほど新井先生のお話に

もありましたけれども，食材を育て

て，見たり触れたり，簡単な調理も

しながら，食に関心を持てるような

取り組みはしております。

保護者への支援としては，静岡県

健康福祉部こども家庭課の委託で静

岡県歯科医師会が作っている『早

分かり保育所（園）・幼稚園 歯科

マニュアル』（図７）というリーフ

レットがあるのですが，そういった

ものを活用しながら，子育て支援の

視点に立って，いろいろな情報を発

信し，それが県内，市町の保育所・

幼稚園にいきわたるようにしていま

す。特に保育所は，昼食のあとにす

ぐお昼寝になってしまったりして，

歯みがき習慣がなかなか持てなかっ

たり，歯みがきをしている時に転ん

で事故を起こすことも考えられま

す。仕上げみがきを一人ひとりにし

てあげられる環境ではありません。

また，子ども同士や遊具の衝突で外

傷を負うこともしばしばあります。

歯科医として対応できる状況にし，

緊急の場合も，保育所で適切な対応

ができるよう，応急処置についての

情報もお知らせしています。
■司会 ありがとうございます。１

歳，２歳という子どもが外傷を負っ

て歯が脱落した時，保存液は有効な

のでしょうか。
■赤坂 それは有効です。保存液で

保存すべきですね。ただ低年齢であ

ればあるほど，外傷処置のスキルは

必要です。やはり常に地域の専門性

の高い医療機関との連携を取ること

が，幼稚園や保育所の場合，大事で

すよね。学校歯科医・嘱託歯科医が

すべて対応するには限界があります

から。
■司会 低年齢の子どもたちを保育

所で預かって，そこで口腔機能や顎

顔面の発育が正常に促されるように

するということは非常に責任が大き

いですね。
■竹内 そこが一番ジレンマに思う

ところです。無力さを感じながら，

何もできておりません。
■司会 新井先生，幼稚園のほうで

は何かありますか。

……………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

カミカミおかずデー，
巡回歯科指導と
「お・かし・い・ぜ」
■新井 幼稚園はお弁当なので，月

に１回，「カミカミおかずデー」を
図７ 『早分かり保育所（園）・幼稚園 歯科マニュアル』（抜粋）

（静岡県厚生部・静岡県歯科医師会作成）
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設けまして，お母さんたちにお弁当

の意識を高めてもらうようにしまし
じ ゃ こ

た（図８）。雑魚や野菜などを頑

張って入れて作ってくれています。

また，当園は給食センターと管轄が

いっしょですので，栄養士さんから

保護者に栄養指導をしていただいて

います。そこで，「噛みごたえのあ

るおかずは手間ひまをかけなくて

も，キュウリをぽんと入れてもいい

し，たくあんを１枚入れてあげるだ

けでも，噛む力はつきますよ」など

と教えてもらっています。

それから，巡回歯科指導が年に１

回あります。歯科衛生士さんが子ど

もたちに歯みがきの大切さを，パネ

ルシアターを使って説明してくだ

さっています。ただこれは２月なの

です。入園してすぐの子どもたちは

なかなか歯みがきの習慣ができない

のですが，それで私たち教職員が一

緒になって，子どもたちに歯の大切

さがわかるように，お人形を使っ

て，「お・かし・い・ぜ」という言

葉で「おいしい，かしこい，いい

歯，全力で」ということを教えてい

ます（図９）。子どもたちがやっと

座ってお話が聞けるようになる５月

ごろにそういう集会を開いて披露し

ています。

食後は必ず歯をみがくということ

を習慣化させています。食べてすぐ

みがくのはあまりよくないという話

も聞きましたが，子どもたちには何

しろ歯みがきをさせることが大切だ

と私たちは思っていますので，食べ

たら歯みがきをする習慣をつけるこ

とを中心に行っています。年少は，

歯ブラシを持って口に入れてみが

く，年長は手鏡を持って確認しなが

らみがくことを教えています。保護

者には，必ず仕上げみがきをするよ

うに歯科医から指導していただいて

います。

食育に関しては，月に１回のお誕

生日会のおやつに，市販のおやつだ

けではなくて，幼稚園で育てたジャ

ガイモやピーマンを取り入れていま

す。また硬いもの，煮干やするめな

ども加えたおやつを用意していま

す。最初のうちは「このおせんべ

い，固くて食べられない」などとい

う声も聞かれるのですが，そのうち

子どもたちはバリバリ食べられるよ

うになります。
■赤坂 先生の幼稚園では，親子料

理教室などは実施していますか。
■新井 まず調理場がありません

し，調理士さんがいないので衛生上

の問題もありますから，当園では実

施していません。子どもたちだけで

カレーを作るなどの体験はしていま

す。
■赤坂 今は，お弁当にしている幼

稚園のほうが，栄養的な偏りが多い

と聞きます。むしろ給食のほうが，

割に栄養素が偏りなく摂れる場合も

あるのです。そういう点で，なるべ

く時間を割いて，親子で調理する機

会があるといいですね。その中で親

にも，今の子どもに栄養的に何が一

番欠けているかということを指導し

ながら，実際に料理を教えるという

ことを，今は盛んにやらなければい

けないと思います。視察に行くと，

首都圏よりもむしろ地方のほうが，

親子料理教室が盛んですね。今後は

学校歯科医としても，咀嚼の問題と

同時に，栄養学的なこともよく考え

て，時間があったら園に親子料理教

室を薦めることは必要なことかと思

います。
■新井 子どもたちは「幼稚園で食

新井尚子
東京都府中市立小柳幼稚園 主任

図９ 歯と口の健康（おかしいぜ）（小柳幼稚園ホームページより）図８ カミカミおかずデー（小柳幼稚園ホームページより）
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べる野菜は味が違う」と言います。

畑に生っている茄子やピーマンを

ちょっと炒めて子どもに渡すと，

あっという間になくなります。保護

者の方に「どういう調理をしている

のですか」と聞かれますが，本当に

塩だけなのです。時々多めに作って

保護者にも味見をしてもらうように

しています。子どもたちの好き嫌い

が減ったようです。保護者の意識も

高いですね。お弁当に入れる冷凍食

品が少ないです。キャラ弁もそれほ

どないですね。「カミカミおかず
じ ゃ こ

デー」を設けてから，雑魚などの魚

類が増えました。
■司会 すごくいいですね。素晴ら

しい環境です。
■竹内 やはり保護者の意識を高め

ないといけませんね。
■司会 そういうことですね。そこ

で，保護者への支援はどのようなこ

とをされているか，うかがいたいと

思います。竹内先生，家庭とのかか

わりはいかがですか。

■家庭とのかかわり，保護者への支援

…………………………………………………

…………………………………………………

歯科保健情報の発信
静岡県の「８０２０双葉事業」
■竹内 とにかくお母様方は忙しい

ので，どう支援したらいいのか考

え，基本的な歯科保健の情報をなる

べく常日頃から発信しています。

実は，ときわ保育所は，おやつが

あまりよいとはいえません。飴やお

菓子などをあげてしまうので，そこ

は私がもっと責任を持って改善しな

ければいけないと思っています。お

やつは間食として非常に大切です

が，保育を終えて家庭に帰り，お祖

母ちゃまが保育をしている状況で

も，お菓子をあげてしまうというこ

ともあります。お母様だけでなく，

子どもにかかわるすべての方々に情

報発信しなければいけないと常日頃

感じています。

ときわ保育所で行っていることで

はないのですけれども，静岡県のプ

レ幼稚園や子育て支援サークルなど

の取り組みとして，今日は「８０２０双

葉事業」についてご紹介したいと思

います。静岡県では，県の歯科衛生

士会に委託しまして，歯みがき指導

のパネルシアターなどの取り組みを

行っています。毎年４０施設くらいし

か回れませんが，４年ほど前から始

めて，毎年お断りするのに困るくら

い応募があります。こういうところ

に手厚く行政の委託事業費をたくさ

んつけていただきたいと思い，県の

歯科医師会としてもお願いをしてい

るという状況です。今後もこういう

支援が，歯科医師会だけではなくて

学校歯科医会にとっても必要だと思

います。
■司会 この事業には歯科医も参加

されるのですか。
■竹内 いいえ，完全に歯科衛生士

会に委託しています。
■司会 新井先生にも保護者への支

援についてうかがいたいと思いま

す。保護者会などの出席率はいかが

ですか。

…………………………………………………………………

……………………………………

保護者の興味・関心を引く
さまざまな工夫
■新井 意識の高い人は来ます。月

に１回保護者連絡会を設けていまし

て，子どもたちの様子や行事予定な

どを文書によって説明したりするの

ですが，それだけだとやはり保護者

は来ないので，連絡会の前に，子ど

もたちに歌を歌ってもらったり，踊

りを踊ってもらったり，子どもを前

に出すと，保護者は自分のお子さん

を見たいので集まってくれます。

「歯のことは大事だ」と言っても，

体験しなければわからないので，私

も多摩府中保健所主催の研修に参加

させていただいたことがあります。

「フランスパンはどのくらい噛んだ

ら食べ切れるか」という研修でし

た。まずはそのまま食べて，次に水

を口に含んで噛んだら，すぐになく

なってしまって，びっくりしまし

た。これを園でやったらどうかと思

いついて，フランスパンを買ってき

て，試してみました。飲み物を飲み

ながら食べると，満足に噛めないと

いうことがわかってもらえました。
■司会 ある小学校で，黒いクッ

キーを食べたあとに，子ども同士で

お互い口の中の様子を見て，歯をみ

がくという試みをされていました。

黒いお菓子なのでよくわかるのです

ね。歯科指導の工夫に関する興味深

いお話でした。

……………………………………………………………

…………………………………………

医療専門職による支援と
行政への働きかけ
■赤坂 保育所，幼稚園の問題とい

うのは，もちろん保護者の問題もあ

りますけれども，それと同時に，や

はり専門性を持った学校医や学校歯

科医，嘱託歯科医をいかに育て，連

携するかということですよね。

最初に田村先生からもお話があり

ましたが，保育所では嘱託医が置か

れ，年２回の定期健康診断のほか，

感染症があったりすると臨時健康診

断も行います。歯科については，摂

食の問題や外傷の問題を含めると，

せめて嘱託歯科医を置けなくても，
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例えば地域の自治体の歯科衛生士が

巡回して保健指導をするなど，でき

るといいと思います。

歯科衛生士を含め歯科専門職がい

かに携わるか，それを推進できるの

はやはり日学歯であり，歯科医師会

ですよ。これからは，やはり保育

所，幼稚園での保健活動の質を高め

てもらうことが大事です。日学歯は

文部科学省の管轄ですから，できる

だけ学校歯科医の活動を充実させる

ような働きかけをすることが，幼稚

園，保育所問題にとっても大事な点

だろうと思います。

■司会 ありがとうございます。や

はり行政へもっと立ち入っていかな

ければならないということになるわ

けですね。続きまして，安全対策，

関係機関との連携についてお話しし

ていただければと思います。竹内先

生，何かおありでしょうか。

■安全対策と各関係者との連携

…………………………………………………

………………………………………………

全身の問題を含めた
歯科と医科との連携
■竹内 最初に申し上げたように，

私の診療所は，お子さんがけがをし

た場合に連れて来られる側でもあ

り，歯を脱臼した場合にも処置がで

きる環境にあります。専門性を持っ

た先生方，また，内科医の嘱託医が

おられますが，その方々との連携は

取れていません。こちらが嘱託歯科

医としてなかなか主体的にできない

状況にありますね。健康診断を行っ

ていても，子どもたちのアトピーや

アレルギーなどが非常に多くなって

いると感じていますので，そういっ

た全身の問題も含めて，歯科と医科

との連携を持つことが大切だと思い

ます。

安全ということでいうと，先ほど

申し上げた以上のことはないのが現

状です。ただ最近，子どもたちの歯

ブラシ事故が多く報告されていて，

それに関しては特に保育の目を向け

ることも支援として必要なのではな

いかと感じております。
■司会 幼稚園はいかがですか。
■新井 はい。歯のことに関して

は，園の歯科医さんがいらっしゃる

ので，歯が折れた，ぐらぐらしてい

るというような場合は，すぐ相談に

乗っていただきます。園医さんもい

らっしゃるので，子どもたちの病気

の件は園医さんに相談しています。

■司会 ありがとうございます。先

ほど赤坂先生に行政とのかかわり合

いと幼稚園，保育所の違いの根幹の

部分の問題点を指摘していただきま

したので，そのことに関して，われ

われの歯科保健活動を，今後どうい

うふうにとらえるか，もう少しお話

しいただけますか。

…………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………

行政の縦割りをつなげ
現場を支援すること，
互いの情報を共有すること
■赤坂 子どもと母親の関係性は，

時代とともに早いテンポで変わって

いくわけですよね。私たち学校保健

関係者も，そういった変化に合わせ

て対応していく必要があります。医

療と保健はリンクしているわけです

から，先ほどお話ししたように医師

会がこれだけの冊子を作ったのは，

まさに幼稚園と保育所という行政の

縦割りをいかに現場で一致させるか

ということなのですね。それは歯科

でも同じであって，私たち日学歯や

歯科医師会が率先して働きかけてい

かなければならない。それが一番求

められていると思いますし，保護者

たちの信頼を得ることにつながるだ

ろうと思います。

もう一つ，連携の問題は，行政も

もちろんですけれども，学校との関

係が重要になってきます。幼稚園，

保育所の基本となる「保育する」こ

とと，学校の「教育する」こととは

子ども側から見ると全然違うのです

ね。小学校に入学してから座って５０

分授業を受けるのは，子どもたちに

とっては苦痛ですよね。それが「小

一プロブレム」のような問題になっ

てしまうのです。地域を含め関係者

ができるだけお互いに連携し合っ

て，子どもたちの実情を知っておく

ということは，保育所・幼稚園から

小学校へ，あるいは中学校へといっ

た他校種とのつながりとしても，非

常に大事になってくるのかと思いま

す。歯・口の健康づくりも，各学校

種で完結するのではなく，次の学校

種へと継続されることが，子ども側

大薮武男
㈳日本学校歯科医会
広報担当常務理事
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の習慣形成にとって重要なことで

す。
■司会 そこに介在していくのは，

学校歯科医会，歯科医師会などの組

織になると思うのですが，大薮常

務，その辺に関連して何かご意見は

ありませんか。
■大薮 最初から一貫して話に出て

くるのは，「連携」ですよね。だか

ら結局は，教育現場の方，歯科医，

地区の行政，保護者の連携がうまく

いくかどうかですよね。うまく連携

が取れれば，いろいろな問題がいい

方向に行くのではないかと私は思い

ますけどね。
■司会 田村先生，どうですか。
■田村 はい，まったくおっしゃる

通りで，特に小さいお子さんたちの

生活の場は，保育所，幼稚園，家

庭，地域にまたがっていて，それぞ

れが子どもに与える影響も大きいと

思うのです。そういった意味で，子

どもの健康課題に対応していくため

には，保育所・幼稚園，家庭と自治

体および関係機関が連携を取りなが

ら進めていくことが非常に大事なこ

とだと思います。各関係者がお互い

情報交換しながら，それぞれの役割

を果たし，連携を深めていけるとよ

いと思います。
■司会 それでは，今後の取り組み

に関して，この座談会を通じてお感

じになったこと，日学歯に対する期

待，要望などをお話しいただけたら

と思います。まず竹内先生，いかが

でしょうか。

■今後の取り組みと日学歯への要望

…………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………………

キーワードは「連携」と
「健康格差の是正」
地域の実状を踏まえた活動を
■竹内 先ほどのお話につながるの

ですけれども，「連携」というのが

一つ大きなキーワードになろうかと

思いますが，もう一つ，「健康格差

の是正」という問題があります。そ

のためには，連携し合うところの共

通の理解が一番のキーワードになっ

てくると思います。その時に，私た

ちがかかわる歯科医師会にしても，

日学歯にしても，同じ歯科の目で子

どもたちを見守って育てていくとい

うところで，共通の情報を発信して

いくこともとても大事だと思いま

す。所轄官庁である厚生労働省と文

部科学省の二重構造に直接働きかけ

ることができるのも私たちだと思う

のですね。ですから，その辺りを強

く，現状を踏まえながらやっていく

ということも大事です。

またいろいろ地域性がありますの

で，その地域の実情をよく理解する

ことも大事で，独りよがりにならな

いように，歯科保健指導をすること

が大切だと思います。そんなことも

踏まえながら，学校歯科医会として

抜け落ちているところを今後やって

いくことが，大事なポイントだと考

えています。

特に日学歯は，「健康教育」とい

うことでは日本歯科医師会に先駆け

て行っていると自負しておりますの

で，きちんと筋道を立てて，連携を

取って子どもたちにとって役に立つ

こと，笑顔を育てていくために支援

できたらと思います。
■司会 田村先生，お願いします。
■田村 そうですね。保育所，幼稚

園を含む学校全般なのですけれど

も，やはり今，いろいろ課題は多

く，学校の職員も大変であるという

話は聞きます。しかし，やはり健康

というのは本当に基盤ですから，そ

こは重要な部分だと思っています。

学校歯科医の先生方は，学校教育に

かかわる歯科専門職としても，日学

歯としても重要な役割を担っている

ところでありますので，是非よろし

くお願いいたします。
■司会 新井先生，お願いします。
■新井 幼稚園のほうでは，今まで

やってきたことを継続して，保護者

も啓発していけるように，園の先生

方と協力して，これからも子どもた

ちのためにやっていけたらなと思っ

ています。
■司会 赤坂先生，いかがでしょう

か。

……………………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

歯科だけの視点でなく
子育て支援等も視野に入れた
活動を進めていくこと
■赤坂 竹内先生がほとんど言って

くださったと思います。最初にお話

したように，今までの学校歯科は主

にむし歯対策ということで，小学校

田幡 純
㈳日本学校歯科医会 広報担当理事
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を中心にしていました。そして最近

では，中学校や高等学校にも目を向

けるようになりました。しかし現実

に子どもと親の今日的な課題を見ま

すと，生活習慣などの問題が低年齢

化している，つまり幼児期からの保

健活動・保健指導がこれからは重要

になってきます。現在，学校健康診

断の改定に向けて文部科学省では検

討が行われていますが，その検討の

中で，健康診断を補完する意味でも

保健調査をより重視する方向性が示

されています。すなわち，疾病だけ

でなく，子どもたちの生活そのもの

に目を向けることの大切さが示され

ているわけです。

もう一つ大事なことは，子どもと

かかわるということは，親の子育て

の支援をするということです。行政

の母子保健の部署がそれを担当して

いるわけですけれども，むしろこれ

からは，そういう人たちと協働・連

携しながら，保育所，幼稚園の子ど

もたちを関係者が支援していくとい

うことが必要になってくると思うの

です。

改正された「学校保健安全法」で

は，今まで学校歯科医の職務として

「歯に関する健康相談に従事する」

（学校保健法施行規則第２４条第４項）

とあったのが，「歯」が削除され，「健

康相談に従事すること」（学校保健安

全法施行規則第２３条第３項）とされま

した。われわれが食育や虐待および

メンタルの問題に取り組むには，歯

科だけの視点では十分ではないこと

を示したのです。それは非常に大事

な方向転換だと思います。歯科医師

は，歯科だけではなく全身の状況，

あるいはその背後にある社会を見る

視点を持っていなければいけないと

思います。今後，私たちは，日学

歯，日本歯科医師会，医療関係者と

の協働・連携をしながら，子どもた

ちのために活動を進めていく必要が

あるのではないかと思います。
■司会 いろいろ意見が出ました

が，大薮常務，最後に日学歯の立場

としてお願いします。
■大薮 今の赤坂先生のお話に集約

されていると思うのですけれども，

保育所，幼稚園での歯・口の健康に

関して，問題点の整理はできたと思

います。明解な答えが出たかどうか

は，ちょっと自信がありませんが，

問題点の整理は十分できたと思いま

す。これを参考にして，どのように

問題点を解決していくかということ

ではないかと思います。日学歯とし

て，これからできる限り頑張ってい

きたいと思います。

本当に今日は，私も目からうろこ

が落ちる思いで，いろいろ面白い話

を聞くことができました。皆さんも

これからそれぞれのお立場で頑張っ

ていただきたいと思いますので，よ

ろしくお願いいたします。今日はあ

りがとうございました。
■司会 長時間にわたりまして本当

にありがとうございました。今後と

もよろしくお願いいたします。

今回の校種別座談会は，保育所・幼稚園における歯科保健をテーマに取り上げました。座談会の冒頭，ご説明があ
りましたとおり，保育所と幼稚園は管轄する官庁も違えば根拠法も違います。また対象となる年齢も異なります。し
かし『保育する』という点，また基本的な生活習慣を身につける時期である就学前の児童を受け入れている施設であ
るという点では共通しています。そこに通う子どもたちの歯・口の健康づくり，ひいては全身の健康づくりをどのよ
うに支援していくかのカギを握っているのは，座談会で一貫して出てくる言葉，『連携』であり，最も重要なキー
ワードです。例えば教育現場，行政，学校歯科医，そして保護者との連携しかり，また地域の医師，歯科医師との連
携，そして座談会でもご指摘があったように日本歯科医師会と本会が共通の情報を発信し，同じ歯科の目で子どもた
ちを見守っていくための連携など，どれをとっても支援には必要不可欠なものばかりです。そして今後，われわれ学
校歯科医にとって最も取りかかりやすく，かつ必要とされる連携とは，子どもたちが通うであろう同じ学区にある保
育所，幼稚園，小・中学校，さらには高等学校，特別支援学校の学校歯科医同士の連携ではないでしょうか。
さて，平成２４年３月３１日に発行しました会誌１１１号より始まった校種別座談会も何とか終えることができました。
このシリーズを通じ，校種それぞれの問題点はおおよそ整理できたのではないかと思います。同じ地域の学校歯科医
が連携を深めるためのツールの一つとして，今回の座談会シリーズを今一度お読みいただき，共通の認識を持って児
童，生徒たちの歯・口の健康づくりを支援していただければ幸いです。
最後に，５回にわたるシリーズの座談会を開催するにあたり，諸先生方にはご多忙にもかかわらず快くご参集くだ
さいましたこと，また大変貴重なお話をお聞かせいただきましたことに改めて感謝申し上げるとともに，この座談会
シリーズが明日からの学校保健活動の糧となりますよう祈念いたします。

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 大薮武男

「保育所・幼稚園における歯科保健を考える」を終えて
校種別座談会シリーズⅤ
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日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っております。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金につきましては，書籍に同封の請求書と振込先ご案内の
文書に従ってお支払いいただきます。なお，送料が別途かかりますので，ご了承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GOの意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
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１２．歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）－CO・GOを中心に－ Ｈ．２１年発行 ￥ ２００
１３．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点 －よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１４．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１５．健全な口腔機能の育成のための指針 現在改訂中
１６．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
１７．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
１８．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ 現在改訂中
１９．健康日本２１と学校歯科保健 現在改訂中
２０．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド －「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２１．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０
２２．喫煙防止シリーズ 高校生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２２年発行 ￥ ２５０
２３．喫煙防止シリーズ 小学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２３年発行 ￥ ２００
２４．学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩 Ｈ．２３年発行 ￥ １５０
２５．学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりクイックマニュアルⅡ Ｈ．２４年発行 ￥ ６５０
２６．学校歯科と安全 危機管理の考え方を踏まえた歯・口の安全のための教育と管理 Ｈ．２５年発行 ￥ ２５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２７．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり― Ｈ．２３年発行 ￥ ５００

（公財）日本学校保健会出版物
２８．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
２９．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
３０．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
３１．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００
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学識者の立場から 学校における食に関する指導内容
向井美惠 昭和大学 名誉教授

社団法人日本学校歯科医会 常務理事

学校現場の立場から 学校現場の立場から ～健康教育として進める食育～
足助麻理 東京都品川区立第四日野小学校 主幹養護教諭

特 集 ②

新学習指導要領における
食育への取り組み
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1.はじめに

近年の我が国の食をめぐる状況の変化に伴う様々
な問題に対処していくため，平成１７年６月に「食育
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，現在及
び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで
活力ある社会の実現」を目的として，食育基本法が
公布された。具体的には，内閣府において食育基本
法に基づき，食育の推進を図るために食育推進会議
が設置され，食育推進基本計画が平成１８年３月に５
年間を目途に発出され，平成２３年３月には「周知か
ら実践へ」のスローガンのもと，第２次食育推進基
本計画１）が同様に５年間を目途に発出された。
食育基本法および食育基本計画には，「食育」の
基本的な理念として，健全な食生活の実践による心
身の健康の増進や豊かな人間性のはぐくみが掲げら
れており，家庭・学校・地域などにおける国民の主
体的な取り組みの推進が期待され，各府省において
も様々な観点から食育推進の取り組みが行われてい
る。平成１７年４月からは新たに栄養教諭制度が施行
され，小・中学校の学校給食の目的に関し，教科外

の「特別活動」とされている給食を，子どもの栄養
補給の場とするだけでなく，食材の生産者や生産過
程，流通や食文化などを学ぶ場と明確に位置付ける
など，学校給食法についても「食育」重視に転換し
た大幅な改正が行われた。
このような流れの中で，第２次食育推進基本計画
の「重点課題」においては，子どもから成人，高齢
者に至るまで，ライフステージに応じた間断ない食
育を推進し，「生涯食育社会」を目指す，としてい
る。そして「基本的な取組方針」では，教育関係者
の役割として，父母その他の保護者や教育・保育に
携わる関係者等が相互の密接な連携の下，家庭，学
校，保育所，地域社会等の場で子どもが楽しく食に
ついて学ぶことができるような取り組みが積極的に
なされるよう施策を講じる，とされている。
そこで現状における学校での食育は，児童生徒が
食に関する正しい知識を身につけ，自らの食生活を
考え，望ましい食習慣を実践することを目標にして
行われている。時間的には学校給食を活用する給食
時間はもとより，各教科や総合的な学習の時間等に
おいて食に関する指導を中心に行われている。

学校における食に関する指導内容

向井美惠 昭和大学 名誉教授
社団法人日本学校歯科医会 常務理事

要約 改訂された小・中・高・特別支援学校の学習指導要領の総則において，「学校にお
ける食育の推進」が明確に位置づけられるとともに，家庭科や保健体育科等，関連する各教
科における食育の観点からの記載が多くみられる。これらに基づいた学校における食育で
は，児童生徒が食に関する正しい知識を身につけ，自らの食生活を考え，望ましい食習慣を
実践することを目標にして，学校給食を活用する給食時間はもとより，各教科や総合的な学
習の時間等において食に関する指導を中心に行われている。最近の学校における食育の取り
組みでは，多職種が連携して実践している場合も多く，食育の取り組みに広がりができ，児
童生徒の興味と自主的なかかわりが引き出されており，新しい学習指導要領に則った学校に
おける「食」の取り組みの今後の方向性が示されつつあると思われる。
学校における食に関する指導の中で，学校給食における食育の取り組みだけでなく関連教

科においても“よく噛んで食べる”ことを指導している学校は多い。学校歯科医はこのよう
な“よく噛んで食べる”食べ方を中心に担当している。食育を主体とした食に関る指導の広
がりの中で，児童生徒の口の健康を保ち，しっかり噛んで，美味しいものを美味しく，自制
心を持って賢く適量とることの指導を推進して，歯と口の健康を通して児童生徒の「生きる
力」を育み，これらの指導によって児童生徒一人ひとりの生涯における健康の礎になる歯・
口からの食育が進み始めている。

特集② 新学習指導要領における食育への取り組み【学識者の立場から】
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2.学習指導要領と食育

3.教科・特別活動等における教育指導

4.食育を通じた健康状態の
改善等の推進

食育については，平成２０年３月に改訂が行われた
小学校および中学校の学習指導要領の総則におい
て，「学校における食育の推進」が明確に位置づけ
られるとともに，家庭科や保健体育科等，関連する
各教科における食育の観点からの記載が多くみられ
る。この学習指導要領の改訂および学校給食法の改
正を踏まえて，学校における食に関する指導の基本
的な考え方や指導方法を示した『食に関する指導の
手引』（平成１９年３月作成）が平成２２年３月に改訂２）

された。
平成２１年３月には，高等学校と特別支援学校の学
習指導要領の改訂が行われ，その総則において「学
校における食育の推進」が明確に位置づけられると
ともに，食育に関する記述が小・中学校の学習指導
要領と同様に充実している。
新しい学習指導要領については，小学校では平成

２３年度から，中学校では平成２４年度から全面実施さ
れ，高等学校では平成２５年度から学年進行で実施さ
れている。また，特別支援学校については小学校，
中学校，高等学校の実施時期に準じて実施されるこ
とになっている。

食に関する指導は，給食時間をはじめとする特別

活動，各教科，道徳，総合的な学習といった学校教
育活動全体の中で体系的，継続的に行われるもの
で，各学校で作成される「食に関する指導計画」に
基づいて行われている。
この指導計画の中で食育を主として担当する職種
である栄養教諭は，その専門性を生かして，各学級
担任や教科担任等との連携を図りながら積極的な指
導３）を行っている。食に関する学習教材について
は，教科や特別活動，総合的な学習の時間等におけ
る食に関する指導において使用する教材として食生
活学習教材『食生活を考えよう』（小学校低学年
用，中学年用，高学年用および中学生用）４）が作成さ
れており，全国の児童生徒に配布され，文部科学省
のホームページにも掲載されている（図１）。

児童生徒の食生活の乱れや健康への影響が生じて
いる現状を踏まえて，「よく体を動かし，よく食べ，
よく眠る」という食習慣をはじめとした基本的な生
活習慣や態度を身につけるような取り組みがなされ
ている。具体的には，食生活の改善のための取り組
みや健康への影響が生じている児童生徒への個別指
導など，学校における食育の充実についての実践的
な事例をまとめた『栄養教諭による食に関する指導
実践事例集』が文部科学省から平成２１年に発行され

図１ 食に関する指導の手引

食生活学習教材
（小学校低学年用）

食生活学習教材
（小学校中学年用）

食生活学習教材
（小学校高学年用）

食生活学習教材
（中学生用）
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ている。
食育推進基本計画が発出された当初から改善が急
務とされた「朝食の欠食」については，教育の場の
みならず，多方面からの指導・支援がなされて改善
傾向にある。これには，児童生徒の学業成績と朝食

の欠食率との関連（図２）や学習意欲との関連（図
３）などが示されて，朝食摂取の必要性や重要性が
児童生徒の保護者のみならず，児童生徒自身の意識
を変えていった成果と推察される。
また，食物アレルギー，偏食，肥満等の個々の児

図２ 朝食の摂取と学力調査の平均正答率との関係（平成２４年版食育白書）

図３ 朝食の摂取と体力合計点との関係（平成２４年版食育白書）
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5.学校給食における取り組み

童生徒が抱える問題に対しては，保護者からの申し
出，健康診断，聞き取り調査等を十分活用し，養護
教諭，学級担任，栄養教諭，学校歯科医等が連携し
ながら，保護者を交えて児童生徒の食生活に関して
きめ細かな対応がなされている。
特にアレルギーについては，食物アレルギーを持
つ児童生徒に対して『食に関する指導の手引』『学
校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ
ン』の配布等を通じて，保護者や主治医と十分な連
携を図りつつ，可能な限り個々の状況に応じた対応
がなされている。

平成２０年６月の学校給食法の改正においては，学
校給食の目標について食育推進の観点からの見直し
が行われ，学校給食が学校教育の一環であるという
従来から持つ意義がより明確になった。併せて，必
要な栄養量をはじめ学校給食を適切に実施するため
の「学校給食実施基準」や，適切な衛生管理を図る
ための「学校給食衛生管理基準」が法律上に位置づ
けられた。学校給食の実施状況としては，平成２２年
５月現在，全小学校数の９９．２％，全中学校の８５．４％
で行われている（平成２２年度文部科学省「学校給食
実施状況調査」）。こうして学校給食は，食育の観点
を踏まえて栄養バランスのとれた豊かな食事を子ど
もに提供することにより，児童生徒の健康の保持増
進，体力の向上が図られている。
学校における食育を担う中心職種として栄養教諭
が新たに導入され，学校における食に関する指導内
容が充実したといえよう。学校における栄養教諭
（学校栄養職員）の最近の食に関する取り組みを知
る機会を得たので紹介する。
『「生きる力」をはぐくむ食育の推進と学校給食の
充実』を主題として第６４回学校給食研究協議大会が
平成２５年１０月に開催された５）。この大会の全体会の
実践発表では「健やかな心と身体をつくる食育の推
進」のタイトルで，児童生徒を主体とした保護者・
地域とともに育む実践が発表され，教育委員会と
小・中学校が密に連携した食育の取り組みが紹介さ
れた。全体会および以下に紹介する分科会ともに，
多職種が連携することによって食育の取り組みに広

がりができ，児童生徒の興味と自主的なかかわりを
引き出す実践が提示されており，新しい学習指導要
領に則った学校における「食」の取り組みの今後の
方向性を明確に意識できるものであった。分科会で
発表された具体的な取り組みのいくつかを紹介しな
がら，学校における「食」に関する指導内容の最前
線を紹介してみたい。

・学校給食を活用した家庭への食育の普及を目標
に，家庭や地域と連携した食育をめざした三重県
鈴鹿市立玉垣小学校栄養教諭の向出克江先生の発
表「家庭が主体となって取り組む基本的生活習慣
の定着・望ましい食習慣の形成―自立した生活に
向けて―」では，各学年に食育の目標を設定して
実践するのに加えて，保護者に食生活や健康につ
いて考えてもらうきっかけ作りや直接保護者と話
し合える機会作りを目的に養護教諭と連携し，学
期末の個人相談日と２月の人権フェスティバルに
来校した保護者とその児童を対象に，食事バラン
スガイドを使った食事チェックやカミカミ度
チェックなどの資料配布や少食・偏食などの相談
に応じる機会を設け，予想以上の成果が挙げられ
ていた。
・小学校・中学校における食に関する指導では，大
阪府和泉市立池上小学校栄養教諭の角谷富美子先
生の「自ら考え，進んで健康づくりに取り組む児
童・生徒の育成をめざして～小・中連携食育推進
プログラムを中心に～」では，生活習慣の改善や
「食」の自立を目指すための手立てとする「小・
中連携食育プログラム」を作成して，９年間を見
通した食育を展開していた。
・特別支援学校の学校給食の在り方については，
「一人ひとりの食べる機能に応じた食形態の確立
とキャリア教育を視点とした食育の実践を通した
特別支援学校教諭の役割」（神奈川県立武山養護
学校栄養教諭 服部和美先生）の発表があり，摂
食・嚥下機能に障害のある児童生徒に対して，医
療機関との連携を通した，食べる機能に応じた食
形態の確立や学級担任，作業療法士，言語聴覚士
との問題点の共有や安全な給食の実現などについ
ての取り組みがなされていた。
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6.よく噛んで美味しく食べる食育 7.よく噛む指導にあたって

8.学校における五感に気付く食育

学校給食における食育の取り組みだけでなく関連
教科においても，小・中・高の別を問わず学校での
食に関する指導内容として，“よく噛んで食べる”
ことを指導している学校は多い。食育基本法が出さ
れる以前から歯科保健領域では保健指導の一環とし
てなされてきていた“よく噛んで食べる”指導は，
厚生労働省が平成２１年７月に「歯科保健と食育の在
り方に関する検討会報告書」において「歯・口の健
康と食育―噛ミング３０（カミングサンマル）を目指
して」を提示し，その後の平成２３年に内閣府から発
出された第２次食育推進基本計画における目標の一
つに掲げられたことによって，学校における食に関
する指導において大きな広がりがみられるように
なった。
第２次食育推進基本計画における食育の推進の目
標に関する事項の「食育の推進に当たっての目標」
として，「よく噛んで味わって食べるなどの食べ方
に関心のある国民の割合の増加」という「食べ方」
に関する目標値が新たに位置付けられた。その内容
には，『国民が健やかで豊かな生活を過ごすには，
十分な口腔機能の発達，維持が必要であり，身体の
栄養のみならず味わいや心のくつろぎにつながる食
べ方に関心を持ってもらうことが重要である。この
ため，よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関
心のある国民の割合の増加を目標とする。具体的に
は，平成２２年度に７０．２％（食べ方に関心のある国民
の割合）となっている割合について２７年度までに
８０％以上にすることを目指す』，と記されている。
また，地域における食育の推進として掲げている
「歯科保健活動における食育推進」においては，『地
域における食育を推進するための一助として，より
健康な生活を目指すという観点から，ひとくち３０回
以上噛むことを目標とした「噛ミング３０（カミング
サンマル）」を目指して，小児期から高齢期まで各
ライフステージに応じた食べ方の支援や食品の物性
に応じた窒息などの予防を含めた食べ方の支援な
ど，歯科保健分野からの食育を推進する』，と噛む
ことを通した食育が提示されている６）。

学校の場で，給食指導や関連教科において，「よ
く噛む」という言葉が使われることは多いが，よく
噛むとはどのような状態かを考えてみたい。噛むと
は，食物をすりつぶしながら唾液と混和することで
ある。単に潰すことではなく唾液とよく混ぜること
が大切である。よく噛むことによってヒトは身体と
心に十分な栄養を摂り込むことができる。
食物の美味しさは，食物を口中で噛んだ時に生じ
る味，香り，食感（舌ざわり，歯ざわり，噛みごた
え），温度などの複合された感覚が，大脳皮質前頭
前野や扁桃体に送られて，過去の食体験の記憶とも
照合され，総合的に判断して感じられる。その情報
が脳の視床下部に送られると，副交感神経の活動を
引き起こすとともに，オレキシンという脳内物質が
分泌されて，摂食行動が促され，胃腸での消化活動
が活発になる。また視床下部の弓状核に送られる
と，β‐エンドルフィンという脳内麻薬としても知
られる脳内物質が，脳内報酬系に送られドーパミン
が放出される。
「美味しい」という実感があった時に放出される

β‐エンドルフィンは強い鎮痛作用のほかに，至福
感，そして依存性などの麻薬の作用があり，また，
精神的高揚や免疫力を強化したり，自己治癒力を高
める作用もある。ドーパミンは美味しさそのものの
認知というよりは，その美味しいものをもっと食べ
たいという意欲に関係する物質で，前向きのやる気
を引き起こす作用がある。オレキシンは摂食中枢に
発現する摂食を促す物質で，胃腸での消化機能を活
発にするほか，もやもやした頭をすっきりさせ覚醒
状態にする働きがあるといわれている。このような
最近の脳科学７，８）が明らかにしてきた美味しさを感じ
ながら食べたときに脳や身体に起こることを考える
と，脳内に様々な脳内物質が放出され，その作用に
よって身体と心が生き生きとよみがえるといえる。

食事をする際には，まず見て楽しみ，香りを味わ
い，陶器や漆器などを唇に触れ，それから噛んで味
わい，噛みごたえのある物性の食べ物を咀嚼する音
を楽しむことができる。そのすべての情報が脳に送
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9.おわりに

られ，食べ物の美味しさが総合的に判断される９）。
ヒトにとって快感に通じる美味しいものとは，エ
ネルギーのもととなる甘味（糖の味）であり，身体
の構成に必要なタンパク質のもとであるうま味（グ
ルタミン酸の味）であり，身体の働きにとって必要
なミネラルのもとである塩味（塩化ナトリウムの
味）である。私たちは食物から種々の物質を純粋な
化学物質の単品としてではなく，混合物として摂取
している。味覚を脳に伝えるのは，舌やのどの粘膜
に広く分布する味蕾（みらい）である。特に両側の
奥歯のすぐ横の葉状乳頭にある筋状の溝の奥にある
味蕾は，奥歯で食べ物を噛むことで溝が開き，唾液
と食べ物が混ざって，溝の奥までしみ込むことで味
を感じるようになっている。したがって「味わい」
のメカニズムを有効に働かせるためには，しっかり
噛んで，味覚と嗅覚を充分に働かせる必要がある。

学校における食に関する指導において，学校歯科
医はこのような“よく噛んで食べる”食べ方を中心
に担当し，食育を主体とした食にかかわる指導の広

がりの中で，口の健康を保ち，しっかり噛んで，美
味しいものを美味しく，自制心を持って賢く適量と
ることの指導を推進して，歯と口の健康を通して児
童生徒に「生きる力」を育み，これらの指導によっ
て児童生徒一人ひとりの生涯における健康の礎にな
るものと確信している。

参考文献
１）内閣府：第２次食育推進基本計画，２０１１．
２）文部科学省：食に関する指導の手引，２０１０．
３）文部科学省：栄養教諭による食に関する指導実践事
例集，２００９．
４）文部科学省：食生活学習教材「食生活を考えよう」，
２００９．
５）文部科学省（三重県）：第６４回全国学校給食研究協
議大会抄録集，２０１３．
６）内閣府：平成２４年版食育白書，２０１２．
７）山本 隆：「おいしい」となぜ食べすぎるのか，PHP
研究所，２００４．
８）阿部啓子他：食と味覚，ネスレ栄養科学会議監修，
建帛社，２００８．
９）武井啓一：いま味覚（五感）教育が必要なわけ－五
感磨き（五感の知識・意識とトレーニング）のすす
め－，うま味研究会誌，２０１３．
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1.はじめに

2.学習過程の工夫

本校は今年度，開校８８周年を迎えた。学区域には
目黒川が流れ，正門に続くかむろ坂は，品川百景の
一つで，春には素晴らしい桜並木が学校を包む。児
童数は１４７名，全６学級の小規模校である。
平成１７年に食育基本法が，平成１８年に食育推進基
本計画が制定され，学校において，食に関する指導
は，給食の時間をはじめとする特別活動，各教科，
道徳，総合的な学習の時間といった学校教育活動全
体の中で体系的，継続的に行われるものとなった。
平成２０年３月，小学校の学習指導要領の改訂が行
われた。総則では次のように食育を規定している。

学校における体育・健康に関する指導は，児童
の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を
通じて適切に行うものとする。
特に，学校における食育の推進並びに体力の向
上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健
康の保持増進に関する指導については，体育科の
時間はもとより，家庭科，特別活動などにおい
てもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努め
ることとする。 （下線は筆者による）

品川区は学校栄養職員が２校に１名の配置となっ
ており，本校には在籍していない。よって本校で
は，養護教諭が食育リーダーとなり，健康教育とし
て食育を推進している。
そこで，本校における食育の実際を「学習過程の
工夫」「指導内容の工夫」「家庭との連携」の三つの
視点から述べる。

学校における食育は，「子どもが食に関する正し
い知識を身に付け，自らの食生活を考え，望ましい
食習慣を実践することができること」〔「平成２５年度
版食育白書」（内閣府）より〕を目指している。食
に関する指導は，学校給食を活用しつつ，給食の時
間はもとより各教科や総合的な学習の時間等におい
て，学年別に計画的・体系的に指導することが大切
である。
教育計画の中に，「食に関する指導の全体計画」
（図１），「健康教育年間計画」（図２）の主となる
計画の他，「給食の時程と指導内容」，「給食当番の
身じたくチェック」，「給食の準備」，「給食のあと片
付け」，「牛乳パックの片付け方」，「食物アレルギー

学校現場の立場から
～健康教育として進める食育～

足助麻理 東京都品川区立第四日野小学校 主幹養護教諭

要約 本校は，東京都品川区にあり，児童数１４７名全６学級の小学校である。養護教諭が
食育リーダーとなり，健康教育として食育を進めている。ここでは，「学習過程の工夫」「指
導内容の工夫」「家庭との連携」の三つの視点から述べる。
【学習過程の工夫】「食に関する指導の全体計画」「健康教育年間計画」を年度当初に全教職
員で共通理解してすすめる。
【指導内容の工夫】①教材の提示，②実験，③実習（調理実習），④観察，⑤ブレインス
トーミング，⑥ワークショップ，⑦食育出前授業の活用など様々な工夫をこらし，子どもの
興味・関心をひきつける授業を行っている。
【家庭との連携】子どもに望ましい食習慣を身に付けさせるためには，保護者の食育への関
心を高め，家庭との連携を図ることが大変重要である。『食育だより』の発行，家庭での実
践の宿題，学校保健委員会でのグループディスカッションなどを行っている。
栄養教諭，学校栄養職員のいない学校の食育推進の立役者は養護教諭であると思う。

特集② 新学習指導要領における食育への取り組み【学校現場の立場から】
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3.指導内容の工夫

対応」といった細かな指導資料も，絵入りでわかり
やすい資料にして，年度当初の職員会議で共通理解
を図り，どのクラスも共通した食に関する指導がで
きるようにしている。
定期健康診断のある４・５月には指導時間をあま
り入れていない。２年生「歯みがき名人になろう」
は，６月４日の『むし歯予防デー』に合わせて，４
年生「健康の達人になろう～かむことの大切さ～」
は，１１月８日の『いい歯の日』に合わせて行うな
ど，指導時期を考慮している。

養護教諭が学級に入って指導する機会は年に何度
もあるわけではないため，伝えたいことがたくさん
ありすぎて，知識伝達型になりやすい。子どもが主
体的に活動できるよう，指導内容を工夫している。
どのような工夫をしているかを具体的に述べたい。

① 教材の提示
春夏秋冬の四季ごとに行う，２年生の「季節の野

菜となかよくなろう」では，毎回，旬の野菜あてク
イズをしている。夏野菜はたくさんあるので，クイ
ズ以外にも野菜の名前をあげていくと，図３の写真
のように，黒板いっぱいに夏野菜が並んだ。
冬の野菜『大根』の種類について話をした際に
は，『世界一大きな桜島大根』（図４）や『世界一長
い守口大根』（図５）の実物を取り寄せたこともあ
る。「百聞は一見にしかず」ではないが，実物を目
の前にしたときの子どもの反応は絶大である。

図３ さまざまな夏野菜

図１ 食に関する指導の全体計画 図２ 健康教育年間計画
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秋の野菜『さつまいも』は，食物繊維がたくさん
入っていて排泄がしやすくなるという話をする際に
は，『食育エプロン 何でも食べる元気なまあちゃ
ん』〔㈱メイト製〕を使って，小腸がとても長いこ
とを説明した（図６）。子どもたちは，５メートル
も伸びた小腸の長さに驚いていた。
うんちの種類を示すのに，洋式トイレの便座カ
バーを開けるような提示をしたことで（図７），子
どもたちは「どんなうんちがでてくるのだろう」と
興味津々で黒板を見入っていた。
教材の提示の仕方ひとつで授業ががらりと変わ
る。「どんな教材を使おうか」，「どのように授業を
盛り上げようか」，「どうしたら子どもの理解につな
がるだろうか」と考えるのがとても楽しい。

② 体験
２年生の「季節の野菜となかよくなろう」では，
授業のはじめに，春はグリンピース，夏はとうもろ

こし，秋はさつまいも，冬は大根などのさやむきや
皮むきを行っている。さやむきや皮むきした野菜が
その日の給食に出る。普段はきらいだと食べない野
菜も，自分で皮むきしたものは食べるようになる。
また，家庭の食事の準備の際に，「ピーラーで皮む
きをする」（図８）というお手伝いもできるように

図４ 桜島大根を持つ子どもたち 図５ 守口大根と多種類の大根

図６ 小腸の長さを示すエプロン 図７ 洋式トイレ型の提示例（黒板）

図８ ピーラーで皮むきをする児童
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なる。

③ 実験
興味・関心を高める手段として用いられる実験。
前任校で行った６年生「おやつについて考えよう」
では，よく飲む清涼飲料水にどのくらいの砂糖が
入っているか，糖度計を使って調べた（図９）。こ
の結果を実際の砂糖の分量にしてみると，驚くほど
多くの砂糖が清涼飲料水に入っていることがわかっ
た。

④ 実習（調理実習）
前任校で行った５年生「はなまる朝ごはんでパ
ワーアップ」では，ごはんのほかに，冷蔵庫に入っ
ていそうな豆腐，卵，ウインナー，キャベツ，にん
じん，たまねぎを自由に使って朝ごはんを作る調理
実習を行った（図１０）。同じ食材でもグループで
まったくちがった朝ごはんができた。
その調理実習を参考に，今度は休日の朝ごはんを
自分で作り，家族に食べてもらった。「とてもおい
しかった。またつくってもらいたい」という家族の
感想に，再度挑戦した子どももいた。

⑤ 観察
「季節の野菜となかよくなろう」では春，夏，冬
に旬の野菜の観察をしている。春はそらまめ，グリ
ンピース，さやえんどうのさやと実の比較，夏はと
うもろこしの木一本にどのようにとうもろこしが育
つか，冬はいろいろな大根の観察（大根は２００種類
以上ある）。子どもたちは違いや特徴を捉えて観察

し，描いていた（図１２の食育だより参照）。
本校には屋上菜園があり，夏にはトマトやなす，
きゅうり，オクラ，モロッコいんげんなど数種類の
野菜が実る（図１１）。屋上菜園の維持は『ガーデン
マスター』という地域の方が行ってくれている。子
どもたちは実っている実物を観察し，一人一さや収
穫したモロッコいんげんを家に持ち帰って食べた。

⑥ ブレインストーミング
４年生「食事の作法」では，ブレインストーミン
グ（ある課題について思いついた意見や考えを幅広
く上げて確認するためのグループ活動）を行い，「食
事のマナーやいけない箸の使い方」をふだんの生活
を振り返りながらグループごとに意見を出し合っ
た。
この手法は，①漠然とした考えを言葉にすること
で，考えをまとめていく，②他の人が何を考えてい
るのか（自分と共通する点，違う点）が見えてく

図９ 糖度計を使った実験 図１０ 朝ごはんを作る調理実習

図１１ 屋上菜園の様子
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る，③自分の先入観や情報の片寄り，情報不足に気
づく，④思いもかけなかった新しいアイデアを見い
だすことができるなどの効果がある。
表１が子どもたちから出た意見だが，個人で考え
たり，意見を発表させたりするだけではこれだけの
意見は出てこない。
さまざまな意見が出るような際に用いたい手法で
ある。

⑦ ワークショップ
４年生「健康の達人になろう～かむことの大切さ
～」では，かむとからだにいいこと，『ひみこのは
がいーぜ』について学習したあと（図１３），よくか
むためには食事の時，どうしたらよいかを考えた。
「一口３０回以上かむ」「味わって食べる」「牛乳で流
し込まない」「奥歯でよくかむ」などが出た。その
中から一つ選び，それを『かみかみプラン』とし
て，５日間，給食で実行した。
また，それと同時に給食の食材のかみごたえを記
録していった。１週間後，その記録をもとに，グ
ループで話し合いながら，かみごたえ表を作り，気

表１ 食事のマナーに関する児童の意見

食事のマナー

・「いただきます」「ごちそうさま」をいう ・好きき
らいをしない ・残さず食べる ・きれいに食べる
・おちゃわんをもって食べる ・ひじをついて食べな
い ・ひざを立てない ・テレビを見ないで食べる
・ごはんで遊ばない ・手で食べない（パンなど以
外）・食器を乱暴に扱わない ・お茶碗に左手をそえ
る ・ちゃわんをきちんともつ ・食べるときに本を
読まない ・時間内にごはんを食べる（だらだら食べ
ない） ・食事中にトイレにいかない ・食事中に席
を立たない ・食べものを口に入れたまま歩かない
・食事中に大きな声を出さない ・食事中に歌わない
・かんだものを人に見せない ・くちゃくちゃさせな
い ・口にものが入っているときにしゃべらない

いけない箸の使い方

・犬食いはしない ・箸で皿をならさない ・箸をな
めない ・箸をばってんにしない ・箸と箸で食べ物
をもらうのはだめ ・箸はにぎらない ・箸を人にむ
けない

図１２
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付いたことを書き加えるというワークを行った（図
１４）。「同じにんじんでもスープに入っていたものよ
り，ふきよせごはんに入っていたものの方がかた
かった」など調理の仕方によってかみごたえが変わ
ることや「小松菜やセロリ，チンゲン菜は，葉より
も茎の方がかみごたえがあった」など同じ食材でも
場所によってかみごたえが違うことにも気付いてい
た。給食はバランスがとれ，旬のものが入り，みんな

同じ食材を食べている，まさに生きた教材といえる。
さらに理解を深めるため，『かみかみプラン 家
庭編』を宿題として出し，「食育だより」で家庭の
協力を呼びかけた（図１５）。

⑧ 食育出前授業の活用
６年生「味覚について考えよう」では，味の素株
式会社の「味覚教室」の出前授業を活用した。うま

図１３ ひみこのはがいーぜ 図１４ グループで「かみごたえ表」を作成

図１５
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4.家庭との連携

味について学習できたこともさながら，かつおぶし
削り体験ができたことは有意義だった（図１６）。
３年生「野菜博士になろう」では，ファイブ・
ア・デー協会が行っている「スーパーマーケットツ
アー」に参加した。実際にスーパーに行き，７００円
以内で①緑の野菜，②外側と内側の色がちがう野
菜，③実を食べる野菜，④根を食べる野菜をそれぞ
れ１種類ずつ，班で相談して買い物するという「買

い物ゲーム」は，社会科でスーパーについて学習す
ることとリンクできてよかった。

子どもに望ましい食習慣を身に付けさせるために
は，保護者の食育への関心を高め，家庭との連携を
図ることが大変重要である。
そこで筆者は，授業後に必ず「食育だより」で学
習した内容や様子を伝えるとともに，家庭で実践し
てくる宿題を出しており，宿題の成果をまとめて，
共有することもある（図１７）。
また，給食試食会と学校保健委員会を合同開催
し，一昨年度は「最近気になる子どもの食」をテー
マ，昨年度は「学校給食」をテーマにグループディ
スカッションを行った。食の話題は大変身近なもの
なので，会話もはずみ，学校医を交えながら活発な
意見交換ができ，好評だった。
また，学校保健委員会に出られなかった保護者に
も，その内容が伝わるような「ほけんだより」を発
行した（図１８）。

図１６ かつおぶし削り体験

図１７
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5.おわりに

食育の推進が望まれている昨今，栄養教諭や学校
栄養職員が配置されていない学校での食育推進の立
役者は養護教諭だと思う。
子どもは学級担任以外の先生が行う授業に対して
「今日はどんな学習をするのだろう」と，わくわく
している。これは食育に限らず，保健学習や保健指
導も同様であると思う。
また，養護教諭は全校の子どもの実態を学校の中
で一番よく知っている。その実態をもとに授業の組
み立てを考えられる。

食べることは生きることであり，生きる力を培う
根本である。子どもたちが「食べる」ことの大切さ
を考え，実践力を培うことで，自らの力で健康な生
活を送ることができるよう，今後も養護教諭の専門
性をいかし，家庭と連携を図りながら，健康教育の
一環としての食育を推進していきたいと思う。

参考文献
１）文部科学省：小学校学習指導要領，２００８．
２）社団法人日本学校歯科医会：学校給食の舞台に踏み
出す新しい一歩，２０１１．
３）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康づくり，２０１１．

図１８



１．はじめに

会員の皆様におかれましては，日頃より日本学校
歯科医会の会務運営にご理解とご協力を賜り，厚く
御礼申し上げます。
さて，学校歯科医生涯研修制度が平成２１年３月に
開催された第７３回総会において「㈳日本学校歯科医
会 学校歯科医生涯研修制度」（以下，「生涯研修制
度」とする。）として発足してから，約４年が経過
しました。平成２５年１０月末現在，日学歯が発行した
基礎研修修了証は約１９，０００枚に達しており，複数回
基礎研修を受講された方を含めると基礎研修受講者
数は２０，０００名を突破しています。各加盟団体の努力
の賜と敬意を表します。

２．生涯研修制度の流れ

生涯研修制度の流れを紐解くと，平成１１年に日本
医師会の学校保健委員会で「学校医の認定制」が検
討されたのを受けて，日学歯にも「学校歯科医の専
門性等検討特別委員会」が設置されたのが始まりの
ようです。その後平成１３年から１６年にかけて特別委
員会，理事会の勉強会などで議論され，平成１７年制
度第三委員会で具体化が模索され始めました。会員
や加盟団体にアンケート調査を実施し，新任研修の
充実と節目研修の必要性が答申に盛り込まれていま
す。平成１９年には「学校歯科医研修制度検討特別委
員会」が設置され，具体的な研修制度の構築や研修
内容について検討されました。また，日本医師会で
はこの年に学校保健委員会から「認定学校医制度」
「指定学校医制度」についての答申がなされていま
す。
この日医の動きも勘案しながら平成２０年２月の加
盟団体長会，３月の第７１回総会，そして６月の第７２
回総会の協議題として検討されました。この時の加
盟団体長の意見調査結果では，生涯研修には全員か
ら賛同をいただきましたが，認定制については賛否
の意見が大きく分かれていました。こうした議論を
受けて，平成２２年に前述した「㈳日本学校歯科医会
学校歯科医生涯研修制度」が発足した訳です。
当初は全国の加盟団体にどの程度研修を実施して
いただけるのか危ぶまれる声もあったそうですが，
ふたを開けてみたら，制度発足から２年で全加盟団

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

学学校校歯歯科科医医
生生涯涯研研修修制制度度
ににつついいてて
―専門研修始動から１年―

執行部の立場から

㈳日本学校歯科医会 副会長

齊藤 愛夫
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体での研修開催が達成されるという好発進でした。
全国の会員の学校歯科に対する情熱を執行部もひし
ひしと感じていたと思います。

３．専門研修の始まり

発足当初は「基礎研修」だけで，その後の高度な
研修については基礎研修の状況を見ながら検討して
いくことにしていましたが，予想以上の順調な滑り
出しのため，予定を早めて高度な研修についての検
討がなされ始めました。そして平成２５年３月の第８１
回総会において生涯研修制度の規則改正が承認さ
れ，本年度より研修の種別に「専門研修」が加わり
ました。

４．生涯研修制度の目的

生涯研修制度の目的は「全ての学校歯科医が歯科
医師としての専門性を活かしながら，教育者として
の資質を備え，積極的に学校歯科保健活動を推進
し，生涯にわたってその資質の維持と向上を図り幼
児，児童生徒の歯・口腔の健康の増進に貢献するこ
とを目的とする。」と生涯研修制度規則の第一条に
あるとおりです。基礎研修の目的は『学校歯科医が
その職務を行う上での基礎となる「学校保健の概
念」「保健教育」「保健管理」「組織活動」に関する
基礎的事項を習得する』となっていますが，専門研
修の目的は『基礎研修受講修了者が「保健教育」「保
健管理」「組織活動」についての理解を更に深める
とともに，学校歯科保健にかかわる今日的課題を理
解し，自身の実践活動をより充実させ，学校歯科保
健の指導者的役割を担いながら地域における学校歯
科保健活動をより充実させ，また円滑に行うことが
できるような資質を備えること。』と多岐にわたっ
ています。子どもを取り巻く社会情勢は予想を超え
る勢いで変化しており，私たちも関連する法律や規
則の改正といった文部科学省等の動向に注意を払っ
ています。
そうした新しい情報の提供と適切な対応のため，
基礎研修はほぼ５年に一回全学校歯科医に受講して
いただき，新たな内容を積み重ねることで生涯にわ
たる研修を継続していただくわけです。これに対
し，専門研修は，基礎研修修了後，もう少し研鑽を

積みたいと希望する個人の自己研鑽のための研修で
あります。

５．今後について

さて，生涯研修制度の今後についてですが，ここ
数年のうちに健康診断の在り方の変更や，それに
伴った文部科学省の指導書（健康診断マニュアル）
の改訂等がありそうです。基礎研修はそうした情勢
の変化に伴って基礎研修テキストをバージョンアッ
プし，新しい情報と対応をお伝えしていきたいと考
えています。
課題の一つとして，加盟団体から出される最近の
基礎研修の申請を審査していると，全国一律の内容
から逸脱したり，定められた時間数に満たない研修
内容であったりするものが散見されます。そうした
申請に対しては加盟団体に事情を説明し，規則・細
則に沿うよう修正していただいています。厳しいよ
うですが，将来的にも全国一律のレベルを保った研
修制度であるために，規則・細則の遵守をお願いい
たします。専門研修については，ワークショップ形
式主体で内容の密度が濃いため，受講者数が限定さ
れます。実際に仙台で行われた「保健教育」も，熊
本で行われた「保健管理」も定員をオーバーする申
し込みがあり，受講できない会員がおられました。
また，地域の指導者養成のための専門研修や受講者
数の増加等の要望の声も聞きます。私たちもそうし
た要望に応えるように制度の在り方を検討するつも
りですが，まず本年度，３領域の研修を実施した結
果を評価して今後の改善につなげていきたいと考え
ています。

６．おわりに

生涯研修制度は日学歯が推進する主要な柱の一つ
です。将来を見据えて「社会から信頼される学校歯
科医」を育成し幼児児童生徒の健康に資するとい
う，日学歯の使命を達成するための制度ですので，
今後さらに改善を重ね，より良い制度を構築してい
きたいと考えています。どうか主旨をご理解いただ
き，ご協力をお願いするとともに，忌憚のないご意
見をいただきますよう再度お願いいたしまして生涯
研修制度に関する執行部の考えとしたいと思います。

日学歯広場 執行部の立場から
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１．はじめに

会員の皆さまには，日頃より日学歯の学校歯科医
生涯研修制度運営に深いご理解とご協力を賜り厚く
御礼申し上げます。また，本年度より始まりました
「専門研修」につきましても，自己研鑽の場である
ことを深くご理解いただき積極的なご参加をいただ
いておりますこと，この場をお借りして改めて感謝
申し上げます。ここでは今期一年企画運営しており
ます「平成２５年度 学校歯科医生涯研修制度 専門研
修」について，そのねらい，カリキュラムまた今後
の課題など実施状況を踏まえて報告させていただき
ます。

２．「専門研修」のねらいと目的

日学歯の主催する学校歯科医生涯研修制度「専門
研修」は日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度
規則および施行細則に則って運営されています（図
１）。その目的は，学校歯科医が自己研鑽として基

礎研修で習得した「保健教育」「保健管理」「組織活
動」についての理解を更に深め（図２），学校歯科
保健にかかわる今日的課題を理解し，自身の実践活
動をより充実させるとともに，地域における学校歯
科保健推進の指導者的役割を担いながら学校歯科保
健をより活性化させ，また円滑に行うことができる
ようにすることです。その目的が達成されるよう，
今年度は研修内容に対する達成目標への理解を深め
るための講義と学校での学校歯科医として実践活動
に役立つノウハウを獲得するためのワークショップ
形式を取り入れた方式で企画しました。
例えば，「保健教育」では，
１）興味・関心（健康課題に気付くとともに，興
味・関心をもつ）
２）知識・理解（健康についての知識を身に付け，
理解する）
３）思考力・判断力（健康課題をよりよく理解する
ために考え，判断できる）
４）意思決定・行動（健康課題を解決するため，意
思決定をし，行動できる）
５）認識（健康の価値を認識する）
６）評価（１～５について自分自身で評価できる）
を目標に，子どもの発達段階に応じて身につけさせ
ることをねらいとしてフィッシュボーンを活用し，
楽しく学べる場を設定しました。
また「保健管理」では，今日の子どもたちの健康
にとって重要課題である歯列・咬合・顎関節に関す
る発達段階の問題に対する歯科健康診断後の事後措
置として，「だれに（養護教諭・保護者・生徒），い
つ，どのような健康相談・個別指導を行うか」など
実践活動に結び付くことを主目的として，健康診断
におけるスクリーニングの key をワークショップ
を通じて学ぶ場としました。
どの領域の専門研修でも，受講者の資質の高さと
意識の高さには脱帽し，改めて本事業の意義を深く
感じ，この事業をますます発展継続していくことの
必要性を担当役員として感じております。

３．今後の課題

「専門研修」が開始して一年満たない今，今後の

にち がく し ひろ ば

今号のテーマ

学学校校歯歯科科医医生生涯涯研研修修
制制度度ににつついいてて

―専門研修始動から１年―

日 学 歯 広 場

担当役員の立場から

㈳日本学校歯科医会 常務理事
（生涯研修制度運営委員会担当）

竹内 純子
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課題を論じるのはいささか性急ではありますが，実
施状況を踏まえて今まで見えてきた課題を少し報告
させていただきます。

⑴ 受講資格・実施方法について
基礎研修会を修了し，かつ修了後４年（年度）以
内の本会会員が専門研修の受講資格を有します（但
し，平成２４年度までに基礎研修を修了したすべての
本会正会員は，暫定期間として平成２８年度まで専門
研修の受講が可能）。また，受講申し込みはそれぞ
れの領域ごとに申し込み書に記載の上，個人が郵送
にて日学歯事務局に申し込み期間内に申し込むこと
とあります。今回この申し込み方法について周知徹
底していなかったためか，多少の混乱があったこと，
また加盟団体単位で受講者の把握ができないことも
問題点としてあげられています。申し込み期間の設
定上，１ヵ月前の受講票の発行が困難であったこと
も改善しなければいけない点としてあげられます。
なお，ワークショップの質を担保するために，６０
名という先着順定員制を遵守しました。そのため
に，残念ながら受講のお断りをした会員の先生方も
少なからずいたことは，多くの先生に受講の機会を
設定できないという大きな問題点を抱えています。
また，先着順というということで，受講者数の地域
格差が生じやすいことも問題です。

⑵ 研修内容について
各領域の「専門研修」で受講者にアンケートをと
り，今後の制度の成熟運営に向けてご意見をうか

がっています。詳細は集計後報告いたしますが，参
加受講者の共通要望として，「全体の研修会におい
て時間設定が短い」こと，特に「ワークショップに
ついてはもう少し時間的に余裕を持って企画運営し
てほしい」との声があげられています。

⑶ 開催場所について
開催場所については，今期は「保健教育」が宮城
県，「保健管理」が熊本県，「組織活動」が東京都の
各会場において行われました。全国学校歯科保健研
究大会の開催場所での開催については，概ね「参加
しやすい」などの意見が多い半面，他会場について
は全国から均一に参加しやすい場として，東京開催
などの要望もあり，今後多くの方に参加いただくた
めの開催場所を決定していく上で考慮していかなけ
ればならないと感じております。

４．おわりに

「社会から信頼される学校歯科医」を育成し，幼
児・児童生徒の生涯の健康づくりを担うため，「学
校歯科医生涯研修制度」をより充実させ発展させて
いくにはまだまだ多くの課題を抱えております。走
りながらの制度運営で，様々な方々のご協力とご理
解によって成り立っております。今後もより一層の
ご理解とご協力をお願いするとともに，発展熟成へ
向けてのご意見をいただけますようお願い申し上げ
ます。今後の改善発展に向けて尽力いたします。

図１ 制度の全体像 図２ 専門研修における研修内容

日学歯広場 担当役員の立場から
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第１章 総則
（目的）
第１条 この規則は，日本学校歯科医会（以下「本会」と

いう）定款第４条ならびに第５条の規定に基づきこ
れを定め，全ての学校歯科医が歯科医師としての専
門性を活かしながら教育者としての資質を備え，積
極的に学校歯科保健活動を推進し，生涯にわたって
その資質の維持と向上を図り幼児，児童生徒の歯・
口腔の健康増進に貢献することを目的とする。

第２章 事業
第２条 前条の目的を達成するために本会は，「日本学校

歯科医会学校歯科医生涯研修制度」（以下，学校歯
科医生涯研修制度という）を設け，この制度の実施
に必要な事業を行う。

（事業の施行）
第３条 この事業の施行については，別に定める日本学校

歯科医会学校歯科医生涯研修制度施行細則（以下，
施行細則という）によるものとする。

（委員会の設置）
第４条 本会は，学校歯科医生涯研修制度運営の機関とし

て学校歯科医生涯研修制度運営委員会（以下「委員
会」という）を設置する。

２ 委員会の運営については，定款施行細則第２０条，
第２１条，第２２条，第２３条，第２４条，第２５条，第２６
条，第２７条，第２８条，第２９条を準用する。

（委員会の業務）
第５条 委員会は，次の業務を行う。
一 研修の内容及び制度の検討
二 加盟団体が申請する研修の内容審査
三 施行細則に定める必要な事項
四 その他，本制度運営に関する事項

（研修の種別）
第６条 本制度の研修の種別は次の通りとする。
一 基礎研修

二 専門研修

第３章 基礎研修
（目的）
第７条 この研修は，学校歯科医がその職務を行ううえで

の基礎となる「学校保健の概念」「保健教育」「保健
管理」「組織活動」に関する基礎的事項を習得する
ことを目的とする。

（実施主体）
第８条 この研修の実施主体は本会およびその加盟団体と

する。

（受講資格）
第９条 この研修の受講には次のいずれかの資格を要す

る。
一 本会正会員
二 加盟団体が推薦する者
三 本会理事会で承認を得た者

（修了証の交付と有効期間）
第１０条 基礎研修を修了した者には，本会より基礎研修修

了証を交付する。
２ 基礎研修修了証の有効期間は，受講を修了した翌
年度から７年間とする。

（研修の実施要領）
第１１条 この研修の実施要領は，施行細則に定める。

第４章 専門研修
（目的）
第１２条 この研修は，基礎研修受講修了者が「保健教育」

「保健管理」「組織活動」についての理解を更に深
めるとともに，学校歯科保健にかかわる今日的課題
を理解し，自身の実践活動をより充実させるととも
に，学校歯科保健の指導者的役割を担いながら地域
における学校歯科保健活動をより充実させ，また円
滑に行うことができるような資質を備えることを目
的とする。

日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度規則

資 料
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日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度施行細則

（実施主体）
第１３条 この研修の実施主体は本会とする。

（受講資格）
第１４条 この研修の受講には次の資格を要する。
一 基礎研修の課程を修了した本会正会員
二 基礎研修の課程修了から４年以内であること

（暫定期間）
第１５条 この研修の受講にあたり，本会正会員で平成２４年

度末までの基礎研修修了者は専門研修の受講資格を
有するものとみなす。

（専門研修領域別受講修了証ならびに生涯研修登録学校歯
科医証の交付）
第１６条 専門研修の受講修了にあたっては，受講を修了し

た領域ごとに専門研修領域別受講修了証を本会より
交付する。
２ 基礎研修受講修了より４年以内に専門研修の全て
の領域を修了した者には，本会より生涯研修登録学
校歯科医証を交付する。
３ 生涯研修登録学校歯科医証の有効期間は７年とす
る。
４ 生涯研修登録学校歯科医証の更新は，基礎研修を
更新していることならびに生涯研修登録学校歯科医
証の有効期間満了から遡り４年以内に専門研修の全
ての領域を受講することとする。

（研修の実施要領）
第１７条 この研修の実施要領は，施行細則に定める。

第５章 携帯用生涯研修登録学校歯科医証
（申請）
第１８条 生涯研修登録学校歯科医証の交付を受けた本会正

会員は「携帯用生涯研修登録学校歯科医証」の交付
を本会に申請することができる。

（申請料）
第１９条 本会は「携帯用生涯研修登録学校歯科医証」の交

付申請にあたり申請料を徴収することができる。な
お，申請料は生涯研修制度運営委員会の審議を経て
理事会の議決をもって決定する。

第６章 補則
（規則の改廃）
第２０条 この規則の改廃には理事会の議を経て，総会の議

決を得なければならない。

附則
１．この規則は，平成２１年４月１日より施行する。
２．この規則は，平成２５年４月１日より施行する。

第１条 日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度規則
（以下，規則という）の施行にあたり，同規則に定
められている事項以外は，次の各条に従うものとす
る。

第２条 規則第７条に規定する基礎研修の実施要領は，以
下のものとする。

１ 基礎研修は，日本学校歯科医会もしくはその加盟団
体が実施主体となり開催することとする。なお，加盟
団体が実施主体となり，当該団体の郡市区歯科医師会

もしくは学校歯科医会が開催することを妨げない。

２ 基礎研修は以下の四つの研修項目を必須とし，日本
学校歯科医会が配布する基礎研修会テキストに基づく
内容とする。なお，実施団体の判断によりこれ以外の
研修項目を加えることができる。
一 学校歯科保健概論
二 学校歯科保健における保健教育
三 学校歯科保健における保健管理
四 学校歯科保健における組織活動

日学歯広場 資料
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３ 四つの研修必須項目の研修時間は，３時間以上とし，
各項目は概ね以下の時間配分により実施するものとす
る。また，研修は実施団体の実状に応じて複数日に分
割して行うことができる。
一 学校歯科保健概論 ３０分
二 学校歯科保健における保健教育 ６０分
三 学校歯科保健における保健管理 ６０分
四 学校歯科保健における組織活動 ３０分

４ 基礎研修の講師は，別に定める要件を満たす者とし，
原則として実施団体関係者もしくは加盟団体が認める
教育行政機関関係者などが務めることとする。但し，
特段の事由により実施団体は日本学校歯科医会にその
役員等を講師として派遣することを申請できるものと
する。日本学校歯科医会役員等が講師となる場合，そ
の派遣にかかわる費用は日本学校歯科医会では負担し
ない。

５ 基礎研修は，日本学校歯科医会が作成，配布する基
礎研修会テキストを資料とし，同じく配布する講師用
パワーポイントを使用し講義する。

６ 加盟団体が実施主体となる場合は，その研修会を日
本学校歯科医会に申請し，生涯研修制度運営委員会の
審査を経て，理事会承認を得ることを必要とする。

７ 基礎研修の受講資格において「加盟団体が推薦する
者」には，学校教職員等歯科医師以外の者も含む。

８ 受講者の募集，開催案内等の文書発送ならびに研修
会の運営は実施団体で行う。

９ 実施主体となる加盟団体は，開催一ヶ月前までに日
本学校歯科医会へ所定の様式（様式１）にて研修会開
催の申請を行い，承認を得た研修会について，開催１４
日前までに所定の様式（様式２）にて研修会受講者予
定者名簿を日本学校歯科医会へ電子媒体にて提出す
る。なお，受講予定者名簿の提出後に受講者の追加が
あった場合は，研修会終了後に受講修了者名簿（様式
５）にて本会へ提出することとする。

１０ 日本学校歯科医会が実施する基礎研修の受講者募集
は，日本学校歯科医会が直接，もしくは加盟団体を通
じて行うものとし，参加案内等の文書発送ならびにそ
の他の運営は，日本学校歯科医会が行う。

１１ 日本学校歯科医会は，講師用パワーポイントならび
に提出された受講者予定者名簿に基づく人数分の基礎

研修会テキストを開催前に実施団体へ送付する。

１２ 日本学校歯科医会は，必須研修項目全ての受講を修
了した歯科医師ならびに学校歯科医の職にある者に
は，「基礎研修修了証」（様式３ならびに様式３－２）
を交付するものとする。なお，実施団体が加盟団体の
場合，修了証は日本学校歯科医会と実施加盟団体名を
併記したものとし，受講予定者名簿に基づいて事前に
日本学校歯科医会が作成のうえ，日本学校歯科医会会
長印を捺印後，開催前に実施団体へ送付し，加盟団体
が当該会長印を捺印し交付することとする。
なお，交付にあたって実施団体は途中退席者，欠席
者を十分に確認し，研修会終了後に交付するよう配慮
することとする。分割受講となった者については，四
つの必須研修項目全ての受講修了後に修了証を交付す
るものとする。

１３ 途中退席者，欠席者の修了証は残部テキストととも
に，研修会終了後に日本学校歯科医会へ返却すること
とする。

１４ 「基礎研修修了証」は学校歯科医もしくは歯科医師
の受講者に対し一枚を交付する。但し，基礎研修を更
新するために有効期間満了から遡り４年以内に受講し
た場合は再度修了証を交付する。

１５ 実施団体は研修終了後，所定の様式（様式４）にて
研修会実施報告書ならびに欠席者，分割受講者，追加
受講者を記した受講修了者名簿（様式５）を日本学校
歯科医会へ提出する。

１６ 日本学校歯科医会は，受講修了者本人の了承に基づ
き，その氏名，所属都道府県ならびに郡市区名を当該
年度末に日本学校歯科医会のホームページ等で公開す
る。なお，受講修了者は当該年度を超えてもその氏名
等の公開や中止を加盟団体を通じて日本学校歯科医会
へ申し出ることができるものとする。

１７ 日本学校歯科医会は，基礎研修開催に掛かる費用に
ついて，基礎研修の有効期間である７年に一回に限り
実施主体である加盟団体に補助金を交付するものと
し，その費用の額は理事会で決定する。

１８ 前項の補助金は研修会終了後，当該年度内に交付す
るものとする。

第３条 規則第１３条に規定する専門研修の実施要領は，以
下のものとする。

56



１ 専門研修は，日本学校歯科医会が実施主体となり開
催することとする。

２ 専門研修は以下の三つの領域を研修項目とし，領域
ごとに毎年度一回研修を実施する。なお，日本学校歯
科医会は必要に応じ，研修項目を追加することができ
る。
一 保健教育
二 保健管理
三 組織活動

３ 専門研修の各領域の実質研修時間は，それぞれ３時
間以上とし，研修内容と方法，講師，テキスト等資料
は生涯研修制度運営委員会で検討し日本学校歯科医会
が定める。

４ 受講者の募集，開催案内等の文書発送ならびに研修
会の運営は日本学校歯科医会が行う。

５ 日本学校歯科医会は専門研修の各領域の研修内容，
開催日程，開催場所，受講募集期間等必要な事項をあ
らかじめ広報紙ならびにホームページ等適宜の方法に
て公表する。

６ 日本学校歯科医会は専門研修の研修形式等を考慮
し，領域ごとに受講人数に制限を設けることができ
る。なお，制限を設けた場合は適宜の方法により受講
を受け付けることとし，受講申し込みの結果を速やか
に受講希望者に直接通知することとする。

７ 専門研修の受講を希望したものは，日本学校歯科医
会が定める受講申込書にて直接，日本学校歯科医会へ
申し込む。

８ 日本学校歯科医会は各領域の研修ごとにそれぞれ開
催１ヶ月前までに受講希望者に受講証を発送する。

９ 日本学校歯科医会は受講を希望した者に対して必要
に応じ研修の資料等を事前に送付することができる。

１０ 日本学校歯科医会は受講にあたっての交通費，宿泊
費等の費用は負担しない。

１１ この研修の受講費用は￥３，０００とし，受講者は研修
会開催前に日本学校歯科医会の案内に従い納付するこ
ととする。なお，受講者の都合で受講ができない場
合，費用は返金しないものとする。

第４条 この細則を改正する場合は，委員会の議を経て，
本会理事会の承認を得なければならない。

附則
１．この細則は平成２１年４月１日より施行する。
２．この細則は平成２１年４月９日より施行する。
３．この細則は平成２２年４月１日より施行する。
４．この細則は平成２５年４月１日より施行する。

基礎研修講師の要件

学校歯科医生涯研修制度における基礎研修（規則第７条）における講師の要件（施行細則第２条４項）
は，以下のいずれかを備えた者とする。

・日本学校歯科医会もしくは加盟団体が実施する学校歯科医基礎研修を受講し，修了証の交付を受けた者
で，学校歯科医として５年以上の経験を有する日本学校歯科医会正会員。
・歯科医師を養成する医育機関または学校保健教育関連大学において学校歯科保健関連教科を担当する者
もしくは担当していた者で，日本学校歯科医会または加盟団体が実施する学校歯科医基礎研修を受講し
たことのある者，もしくは日本学校歯科医会が認めた者。
・国または都道府県および市区町村の教育委員会等教育行政機関または教育機関に勤務する者，もしくは
勤務していた者で日本学校歯科医会または加盟団体が認めた者。

◎本会ホームページ（http : //www.nichigakushi.or.jp/）の「学校歯科医生涯研修制度」
のページもあわせてご参照ください。

日学歯広場 資料

57日本学校歯科医会会誌 115号

日学歯広場



平成２５年度

最優秀賞

ぼくは，よくお兄ちゃんとおふろ
で，はみがきをします。
この絵は，はみがきしている手をか

くのがむずかしかったです。それと，
おふろのおゆの色をつくるのがむずか
しかったです。色をいろいろまぜてた
めしてみました。できあがった絵は，
紙いっぱいにかけたし，おふろに入っ
ているかんじがよくかけたと思いま
す。
また，はのポスターをかきたいで

す。

家族のことば
母・前田千鶴代さん

今回このような大きな賞を頂けると聞いて，

驚きと共に大変光栄に思っております。

歯のポスターを描くと決めてから，兄弟二人

で構図やアイデアをたくさん楽しそうに出し

合っていました。その中から，よく歯みがきを

するお風呂場に場所を決めたようです。

いつも一緒にお風呂に入って，体も歯もさっ

ぱりピカピカ‼にします。歯をきれいにみがく

ことで，お口の中のさっぱり感を体で感じてほ

しいと思っています。歯が汚れたら気持ち悪い

なあと感じてもらえるようにできるだけ仕上げ

みがきをしています。

賞を頂いたことで，ますます歯に関心を持っ

てくれることと思っています。ありがとうござ

いました。

指導者のことば
加古川市立八幡小学校 高尾あゆみ教諭

この作品を見た時，前田くんの日常の姿が目

に浮かび，ほほえましく感じました。お兄ちゃ

んと二人でお風呂に入って歯をみがく習慣の中

に，家族のあたたかさと子育ての丁寧さをとて

も感じます。また，色づかいの中にも，前田く

んの素直さと真面目さが表れています。それは

日頃の様子からも感じることであり，その力が

この賞へと結びついたのだと思います。

今後も彼の素直な思いを存分に絵に表現して

欲しいと思います。

小学校低学年の部

兵庫県 加古川市立八幡小学校 ２年 前田知志さん
文部科学大臣賞
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平成２５年度

最優秀賞

この度は，最優秀賞というすばらし
い賞をいただき，本当に嬉しく思いま
す。
僕は小学校６年生から美術教室に通

わせてもらいましたが，受験を控えて
いるということもあり，今回の賞を区
切りに，やめさせていただくことにな
りました。このポスターは人々の口の
中を「さわやか」にしたいという気持
ちで描きました。この作品は今までの
作品の中で最高の仕上がりになったと
思います。ここまでこれたのは美術教
室の先生，学校の先生，美術教室に通
わせてくれた親のおかげです。今まで
支えてくれた人達に感謝したいです。

家族のことば
母・野村多恵子さん

この度の受賞にあたり，日頃から，ご指導い
ただいた先生方に感謝の気持ちでいっぱいで
す。本当にありがとうございました。
小さい頃からおとなしくて，心配になること
もありましたが，絵を描くことを通じて，伸び
伸びと自己を表現している息子を見ると，母親
として，喜びを感じています。
小学５年生の時から歯の矯正をしていました
が，ようやく最終治療になりました。この頃
は，以前と比べ，格段に美しく整った歯をのぞ
かせて，笑顔を見せています。
作品では，大きな口を開けて青空が笑ってい
ます。絵を描くことで見つけた自己表現の喜
び，健康な白い歯を見せて笑うことのできる幸
せが，自然とあふれ出たのではないかと思いま
す。

指導者のことば
三島市立中郷西中学校 前田麻紀子教諭

この度，野村隼英君の最優秀賞の受賞を聞
き，一人の美術教員としてとてもうれしく思っ
ています。
野村君は，授業の課題においても，こだわり
をもちながら取り組んでいます。作業もとても
丁寧で，着実に作品を作り上げていく印象があ
ります。
今回のポスター作品を見た時も，丁寧な作り
に好感がもてました。そしてなにより，野村君
らしい個性のある魅力的なポスターだなと思い
ました。
この作品はクラスの鑑賞の授業でも，「イン
パクトがあって面白いね」や「立体的に見える
からすごい」など，たくさんのクラスメイトか
ら感想をもらっています。
今後も野村君には自分の幅を広げていってほ
しいです。

中学校の部

静岡県 三島市立中郷西中学校 ３年 野村隼英さん
文部科学大臣賞

受賞にあたり
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優良校表彰

61日本学校歯科医会会誌 115号

第５２回（平成２５年度）全日本学校歯科保健優良校表彰 被表彰校一覧

＊表彰種別，都道府県順

奨 励 賞
地 区 名 学 校 名 地 区 名 学 校 名 地 区 名 学 校 名

青 森 県 学校法人一弘学園 弘前みなみ幼稚園 愛 知 県 豊田市立寿恵野小学校 茨 城 県 北茨城市立磯原中学校
山 形 県 学校法人菅藤学園 南山形幼稚園 愛 知 県 豊田市立中山小学校 栃 木 県 大田原市立金田南中学校
千 葉 県 大網木の花幼稚園 愛 知 県 東浦町立片葩小学校 栃 木 県 那須町立那須中学校
山 梨 県 学校法人川口学園 竜王幼稚園 名古屋市 名古屋市立瀬古小学校 千 葉 県 八千代市立萱田中学校
愛 知 県 学校法人まふみ学園 まふみ幼稚園 名古屋市 名古屋市立瑞穂小学校 埼 玉 県 加須市立加須平成中学校
大 阪 府 寝屋川市立神田幼稚園 名古屋市 名古屋市立自由ケ丘小学校 埼 玉 県 宮代町立百間中学校
北 海 道 登別市立登別小学校 岐 阜 県 岐阜市立七郷小学校 東 京 都 足立区立第一中学校
札 幌 市 札幌市立新琴似北小学校 石 川 県 小松市立稚松小学校 東 京 都 多摩市立多摩中学校
青 森 県 八戸市立明治小学校 福 井 県 越前市武生西小学校 山 梨 県 南アルプス市立白根巨摩中学校
青 森 県 三沢市立三川目小学校 富 山 県 氷見市立十二町小学校 新 潟 県 魚沼市立広神中学校
岩 手 県 宮古市立田老第一小学校 和歌山県 海南市立南野上小学校 名古屋市 名古屋市立川名中学校
宮 城 県 仙台市立枡江小学校 和歌山県 和歌山市立大新小学校 岐 阜 県 山県市立高富中学校
山 形 県 東根市立小田島小学校 奈 良 県 宇陀市立室生西小学校 石 川 県 小松市立国府中学校
福 島 県 白河市立信夫第二小学校 京 都 府 綾部市立東八田小学校 福 井 県 南越前町立今庄中学校
福 島 県 西郷村立米小学校 京 都 府 京都市立二条城北小学校 滋 賀 県 草津市立老上中学校
茨 城 県 稲敷市立太田小学校 京 都 府 福知山市立三岳小学校 大 阪 府 和泉市立北池田中学校
茨 城 県 五霞町立五霞西小学校 大 阪 府 和泉市立南横山小学校 兵 庫 県 伊丹市立北中学校
茨 城 県 ひたちなか市立前渡小学校 大 阪 府 東大阪市立縄手南小学校 兵 庫 県 宍粟市立千種中学校
栃 木 県 宇都宮市立清原南小学校 大 阪 市 大阪市立中浜小学校 岡 山 県 岡山県立倉敷天城中学校
栃 木 県 下野市立祇園小学校 兵 庫 県 川西市立桜が丘小学校 鹿児島県 出水市立野田中学校
群 馬 県 高崎市立北小学校 広 島 県 呉市立天応小学校 岩 手 県 岩手県立福岡高等学校
千 葉 県 柏市立十余二小学校 山 口 県 岩国市立麻里布小学校 群 馬 県 群馬県立前橋高等学校
千 葉 県 習志野市立大久保小学校 香 川 県 綾川町立陶小学校 新 潟 県 新潟県立上越総合技術高等学校
埼 玉 県 鴻巣市立赤見台第一小学校 香 川 県 東かがわ市立三本松小学校 大 阪 府 大阪府立泉尾高等学校
埼 玉 県 さいたま市立仲本小学校 愛 媛 県 宇和島市立南部小学校 宮 城 県 宮城県立光明支援学校
東 京 都 豊島区立要小学校 福 岡 県 大牟田市立上内小学校 千 葉 県 船橋市立船橋特別支援学校
神奈川県 横浜市立新鶴見小学校 福 岡 県 那珂川町立南畑小学校 東 京 都 東京都立八王子東特別支援学校
神奈川県 横浜市立中尾小学校 大 分 県 竹田市立城原小学校 長 野 県 花田養護学校
神奈川県 横浜市立豊岡小学校 熊 本 県 益城町立益城中央小学校 静 岡 県 静岡県立清水特別支援学校
神奈川県 横浜市立下野谷小学校 宮 崎 県 川南町立東小学校 福 井 県 福井県立嶺南東特別支援学校
神奈川県 横浜市立鉄小学校 宮 崎 県 宮崎市立浦之名小学校 滋 賀 県 滋賀大学教育学部附属特別支援学校
新 潟 県 上越市立大手町小学校 鹿児島県 指宿市立今和泉小学校 大 阪 市 大阪市立光陽特別支援学校
静 岡 県 伊豆の国市立長岡北小学校 北 海 道 札幌市立定山渓中学校 岡 山 県 岡山県立岡山聾学校
静 岡 県 浜松市立舞阪小学校 岩 手 県 一戸町立一戸中学校 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島養護学校
静 岡 県 牧之原市立相良小学校 宮 城 県 気仙沼市立唐桑中学校
愛 知 県 稲沢市立片原一色小学校 山 形 県 大江町立大江中学校

日本歯科医師会会長賞
地 区 名 学 校 名

宮 城 県 宮城教育大学附属幼稚園
札 幌 市 札幌市立定山渓小学校
群 馬 県 太田市立世良田小学校
兵 庫 県 加西市立北条小学校
岡 山 県 瀬戸内市立牛窓西小学校
和歌山県 和歌山県立桐蔭中学校
愛 媛 県 松山市立高浜中学校
鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校
大 阪 府 大阪府立たまがわ高等支援学校
山 口 県 山口県立防府総合支援学校

日本学校歯科医会会長賞
地 区 名 学 校 名

滋 賀 県 竜王町立竜王幼稚園
東 京 都 台東区立東浅草小学校
長 野 県 駒ヶ根市立赤穂南小学校
岐 阜 県 御嵩町立上之郷小学校
群 馬 県 高崎市立箕郷中学校
大 阪 市 大阪市立城東中学校
山 口 県 山口県立山口高等学校
福 島 県 福島県立盲学校

優秀賞（文部科学大臣賞）
地 区 名 学 校 名

大 阪 市 大阪市立海老江西幼稚園

埼 玉 県 川口市立並木小学校

岐 阜 県 岐阜市立木之本小学校

熊 本 県 熊本市立城東小学校

長 野 県 岡谷市立岡谷南部中学校

東 京 都 東京都立赤羽商業高等学校

香 川 県 香川県立聾学校
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１．地域の特性と幼児の特性
本園は，大阪市西部に位置する福島区にあり，す
ぐそばに淀川が流れ，交通網も整備され非常に交通
の便の良い場所にある。子どもたちは落ち着いてい
て，素直で明るく，人懐こい。小学校併設園のた
め，幼小連携が活発で，小学生との交流活動を年間
通して行っている。ふれあい行事などを通じ，地域
の方とも積極的に交流している。

２．歯科保健の目標
「歯を大切にしよう」を目標に，歯科健康診断を
年２回行い，歯の年間計画（５期）を立て，ねらい
に基づき保健指導を行っている。むし歯にならない
ために必要なことや，食育を通じて食への関心が深
まるよう，子どもへの指導，保護者には啓発活動に
努めている。

３．歯科保健活動
◎子どもへの保健指導
・視聴覚教材を使用した歯みがき指導（随時）
・ブラッシング指導（随時）

◎保護者への啓発活動
・保護者会で，仕上げみがきの必要性を視聴覚
教材を使って知らせる。
・お弁当作りの留意点や献立レシピを掲示する。

４．歯科保健管理
・園歯科医による年２回の歯科健康診断（５月・
１１月）：健康診断結果を健康手帳で知らせ，む
し歯保有者には治療勧告書（受診のすすめ）を
翌日渡す。
・歯科衛生士専門学校生による，歯垢染め出しと
ブラッシング指導。
・歯のたより・年間を通じての歯みがきカレン
ダー・ほけんだよりで保護者への啓発，連携を
図る。

５．園歯科医との連携
・子どもの歯の実態把握と要治療者の個人指導。
・口腔のけが等，電話による助言・受診後治療
等。
・保護者からの口腔に関する質問・相談にのる。

６．保護者との連携
・歯の啓発活動後，アンケート結果から子どもの
家庭での実態を把握し，質問や相談にのる。
・長期休み中の歯みがきカレンダーの保護者のコ
メント欄を見て，教師からのコメントを記入す
る。

７．地域（学校）との連携
◎栄養教諭による食育指導
・紙芝居を使用した食育指導
・保護者と５歳児への視聴覚教材を使用した給
食指導
・１年生の給食参観・子どもの給食体験

８．成果と課題
成 果
歯垢染め出し等の保健指導や，歯のみがき方表
を配布し，家庭でも園と同様，食後の歯みがきの
習慣化と丁寧なブラッシングの必要性を常時知ら
せた。そのことで，歯科保健の関心が高まり，む
し歯なし９２％という良い結果につながった。
課 題
① みがき残しのないブラッシング
② 好き嫌いなくなんでも食べる
以上の２点を中心に，歯科保健指導をより充実
させ，推進していきたい。

大阪府 大阪市立海老江西幼稚園
〒５５３－０００１ 大阪府大阪市福島区海老江８－１－２８
電 話 ０６－６４５１－１５０４
Ｆ Ａ Ｘ ０６－６４５２－５６１８

園 長 松本 幸子

養護教諭 尾﨑 一美

園歯科医 村川 昇
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川口市は埼玉県の南端に位置し，荒川を隔てて東
京に接している。本校は，児童数６４０名・２０学級の
規模である。昭和２９年に開校し，今年度創立６０周年
を迎える。昭和５７年に川口市教育委員会より「体力
つくり」の研究を委嘱されて以来，３０年にわたり，
子どもたちの体力向上や健康増進にかかわる研究を
継続的に進めている。地域・保護者・教職員が一体
となり，児童の成長をしっかりと促す学校として高
い評価を各方面からいただいている。

１．学校教育目標ならびに学校歯科保健の位置づけ
⑴ 本校の教育目標
知・徳・体の調和のとれた心豊かなたくましい
児童の育成
校 訓 健康 勤勉 敬愛

⑵ 本校の学校保健目標
「進んで，自らの健康課題に気づき，解決・実
践できる子の育成」とし，全職員が全教科を通し
て健康教育を根幹とした学校教育活動を展開して
いる。
⑶ 本校の学校歯科保健の目標
「学校・家庭・地域が一体となった
歯科保健活動」
具体的実践を推進するに当たり，重点・努力点
を「指導計画の改善」「学校・家庭・地域が一体
となった取組の推進」「授業や実践内容の研究」
の３点に絞るとともに，数値目標として「DMF
歯数０．１０本以下」「むし歯治療率１００％の維持」を
あげている。

２．本校の学校歯科保健活動の状況
⑴ 学校歯科医の指導と連携の充実
① 年３回の歯科健康診断の充実（定期１回・臨
時２回）
② 健康診断時の個別指導（ブラッシング指導）
③ 学級活動におけるゲストティーチャーとして
担任との連携・指導
１年「歯みがきをしよう」（保護者も参加）
３年「むし歯になりにくいおやつと歯みがき」
４年「たくさんかんで じょうぶな体をつくろう」
④ 歯科講話（就学児，１年保護者対象・教職員
対象）

⑤ 学校保健委員会での指導・助言
⑵ 学校・家庭・地域との連携
① 年３回のけんこう会議（学校保健委員会）
１学期：歯科保健・新体力テスト結果の報告
２学期：食に関する課題
３学期：生活習慣に関する課題（地域学校保健

委員会の実施）
② よりよい生活習慣の定着を図ることを目的と
した本校独自の「なみきっ子ノート」の活用。
歯肉チェックやカラーテスターの結果も記入す
る欄がある。
③ PTA保健部作成の「けんこうつくりカー
ド」の記録。長期休業中の早寝・早起き・毎日
運動・１日３食・１日３回歯みがきなどの点検
の記録である。結果の集計・報告・家庭ででき
ることを「けんこう会議」で呼びかける。

⑶ その他の歯科保健活動
① 「３３０５」の歯みがきタイム～午後の授業は歯
みがきから～
１日３回・食後３０分・５分間の歯みがきを奨
励している。音楽に合わせ，全校一斉に学級担
任と一緒に取り組んでいる。歯ブラシは保管庫
にて保管し，毎週金曜日に健康委員会児童が毛
先の状況を点検し，持ち帰らせ，交換するよう
にしている。
② ブラッシング指導の充実～年３回のカラーテ
スターの実施と個別指導～
③ 教員の研修の取り組み～歯科保健への意識の
向上～
歯科講話や学校保健委員会での学校歯科医の
指導。保健学習の授業研究会の実施。歯科健康
診断時の担任の積極的なかかわり等。

３．成果と課題
具体的な数値として，この５年間処置率９８％以上
を維持しており，ここ３年間は家庭の協力もあり処
置率１００％を維持している。DMF歯数は０．１０本を
維持している。さらに，歯肉炎の予防やポイントを
絞ったブラッシング指導の充実も図り，学校・家
庭・地域が一体となった歯科保健活動の推進に努め
ていく。

埼玉県 川口市立並木小学校
〒３３２－００３４ 埼玉県川口市並木１－２４－１
電 話 ０４８－２５２－５４０７
Ｆ Ａ Ｘ ０４８－２５４－２２８８

校 長 山口 和伸
養護教諭 西浦 弥生
保健主事 井田恵理子
学校歯科医 鹿島 健司 佐藤 学
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清流の国岐阜県は，日本の真ん中に位置してい
る。岐阜市は，鵜飼で有名な長良川の流れる美しい
街であり，松尾芭蕉も「おもしろうて やがてかな
しき 鵜舟哉」と詠んでいる。
本校は，児童数２３９名，１１学級の中規模校である。
学校の教育目標「進んでやる子」の一つの柱であ
る「じょうぶな子」は，「一人の命を失わない」
「どの子の心や体も大切にする」を念頭に，歯科保
健活動を中心にして，児童の規則正しい生活習慣の
定着に取り組んでいる。また，教育活動の中に，歯
科保健が定着するよう取り組んでいる。

１．学校の教育目標
「進んでやる子・よく考える子・思いやりのある
子・じょうぶな子」を目指して，学習に，挨拶に，
健康に，運動などに，子どもたちは，毎日生き生き
と活動をしている。

２．健康教育の重点
「基本的生活習慣づくりをするとともに，食生活
と歯の健康に関心をもち，自ら健康な生活ができる
力を育成する」という考えをもとに，「早ね 早起
き 朝ごはん そして歯みがき」をがんばり目標に
して，全校で取り組んでいる。

３．歯科保健でめざす子どもの姿
・自分の歯や口の様子，食生活の様子から，自分
の歯や口の健康に関心がもてる子（低学年）
・歯や口の健康と食生活を関連づけ，自分の問題
として捉え，問題解決に意欲的に取り組む子（中
学年）
・歯や口の健康問題を自分の健康全般に関わる問
題として捉えることができ，よりよい生活習慣
に改善できる子（高学年）

４．歯科の健康に関する教育課程
給食後の歯みがきを，時程に５分間組み入れ，音
楽やDVDを使用して教室で実践している。水曜日
は，全員でフッ化物洗口，６年生は，隔週金曜日に
デンタルフロスを使用している。
歯科保健指導においては，６月は，発達段階に応
じて，学校歯科医が中心になって技術面を指導して

いる。１１月は，学級担任が中心になって知識面を指
導している。
児童の保健体育委員会では，歯科健康診断で「歯
肉炎が多い」という結果を受け，全校の課題として
歯肉炎の多さを伝え，自分たちにできることを伝え
た。歯肉炎予防のために「歯みがき教室」「教室訪
問」等で歯科活動をしている。

５．P－D－C－A機能を生かした歯科指導
Plan めざす児童の姿を明確にし，就学児～１
年生には，アプローチ・スタートカリキュラム
を導入している。
Do 児童一人ひとりがめあてをもって，学習し
たことを生かして，本校独自の「３周みがき」
を毎食後にしている。
Check 歯科健康診断の結果を知り，自分の口
の中の状態を，「歯医者さんのアドバイスカー
ド」で確認する。
Action 歯科健康診断直後，学校歯科医から指
摘を受けた部分を歯科衛生士から個別指導を受
ける。後日，C・CO・GOなどの児童は，養護
教諭からも個別指導を受ける。
５年生を対象とした，学校歯科医による「健
康相談」を実施し，本校の課題である「歯肉炎
予防」に力を入れている。また，毎食後と寝る
前の歯みがきや４年生までの仕上げみがきを家
庭と連携をして進めている。
Plan さらに，来年度への課題解決に向けての
計画を，学校保健安全委員会を中心に考案して
いる。

６．成果と課題
・アプローチカリキュラムやスタートカリキュラ
ムを作成したことで幼稚園，保育園と小学校と
の連携が明確化し，スムーズな学校生活ができ
るようになっている。
・学校歯科医による健康相談が定着し，５・６年
生のワンタフトブラシ，６年生のデンタルフロ
スが習慣化してきた。
・自ら判断し行動できる「自律的健康管理」がで
きるように，家庭・学校歯科医と連携し，職員
全員で児童を育てたい。

岐阜県 岐阜市立木之本小学校
〒５００－８８６７ 岐阜県岐阜市木ノ本町１－１８
電 話 ０５８－２５１－０６２９
Ｆ Ａ Ｘ ０５８－２５１－０７１２

校 長 西脇 康雄

保健主事・養護教諭 黒木 伸子

学校歯科医 荒井 孝仁
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本校は，創立１３５年目を迎える９学級２０６人の小規
模校である。
平成２４年に政令市となり７３万人の人口を有する熊
本市のほぼ中央に位置し，校区内には勇壮な熊本城
をはじめ，市役所や美術館，さらに県下最大の繁華
街やデパートがあり，文化・経済・交通などの中心
地となっている。
昭和４４年に制定した「まごころ五ヶ条」①いのち
を大切にするこども ②よく学び，よく遊ぶこども
③しごとに打ちこみ，やりぬくこども ④きまりよ
く実行するこども ⑤国とみんなにつくすこどもを
校訓とし，徳・知・体の調和的発展に努めている。

１．健康教育の位置づけ
健康教育目標を「豊かな心と健やかな体を育てる
ために，学校の教育活動全体を通じて計画的に指導
し，さらに家庭・地域社会との連携を保ちながら健
康的な生活を送る実践力を育成する」と設定し，約
５０年にわたり，常に教育活動の基盤に健康教育を置
き，取り組んできている。ヘルスプロモーションの
考え方を重視し，児童が自らの健康や体力について
の課題に気付き，生涯にわたって心と体の健康をめ
ざしていく資質や能力を高めることができるような
健康教育を推進している。

２．学校歯科保健の目標
○歯・口の健康の保持増進のため，自らすすんで
取り組む児童の育成

○「食習慣」「運動習慣」「生活習慣」の視点から，
歯・口の健康を考え，自らの課題を見付けて，
主体的に生活改善できる児童の育成

３．心と体の健康をめざす歯科保健の取り組み
⑴ 全校歯みがき
昭和３８年から始まる。毎給食後にみがき方を示
したVTRを放映し，全校一斉に歯みがきに取り
組んでいる。
⑵ 年２回の歯科健康診断と学校歯科医による健康
相談
定期歯科健康診断の他，２学期にも歯科健康診
断を実施し，一人ひとりに応じた健康相談を行っ
ている。特に６年生の希望者に対しては，学校歯
科医の厚意により口腔レントゲンを撮影していた
だき，よりきめ細かな健康相談に生かしている。
⑶ 児童保健委員会による歯科保健活動
① 「歯みがきツアー」
５・６年の保健委員は健康づくりのリーダー
として，全学級への歯みがき指導を行ってい
る。また，この機会を捉えGOや CO等の該当
児童に対して養護教諭による個別指導も行う。

② 「保健集会」
歯科健康診断結果を基に作成した「むし歯地
図」を提示し，本校の歯・口の健康状態，むし
歯になりやすい所やその理由等を全児童で考
え，自分の歯や口，ひいては体全体の健康づく
りへの意欲を高めている。

⑷ 学級活動における歯科指導
位相差顕微鏡や自作教材を活用し，全学年にお
いて，児童の発達段階に応じたTTによる指導を
実施している。また，混合歯列期である低学年に
おいては，専門学校の協力を得て，学生がマン
ツーマンで児童の指導にあたり，一人ひとりの歯
並びや萌出状況に応じた個別指導を行っている。
⑸ 家庭との連携・協力
歯・口の健康づくりは，学校での指導と相まっ
て家庭での実践が定着することにより効果が上が
ることから，啓発に努めている。
① １年生における「歯の授業参観＋親子給食＋
親子歯みがき」（６月 歯と口の健康月間）
② 「親子はりきり表」「健康カレンダー」「親子
染め出し・歯みがき大作戦」（長期休業中）

⑹ 年３回のすこやかサミット（学校保健委員会）
保護者や関係機関等と健康課題解決に向けた協
議を行う会を年１回，総合的な学習の時間に取り
組む課題追究とリンクさせた，児童参加型の会を
年２回実施している。「かむことと健康」など歯
や口に関する課題を設定し，グループで創意工夫
しながら課題解決に取り組む姿もみられる。学校
歯科医はもとより，熊本市中央区役所や８０２０健康
推進委員など専門的立場からの助言や協力も得
て，地域ぐるみの効果的な実践活動の場となって
いる。

４．成果と課題
自分の歯（体）の変化や成長を実感するととも
に，歯や口の健康を保持増進しようとする意欲や態
度，習慣が向上し，昨年度GO・CO・歯垢付着該
当児童の７７％に改善がみられた。また，う歯なし
５２．２％，６年児童のDF歯数０．３本と，口腔の健康
状態はよい傾向を継続して保つことができている。
GO・CO該当児童については，ある程度改善が
みられるものの，新たな該当者が出てきており，今
年度のGO３．０％，CO１９．９％は全国平均を上回って
いる。また，全校歯みがきなど，半ば形式化しがち
な取り組みを見直し，なぜやるのか分かって実践で
きる学習の工夫，「続けてよかった」などという成
功体験を得られる場の設定等を通して，自律的な
歯・口の健康づくりに取り組むことができる児童を
めざしたい。

熊本県 熊本市立城東小学校
〒８６０－０００１ 熊本県熊本市中央区千葉城町５－１
電 話 ０９６－３５６－０７５９
Ｆ Ａ Ｘ ０９６－３１２－１５９０

校 長 松田正二郎
養護教諭 桑田奈津子
保健主事 徳丸 誠
学校歯科医 五島 嘉人
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本校は，長野県の中央にある諏訪湖に面し，天竜
川の源である釜口水門も間近にある。また，東には
八ヶ岳連峰を望む風光明媚な地に位置する。昭和３６
年，旧岡谷南部中学校と湊中学校とが統合されてか
ら５２年が経過した。現在生徒数２２８名，市内の中学
校では最小規模校である。
学校教育目標「ひとりひとりが誠実を貫く」を掲
げ，日々の無言清掃を始め，諏訪湖清掃，親子共同
作業などの環境美化や地域のもの・こと・人から学
ぶ体験活動を重視している。また，「場を浄め」「時
を守り」「礼を正す」を日常の合言葉として勉学や
部活動に熱心に取り組んでいる。

１．学校経営と学校保健活動の方針
⑴ 学校の教育目標
ひとりひとりが誠実を貫く

⑵ 目指す生徒像
自ら動く生徒，自己を見つめ友と関わり成長す
る生徒
○場を清め（磨き合う）：無言清掃
○時を守り（支え合う）：時間厳守
○礼を正す（響き合う）：挨拶・歌声

⑶ 学校保健全般の位置づけ
学校教育目標の具現に向け，健康教育を重要な
柱の一つに据えている。その中で「歯・口の健康
づくり」を本校の学校保健の中核に位置づけ全職
員で取り組んでいる。
⑷ 学校歯科保健の目標
自分の歯と口の健康に関心を持ち，自分の健康
づくりのための習慣や態度を身につける。

２．実践・継続を目指した「指導」
【集団指導】
⑴ 学校歯科医，歯科衛生士による歯科保健指導
・１年「大臼歯のう歯予防」
・２年「歯周病予防」
・３年「歯のエキスパートとなり自立するために」
⑵ 栄養士による食の指導
・カミカミメニュー，希望献立，給食だより
⑶ 保健給食委員会活動
・手と歯の健康づくり週間中の劇，クイズの発表
・歯みがきクラスマッチ

・歯と口に関するアンケート調査
・歯ブラシチェック
【個別指導】
⑴ ３年間の口の中の健康状態の変化が見える個別
の歯科健康手帳の活用（３年間の口腔内写真添付）
⑵ 歯科健康診断時，学校歯科医による生徒への口
腔内の状態の指導
⑶ 個別懇談会時に行う保護者と生徒への個別指導
（１２月）
⑷ CO，GOを保有している生徒，歯垢等の付着
している生徒への個別のブラッシング指導
⑸ 未受診者への指導

３．保健教育充実のための「管理」
⑴ 健康診断前の歯や口に関する自己観察の記録
⑵ 年２回の歯科健康診断
⑶ 生活習慣病検診
⑷ 保護者・生徒への健康診断結果の通知および受
診勧告（受診のすすめ）
⑸ 健康および安全な生活環境の整備

４．家庭・地域等との連携
⑴ PTA（厚生委員会）と連携した生活アンケー
トを毎年実施。それを元に学校保健委員会で基本
的生活習慣の向上に向け協議
⑵ PTA（厚生委員会）が中心となり，給食試食
会を年１回開催
⑶ 実践に向け，意識を高めるためのほけんだより
の発行
⑷ 生徒が地域と関わる場として，保育園の園児に
歯のことや歯みがきについて教える場を企画
⑸ 歯科保健手帳により家庭と学校歯科医と連携

５．成果と課題
⑴ う歯のない生徒が昨年度より５％増加
⑵ 「かむこと」等，歯と口の健康を意識できる生
徒の増加
⑶ 保護者の歯と口の健康に対する意識の向上
⑷ 未受診者への呼びかけの強化
⑸ 地域と生徒会の連携から，歯と口の健康づくり
が地域の人との人間関係づくりに発展

長野県 岡谷市立岡谷南部中学校
〒３９４－００４４ 長野県岡谷市湊２－１－８
電 話 ０２６６－２２－３２４３
Ｆ Ａ Ｘ ０２６６－２２－３２４１

校 長 依田 緑

保健主事・養護教諭 倉田 弥生

学校歯科医 宮坂 伸 山田 元彦



優良校表彰

67日本学校歯科医会会誌 115号

１．学校概要
本校は，周囲を国立スポーツ科学センターや味の
素フィールド西が丘（国立西が丘サッカー場），ナ
ショナルトレーニングセンター，赤羽自然観察公
園，区立中学校などの素晴らしい施設に囲まれた，
商業科６クラスの専門高校であり，昨年度創立５０周
年を迎えた。社会で活躍できる人材を育成するため，
「資格の赤商」「部活の赤商」「ボランティアの赤
商」の３つの柱を中心に，生徒に自信と誇りを持た
せる指導に力を入れている。また，恵まれた地域環
境を生かして，インターンシップや奉仕体験活動，
国立スポーツ科学センターとの連携授業など，地域
に愛される学校を目指して様々な取り組みを行って
いる。

２．本校の教育目標
① 広い教養と豊かな情操を持ち，専門的な知識
と技能を身につけた人間を育成する。
② 心身の健康と環境の美化に努める，質実清楚
な礼儀正しい人間を育成する。
③ 人権を尊重し，責任と信義を重んじ，明朗で
自主性に富み，実践力のある人間を育成する。

３．学校保健の位置付け
本校は，商業高校として，社会で自立できる一人
の人間として生きていく力を培うことが大切と考え
ている。そのためには，質実清楚な礼儀正しい人間
を育成する必要があり，心身の健康づくりと環境美
化を中心とする保健活動は大変重要であると位置づ
けている。

４．本校における歯科保健活動について
生徒保健委員会の活動を軸として，ブラッシング

指導，口臭予防，喫煙の健康への害等，生徒の興味
がわく内容を選び，「早寝・早起き・朝ごはん」も
結びつけて，歯科保健活動を行った。
① 学校歯科医による『喫煙と歯科の安全（マウ
スピース）と口臭についての講演』の実施。
② 定期健康診断では，臨時歯科医師３名と事前
に詳しく検診時のポイントの打ち合わせを行
い，各生徒の口腔内に問題点のある場合は個々
に対応した指導・アドバイスを実施。
③ 生徒保健委員会や２学年，特に指導の必要な
生徒へ「噛むかむガム」の体験や染め出し，正
しいブラッシング方法の指導。
④ 保健だよりでは年間を通じて食育に関する記
事やレシピ，学校歯科医のコラムの掲載。平成
２５年度は歯科医独自に保健だより号外版『歯医
者さんからのお便り』の発行。
⑤ 生徒保健委員会については文化祭で歯につい
て各種調査・発表，当日のブース運営。
⑥ 年１回 PTA・生徒・学校医による学校保健
委員会の実施。
⑦ 北区食育フェア（４年連続）参加。
⑧ 平成２５年度は，奉仕の授業として『健康増進
活動』の授業を１学年全クラス実施。

５．本校の課題
高校生という思春期で口の中を見せたがらない時
期の生徒に対し，お弁当コンテストや文化祭での発
表，喫煙の害と影響・口臭予防指導等，多角的な方
面からアプローチすることにより，興味を持たせ，
歯科保健活動を行っている。しかし，う歯本数はな
かなか改善がみられず，今後の課題である。

東京都 東京都立赤羽商業高等学校
〒１１５－００５６ 東京都北区西が丘３－１４－２０
電 話 ０３－３９００－０２５１
Ｆ Ａ Ｘ ０３－３９０９－４７５０

校 長 昼間 一雄
養護教諭 豊永 祐里
保健主事 松本 進
学校歯科医 中村 卓志
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学校概要
香川県立聾学校は，聴覚に
障害のある子どもたちへの教
育を専門とする香川県下で唯
一の学校で，１００年以上の歴
史を持っている。
幼稚部・小学部・中学部・
高等部の幼児児童生徒が在籍
し，明るく元気に学校生活を送りながら，将来の夢
に向かってチャレンジしている。
高等部に国公立大学をはじめとする難関大学等へ
の進学を目指す「進学重点コース」を設置するな
ど，教育活動の充実を図っている。
また，「きこえとことばの相談支援センター」を
置き，０歳児からの乳幼児をはじめとする子どもた
ちのきこえとことばに関する不安や悩みなどの相談
に積極的にお応えしている。

学校歯科保健活動の概要
１．学校歯科保健目標
⑴ 学校歯科医と連携し，自分の「歯・口」を大切
にする気持ちと実践力を育てる。
⑵ 歯・口の健康づくりを通して望ましい生活習慣
の確立をめざす。

２．本校の取り組み
学校歯科医との緊密な連携と指導のもと，次のよ
うな取り組みに重点を置きながら推進。
⑴ 平成２３年度

① 全校ぐるみのフッ化物洗口の実施
学校歯科医の指導のもと，週１回，フッ化物洗
口を実施している。高等部の生徒が幼稚部の幼児
とともに実施し，幼児にとって「お兄さんと一緒
ならがんばれる」等，生徒が幼児の手本になって
いる。フッ化物洗口をきっかけに，「歯・口の健
康」に対する意識の高まりがみられた。
⑵ 平成２４年度

① 「早寝早起き朝ごはん＋歯みがきチャレンジ
ウィーク」の実施
歯・口の健康づくりには，歯みがきをはじめ
とした望ましい生活習慣の確立が不可欠であ
る。そこで，年間を通じて計画的に「早寝早起
き朝ごはん＋歯みがきチャレンジウィーク」を
実施。親子で決めた目標などを達成できたら
シールを貼るなど，保護者の理解と協力を促し
ながら，家庭への啓発と意識付けを行ってい
る。
② 地域の方々を対象とした「歯・口の健康
チェックコーナー」の実施
学校開放日において，学校歯科医の指導のも
と高等部生徒が「歯・口の健康チェックコー
ナー」を実施した。香川県聴覚障害者福祉セン
ターなどの協力も得て，地域の方や保護者など
多くの参加があり，地域・家庭を巻き込んだ歯
科保健活動を広げていく契機となった。

⑶ 平成２５年度

① 校内歯みがき大会の充実
生徒の企画により，楽しく歯みがきの手順を
示した「歯みがき手順DVD」を作成し，全校
的な取り組みとして「校内歯みがき大会」を開
催。小学部・中学部・高等部の枠組みを超えた
縦割りグループを作り，上級生が下級生に自ら
すすんで指導を行った。学部間の交流にもな
り，校内全体で歯みがきに取り組もうとする機
運が一層高まった。
② 「出張‼enjoy 歯みがき隊」，講演会・交流
会の企画や実施
高等部生徒の提案により，幼稚部の幼児と歯
みがきを一緒に行い指導する「出張‼ enjoy 歯
みがき隊」の活動もスタートした。また，生徒
会主催で歯みがき
をはじめとする望
ましい生活習慣づ
くりに関する講演
会・交流会も計画
中である。

香川県 香川県立聾学校
〒７６１－８０７４ 香川県高松市太田上町５１３－１
電 話 ０８７－８６５－４４９２
Ｆ Ａ Ｘ ０８７－８６５－１４８０

校 長 篠原 達司
養護教諭 野嶋 裕子
保健主事 丸吉 大介
学校歯科医 木田 一秀

「学校正門」本校卒業生 寒川幹子 作

視覚的に学ぶことに留意し，「歯・口」を大切にする
ことへの意識を高めながら実践する力を養う

取り組みの重点

幼児児童生徒が自らすすんで主体的に歯・口の健康づ
くりをはじめとする望ましい生活習慣の確立をめざす

取り組みの重点

歯・口の健康づくりを通して望ましい生活習慣の確立
をめざすとともに，家庭や地域を巻き込んだ活動の推進

取り組みの重点



第７７回全国学校歯科保健研究大会

■ 開催要項・趣旨・全体構想・写真集・年次表
■ 事後抄録（基調講演・シンポジウム・領域別研究協議会）

第７７回大会
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1．主題及び副題

2．趣 旨

3．主 催

４．後 援

５．期 日

６．会 場

７．日程及び内容

「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～

（別記：本号７２ページ参照）

文部科学省・社団法人日本学校歯科医会・公益財団法人日本学校保健会・
熊本県・熊本県教育委員会・一般社団法人熊本県歯科医師会・
熊本市・熊本市教育委員会

平成２５年１０月１７日（木）～１８日（金）

［メイン会場］市民会館崇城大学ホール（熊本市民会館） ［サテライト会場］熊本市国際交流会館

第７７回全国学校歯科保健研究大会
2013

熊本県

開 催 要 項
＠２０１０熊本県くまモン♯８２９４

厚生労働省
公益社団法人日本歯科医師会
全国学校保健主事会
全国養護教諭連絡協議会
公益社団法人日本歯科衛生士会
公益社団法人熊本県医師会
公益社団法人熊本県薬剤師会
社団法人熊本県歯科技工士会
社団法人熊本県歯科衛生士会
公益社団法人熊本県看護協会
熊本県歯科用品商組合
公益財団法人熊本県学校保健会
熊本県市町村教育委員会連絡協議会
熊本県国公立幼稚園会
熊本県小学校長会
熊本市小学校長会
熊本県中学校長会
熊本市中学校長会
熊本県公立高等学校長会
熊本県特別支援学校長会
熊本県私立中学高等学校協会

熊本県養護教諭研究会
公益財団法人熊本県学校給食会
社団法人熊本県栄養士会
公益財団法人熊本県体育協会
熊本県保育協議会
熊本県 PTA連合会
熊本市 PTA協議会
熊本県国公立幼稚園後援会連絡協議会
熊本県私立中学高等学校保護者会
熊本県公立高等学校 PTA連合会
NHK熊本放送局
くまもと県民テレビ
株式会社テレビ熊本
熊本朝日放送株式会社
株式会社熊本放送
エフエム熊本
FM７９１
熊本日日新聞社
熊本歯科技術専門学校
九州看護福祉大学

受付 開会式
表彰式

休
憩
基 調 講 演

休
憩

シンポジウム
移
動

懇親会１７日（木）

ポ ス タ ー 発 表

受付 領 域 別 研 究
協 議 会

休憩
移動

シンポジウム・
領域別研究協議会報告 閉会式１８日（金）

ポ ス タ ー 発 表

１２：００ １３：００ １４：００１４：１５ １５：３５１５：５０ １８：００１９：００ ２１：００

８：３０ ９：１５ １０：４５ １１：１０ １２：１０ １２：３０
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１日目（１０月１７日）
■開会式・表彰式 （１３：００～１４：００）

■ポスター発表 （１３：００～１８：００）

■基調講演 （１４：１５～１５：３５）
講 演 者 東京医科歯科大学 名 誉 教 授 黒田 敬之

■シンポジウム （１５：５０～１８：００）
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常 務 理 事 齋藤 秀子
シンポジスト 大阪歯科大学小児歯科学講座 教 授 有田 憲司

東京都中野区立緑野中学校 学校歯科医 田中 英一
公益社団法人全国学校栄養士協議会 理 事 福岡ちづる
熊本県教育庁教育指導局体育保健課 課 長 平田 浩一

２日目（１０月１８日）
■ポスター発表 （９：１５～１２：１０）

■領域別研究協議会（９：１５～１０：４５）
①保育所（園）・幼稚園部会
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常 務 理 事 土屋 松美
コメンテーター 日本大学歯学部衛生学講座 教 授 前野 正夫
研究発表１ 食育・口腔育成支援センター 研 究 員 村上 史子

（元 熊本県熊本市 山東保育園・喜育保育園 保育士）
一般社団法人熊本市歯科医師会 歯 科 医 師 勇 雅大

研究発表２ 滋賀県栗東市立葉山東幼稚園 主 任 平子 裕子
主 任 迎 薫

②小学校部会
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常 務 理 事 今井 健二
コメンテーター 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 教 授 井上美津子
研究発表１ 熊本県山鹿市立城北小学校 教 諭 迎田千恵子
研究発表２ 山形県大蔵村立大蔵小学校 校 長 姉﨑 秀悦

養 護 教 諭 阿部 隆子

③中学校部会：熊本市国際交流会館
座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 野村 圭介
コメンテーター 大阪教育大学教育学部養護教育講座 教 授 小山 健藏
研究発表１ 熊本県熊本市立富合中学校 養 護 教 諭 佐成 美帆
研究発表２ 東京都文京区立第六中学校 校 長 美谷島正義

④高等学校部会：熊本市国際交流会館
座 長 社団法人日本学校歯科医会 理 事 兼元 妙子

コメンテーター 九州大学大学院歯学研究院
教 授 山下 喜久

口腔保健推進学講座口腔予防医学分野
研究発表１ 熊本県立天草高等学校 養 護 教 諭 山川さおり
研究発表２ 長野県野沢南高等学校 養 護 教 諭 佐々木夕貴子

養護助教諭 横山 美香

⑤特別支援教育部会：熊本市国際交流会館
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常 務 理 事 長沼 善美
コメンテーター 日本大学 名 誉 教 授 赤坂 守人
研究発表１ 熊本県立菊池支援学校 養 護 教 諭 松村千恵子
研究発表２ 千葉県立特別支援学校流山高等学園 養 護 教 諭 淵上 由美

■シンポジウム・領域別研究協議会報告（１１：１０～１２：１０）

■閉 会 式 （１２：１０～１２：３０）

※会場名の記載のないプログラムは，すべてメイン会場（市民会館崇城大学ホール）にて実施。



72

●主題設定の趣旨●

近年，生活環境の変化等の影響を受けて，子どもたちの健康課題は多様化しており，
学校歯科保健においても咀嚼など口腔機能の未発達などが指摘されている。そこで，健
全な食生活を実践することができる人間を育てることを重視した食育を充実するととも
に，「食べる」ことなどに関連する口腔機能の健全な育成を通じて子どもたちの生活習
慣を見直し，健康づくりの基礎を培うことは極めて重要である。
本大会は食育と口腔機能の発達支援を通じ，子どもたちの望ましい生活習慣を形成す
るとともに，様々な健康課題の解決に寄与することを目指す。

第７７回全国学校歯科保健研究大会
メインテーマ

「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～
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第７７回全国学校歯科保健研究大会
［熊本県］

全 体 構 想
主
題 「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して

基
調
講
演

学校歯科保健で取り組む食育と
口腔機能の健全な発達支援を考える

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

１．学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える……………地方行政の視点から
２．学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える……………学校栄養士の視点から
３．学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える……………歯科医学の視点から
４．学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える……………学校歯科医の視点から

部
会
課
題

保育所（園）・幼稚園部会 小学校部会 中学校部会 高等学校部会 特別支援教育部会
歯・口の健康づくり
を通じて家庭や地域
との連携のもとで取
り組む食育と口腔機
能の健全な発達支援
を考える。

歯・口の健康づくり
を通じて小学校にお
ける食育と口腔機能
の健全な発達支援に
ついて考える。

歯・口の健康づくり
を通じて中学校にお
ける食育と口腔機能
の健全な発達支援に
ついて考える。

歯・口の健康づくり
を通じて高等学校に
おける食育と口腔機
能の健全な発達支援
について考える。

歯・口の健康づくり
を通じて特別支援学
校における食育と口
腔機能の健全な発達
支援について考え
る。

研

究

の

内

容

１．幼児の発達段階
からみた歯・口の
健康づくりの目標
と内容の在り方

１．小学生期の発達
段階からみた歯・
口の健康づくりの
目標と内容の在り
方

１．中学生期の発達
段階からみた歯・
口の健康づくりの
目標と内容の在り
方

１．高校生期の発達
段階からみた歯・
口の健康づくりの
目標と内容の在り
方

１．特別な支援を要
する子どもたちに
対する歯・口の健
康づくりの目標と
内容の在り方

２．歯科保健からみ
た幼児期の課題と
歯・口の健康づく
りの進め方

２．歯科保健からみ
た小学生期の課題
と歯・口の健康づ
くりの進め方

２．歯科保健からみ
た中学生期の課題
と歯・口の健康づ
くりの進め方

２．歯科保健からみ
た高校生期の課題
と歯・口の健康づ
くりの進め方

２．歯科保健からみ
た特別な支援を要
する子どもたちの
課題と歯・口の健
康づくりの進め方

３．家庭や地域と
連携した保育所
（園）・幼稚園での
食育と口腔機能の
健全な発達支援

３．家庭や地域と連
携した小学校での
食育と口腔機能の
健全な発達支援

３．家庭や地域と連
携した中学校での
食育と口腔機能の
健全な発達支援

３．家庭や地域と連
携した高等学校で
の食育と口腔機能
の健全な発達支援

３．家庭や地域と連
携した特別支援教
育学校・学級等で
の食育と口腔機能
の健全な発達支援



74

●第７７回全国学校歯科保健研究大会 写真集●

市民会館崇城大学ホール（外観）

開会式

くまモン＆よ坊さん

市民会館崇城大学ホール（客席）

ポスター発表

シンポジウム

領域別研究協議会（高等学校部会より）
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全国学校歯科保健研究大会 年次表

回 開 催 地 年 月 日 回 開 催 地 年 月 日

１ 東 京 都 昭和６年４月６日 ４１ 神奈川県 昭和５２年９月３０日～１０月１日

２ 東 京 都 昭和７年４月８日 ４２ 大 阪 府 昭和５３年１１月１７日～１８日

３ 福 岡 県 昭和８年５月２０日～２２日 ４３ 兵 庫 県 昭和５４年１１月９日～１０日

４ 愛 知 県 昭和９年５月２０日～２２日 ４４ 鹿児島県 昭和５５年１１月１４日～１５日

５ 東 京 都 昭和１０年５月１９日～２０日 ４５ 東 京 都 昭和５６年１１月１３日～１４日

６ 山 梨 県 昭和１１年５月３日～５日 ４６ 愛 媛 県 昭和５７年１０月１５日～１６日

７ 大 阪 府 昭和１２年５月１６日～１８日 ４７ 福 岡 県 昭和５８年１１月２５日～２６日

８ 静 岡 県 昭和１３年５月１日～３日 ４８ 山 形 県 昭和５９年９月２８日～２９日

９ 京 都 府 昭和１４年５月１３日～１５日 ４９ 奈 良 県 昭和６０年１０月２５日～２６日

１０ 宮 崎 県 昭和１５年５月１１日～１３日 ５０ 岩 手 県 昭和６１年９月１９日～２０日

１１ 秋 田 県 昭和１６年６月１４日～１６日 ５１ 岐 阜 県 昭和６２年１０月２３日～２４日

１２ 兵 庫 県 昭和１７年５月９日～１０日 ５２ 青 森 県 昭和６３年１０月１４日～１５日

１３ 東 京 都 昭和１８年５月１６日～１７日 ５３ 和歌山県 平成元年１０月２７日～２８日

１４ 愛 知 県 昭和２５年１０月２１日 ５４ 広 島 県 平成２年１０月１９日～２０日

１５ 福 岡 県 昭和２６年１０月５日 ５５ 宮 城 県 平成３年１０月１８日～１９日

１６ 宮 城 県 昭和２７年８月３日 ５６ 徳 島 県 平成４年１１月１３日～１４日

１７ 香 川 県 昭和２８年１１月１４日～１５日 ５７ 埼 玉 県 平成５年１２月２日～３日

１８ 島 根 県 昭和２９年１０月８日 ５８ 富 山 県 平成６年９月２９日～３０日

１９ 東 京 都 昭和３０年１１月２１日～２３日 ５９ 愛 知 県 平成７年１０月１９日～２０日

２０ 北 海 道 昭和３１年８月５日～６日 ６０ 東 京 都 平成８年１１月２１日～２２日

２１ 岐 阜 県 昭和３２年７月２１日～２２日 ６１ 福 島 県 平成９年１０月１６日～１７日

２２ 栃 木 県 昭和３３年１０月２４日～２５日 ６２ 沖 縄 県 平成１０年１１月１９日～２０日

２３ 青 森 県 昭和３４年１０月１１日～１２日 ６３ 北 海 道 平成１１年９月３０日～１０月１日

２４ 和歌山県 昭和３５年９月２５日～２６日 ６４ 高 知 県 平成１２年１１月３０日～１２月１日

２５ 神奈川県 昭和３６年１１月１２日～１４日 ６５ 大 阪 府 平成１３年１１月１５日～１６日

２６ 京 都 府 昭和３７年１１月２３日～２４日 ６６ 宮 崎 県 平成１４年１０月１０日～１１日

２７ 山 形 県 昭和３８年１０月５日～６日 ６７ 秋 田 県 平成１５年１０月２日～３日

２８ 富 山 県 昭和３９年９月１８日～１９日 ６８ 静 岡 県 平成１６年１１月１１日～１２日

２９ 東 京 都 昭和４０年１０月１７日～１８日 ６９ 岡 山 県 平成１７年１１月１７日～１８日

３０ 大 阪 府 昭和４１年１１月１９日～２０日 ７０ 千 葉 県 平成１８年１０月１９日～２０日

３１ 愛 知 県 昭和４２年１１月１１日～１２日 ７１ 福 岡 県 平成１９年１０月１８日～１９日

３２ 熊 本 県 昭和４３年１１月１０日～１２日 ７２ 神奈川県 平成２０年１０月１６日～１７日

３３ 滋 賀 県 昭和４４年９月２１日～２２日 ７３ 京 都 府 平成２１年１０月２９日～３０日

３４ 静 岡 県 昭和４５年１０月２５日～２６日 ７４ 茨 城 県 平成２２年１０月２８日～２９日

３５ 千 葉 県 昭和４６年１０月２８日～２９日 ７５ 愛 媛 県 平成２３年１０月２０日～２１日

３６ 秋 田 県 昭和４７年１０月１０日～１１日 ７６ 群 馬 県 平成２４年１０月２５日～２６日

３７ 東 京 都 昭和４８年１１月１７日～１８日 ７７ 熊 本 県 平成２５年１０月１７日～１８日

３８ 京 都 府 昭和４９年１０月１２日～１３日
注：第１～３７回 全国学校歯科医大会

第３８～４４回 全国学校歯科保健大会３９ 香 川 県 昭和５０年１１月１５日～１６日

４０ 栃 木 県 昭和５１年１０月３０日～３１日
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学校歯科保健の中で「食育」について問題提起が
なされたのは，最近のことではない。また「食」に
関しては，昔からいろいろな切り口で，多くの書物
も出版されている。
日本大百科全書（小学館）には，１８９８年，石塚
左玄著の『通俗食物養生法』に「今日，学童を持つ
人は，体育も知育も才育もすべて食育にあると認識
すべし」との記載がある。さらに，１９０３年，村井
弦斎著の『食道楽』には，「小児には徳育よりも，
智育よりも，体育よりも食育が先。体育，徳育の根
源も食育にある」と記されているとある。すなわ
ち，古くからどの家庭でも，食育が子育てとしつけ
の基本であったことがうかがえる。また，榊原は，
１９３３年 橋本静雄，１９３７年 池田明治郎，１９４０年竹内
嘉兵衛らが，それぞれ咀嚼訓練に関する報告をして
いると記している（日本学校歯科医会誌５５巻４号，
１９６８）。これらの記載からは，近年，学校歯科保健
で取り上げてきているテーマの原点を見出すことが
できる。
高度経済成長期以降，日本人の食生活は大きく変
化し，いろいろな要因から，食に絡む健康上の問題
が取りざたされるようになり，２００５年の「食育基本
法」の制定，さらに２００６年の「食育推進基本計画」
の策定に至った。学校歯科保健では，給食に焦点を
あて，関連教科や学級活動の中で，食材，咀嚼の意
義，咀嚼回数，摂食行動パターンなどについてカリ
キュラムが組まれてきた。
一方，学校歯科保健活動での口腔機能への積極的
な取り組みは，１９８５年日本学校歯科医会に学術第三
委員会が設置され，口腔機能と咬合に関する検討が
始まったことに端を発する。さらに，１９９５年の学校
保健法施行規則の改正により，検診項目にも変更が
あり，機能への注目に拍車がかかったと言えよう。

摂食機能を支える歯を含む顎顔面形態形成，成長
発育様相についての知識は，歯科保健に携わる学校
歯科医はもちろんのこと，養護教諭の方たちにとっ
ても，子どもの発達段階に即して起きる変化を的確
に判断するための基本事項である。乳歯，永久歯の
形成の時期，萌出時期，さらに，頭蓋冠，頭蓋底，
鼻上顎複合体および下顎骨の形成，その成長発育の
パターンなどは，個々に複雑な変異に富む事象であ
る。下顎頭および顎関節窩の成長発育も咀嚼機能の
発達にとっては，重要な要素である。これら諸構造
の総合的な調和が咀嚼運動遂行の基盤となっている
ことを理解する必要がある。さらに，舌，口唇，小
帯，歯肉など軟組織についても注意を払う必要があ
る。指しゃぶりなどの習癖も咬合の成長発育に影響
を与える可能性がある。
健康教育，健康相談に主眼を置く学校歯科健康診
断では，事前に健康調査（保健調査）を施行し，
チェックポイントを把握した上で，診査に当たるこ
とが望ましい。健康診断後の事後措置として，今後
の口腔内の変化，将来考えられるリスクなどを的確
に説明することが大切である。
口腔機能の評価には，咀嚼筋の筋活動や顎運動か
ら判断する方法もあるが，一般的には，ピーナッツ
や生米を咀嚼させ篩上の残渣の算定やガム中の成分
の流出量あるいは色素の変性度の測定などが行われ
てきた。最近では微細粒子を封入したガムを咀嚼さ
せ粉砕されていない粒子数をCCDカメラ下で計測
し，咀嚼効率を算出する方法も発表された。これら
の評価は健康指導，健康相談にとって具体的なデー
タ表示の一助として歯科保健の充実につながる可能
性があると考えられる。

「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～

食育と口腔機能

東京医科歯科大学 名誉教授 黒田敬之

基調講演
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本年は「学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能
の健全な発達支援を考える」のテーマのもと黒田
敬之先生の「食育と口腔機能」の基調講演を受け
て，シンポジウムが行われた。大阪歯科大学小児歯
科学講座の有田憲司教授，熊本県教育庁教育指導局
体育保健課の平田浩一課長，全国学校栄養士協議会
の福岡ちづる理事，東京都中野区立緑野中学校 学
校歯科医の田中英一先生をシンポジストとして，各
先生よりご講演をいただいた。
有田先生は，人間はサルから進化する過程で二足
歩行となり複雑な言語機能を獲得したが，その反面
「食べる機能」と「呼吸機能」を犠牲にして，誤嚥
や呼吸連動の低下しやすい素地を残す結果となった
こと，そこでヒトは意識して食べ方と呼吸の仕方を
育てていく必要があることを，専門的見地より語ら
れた。まとめとして家庭や学校における規則正しい
食べ方に関するしつけや教育と，子どもの体，心お
よび社会性の発達とがバランスよく行われる食育が
望まれると述べられた。
平田先生は県条例制定後の具体的な取り組みの中
で，「歯みがきの励行やフッ化物洗口の推進だけで
なく，生活習慣の改善が不可欠」とし，医療関係
者，家庭，教育関係者の連携を強く求めた。特に保
護者の意識の差は大きく，「学校における健康教育
のあり方が県民に与える影響は大きい」とし，今後
は県教育委員会としての支援に努力したいと結ばれ
た。
福岡先生は「給食は栄養補給を目的として始まっ
たが，時代の変遷とともにその役割は変化してい
る」と述べ，学校給食法においても給食が教育の一
環であることを示し，献立づくりの際に地場の特産
物を用いた啓発などを行っていることを紹介。「咀
嚼を重視した噛みごたえのあるメニューは，黙って

出しただけでは食べ残しが多く，事前に咀嚼の大切
さを説明することが必要」と述べられた。また栄養
教諭も，学校給食を「生きた教材」として捉え，子
どもの歯・口の健康教育にかかわることの重要性を
語られた。
田中先生は「DMFの数値が減っても学校歯科医
が取り組む課題が減ったわけではない」と述べ，児
童虐待の問題等を含め学校歯科医はより強い教育的
な視点に立った取り組みが必要であることを訴え
た。また，朝食の問題を例に挙げ「単に『食べてき
た』とする回答は９０％以上だが，何を食べたか，な
ぜ食べたのかというように掘り下げていくと多くの
問題があることがわかる」とした。学校歯科医に求
められる役割として，①健康な歯・口で食べるとい
う機能にも目を向けよう，②歯・口の健康教育の特
性を生かそう，③「生きる力」の育成に大きな力を
持っていることを認識しよう，④生涯を見据えた学
校歯科保健活動に取り組もう，⑤それぞれの学校で
必要なこと・できることから始めよう，とまとめら
れ，学校歯科医が，より積極的に教育にかかわるこ
と，専門的な見地からの一層の支援，食育推進への
積極的支援が必要であることを示された。
「食べる」という，人が生きていくうえでもっと
も基本的な事柄が，口腔の機能と大きく関連してお
り，その発達支援のためには学校における食育の取
り組みの必要性が示された。また学校歯科医・学校
関係者・保護者および行政との連携の重要性が改め
て確認された。生徒・児童の自律的健康づくりにか
かわる歯科関係者の責務は大きく，今後もさらなる
学校歯科保健の充実が求められることが，明確に示
されたシンポジウムであったと，各先生方には，心
より感謝申し上げたい。

「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～
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保育所（園）・幼稚園部会では，「歯・口の健康づ
くりを通じて家庭や地域との連携のもとで取り組む
食育と口腔機能の健全な発達支援を考える」を部会
課題として，２園に取り組みを発表いただいた。ま
た，本部会のコメンテーターは日本大学歯学部衛生
学講座教授 前野正夫先生にお願いした。
研究発表１では，「幼稚園，保育園時期の子ども
達の発育の把握と現場での口腔育成に関する取り組
み，調査とその実態報告」と題して，元 山東保育
園・喜育保育園保育士，現 食育・口腔育成支援セ
ンター研究員の村上史子先生と熊本市歯科医師会歯
科医師の勇雅大先生より発表いただいた。課題に対
して村上先生は，「食」と「口（口腔）」に視点をお
いた保育現場での口腔育成に関する取り組みについ
て報告された。調和のとれた心身を育むためには，
興味関心や意欲などの「心」と，構造・機能などの
「身」の両面からアプローチする目を養わなければ
ならないのではないか，という仮説を立てられ，ま
ず「リンゴの丸かじり」を０歳から５歳児にチャレ
ンジさせるという面白い取り組みをされた。偏食や
活動レベルの低い子どもに対しては，機能上未発達
が原因である場合もあり，心身の発育を促す必要が
あると結論づけられた。また，ストローの使用と口
腔機能の発達との間の関係についても検討された。
引き続き，勇先生による「歯科医から見た口腔育
成の現状と調査状況」についての研究発表がなされ
た。「幼稚園，保育園時期の子どもたちの発育遅延に
は，口腔の構造や機能が深くかかわっているのでは
ないか」という仮説を立てられた。この仮説を証明
するために，歯列模型の作成，噛み合わせの状態を
鮮明に分析。全身の写真撮影をし，口腔内と全身の
機能，発達および発育の因果関係を調べられた。乳
幼児や学童期でもすでに口腔機能と全身とは密接に

関連していることをデータとして示され，この時期
における口腔機能の重要性を強く示された。コメン
テーターの前野先生は，両先生は仮説を立て，しっ
かりとした研究デザインのもとで分析された，大変
興味深い価値のある発表であったと講評された。
研究発表２では「元気いっぱい・笑顔いっぱい・
友だちいっぱいの子どもの育成」と題して，滋賀県
栗東市立葉山東幼稚園主任の平子裕子先生と迎薫先
生より発表いただいた。４つの教育目標を掲げ，こ
の教育目標に沿った保健活動として，①むし歯の早
期発見・早期治療などの疾病対策，②食育とも関連
させながら食べる，話すなど口の機能の健全な発達
を促すための適切な指導や対応・啓発に努めるとい
う２点に重点を置き，具体的に４つの取り組みをさ
れた。３歳児親子対象に親子歯科教室の実施，食育
についてはエプロンシアターの実施。さらに「よく
噛んで食べることで６つのいいこと」を示し，よく
噛んで食べることがいかに重要であるかを示され
た。２つ目は食育についての取り組み，３つ目は給
食参観の実施，「ほけんしつだより」の報告，４つ
目は園内で給食づくりを行う「自園給食」について
報告され，社会問題にもなっている食物アレルギー
対策の報告などもなされた。前野先生は，充実した
食育計画表を賞賛され，大変興味深い内容であった
と講評された。
研究発表された両園では経年的に歯科健康診断の
集計・分析もされ，課題の抽出や取り組みの評価が
行われているが，その背景には園歯科医の熱心な指
導があることを忘れてはならないと思われた。さら
に両園は，主題である「『生きる力』をはぐくむ歯・
口の健康づくりの展開をめざして」，副題の「学校
歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支
援を考える」をまさしく実践していると思われた。

「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して
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近年，子どもの食をめぐっては，発育・発達の重
要な時期にありながら，幼児期における栄養素摂取
の偏り，よく噛まない，食べるのが極端に遅い子ど
もの増加，学童期における朝食の欠食，肥満の増
加，思春期におけるやせの増加など，問題は多様
化，深刻化し，生涯にわたる健康への影響が懸念さ
れている。また，親の世代においても食育に関する
知識や技術を十分有していないと指摘されている。
これらの実態を踏まえて自園の現状を分析し，解決
策に取り組まれた山東保育園・喜育保育園と葉山東
幼稚園の特色ある研究内容の一部を紹介する。
山東保育園・喜育保育園では，園児にリンゴの丸
かじりをチャレンジさせるという面白い取り組みを
された。その結果，４～５歳児で丸かじりに消極的
な子どもがおり，その要因として過蓋咬合と臼歯の
舌側傾斜，前歯部の摩耗など，口腔内に構造上の問
題があることを示唆された。一方で，このような構
造上の異常は，園児の運動能力や姿勢だけでなく，
偏食傾向にも影響するのではないかと指摘された。
また，全身の姿勢を写真撮影し，運動能力，立位状
態の足の立ち方，重心や体のゆがみなどを分析し，
口腔内と全身の機能，発達，発育との関連性につい
て報告された。
葉山東幼稚園では，同園の教育目標に沿った４つ
の保健活動が紹介された。１つ目の取り組みは，３
歳児の親子を対象に親子歯科教室の実施。２つ目は
食育に関するもので，３歳以上の園児に野菜を栽培
させ，旬の野菜を給食時に食べるという取り組み。
子どもたちの発育段階を考慮した緻密な食育計画表
が印象的であった。３つ目は，保護者啓発のための
給食参観の実施。園と家庭とが連携して，食につい
ての発育・発達を支援しようとする試みである。４

つ目の取り組みは自園給食であり，子どもたちの発
育段階を熟知している保育士と調理師が連携して食
についての支援を行っているという報告であった。
両園ともに，充実した内容の素晴らしい研究発表
であった。幼児期は，人の一生の中でも身体発育が
最も著しい時期であり，内面的にも自我の芽生え，
他者の存在を意識するなどの変化がみられる時期で
ある。歯・口の健康づくりの視点では，食べる機能
の獲得において最も重要な時期であり，離乳開始時
期からの適切な支援が求められる。また，乳歯咬合
という視点から捉えると，乳歯列が完成する３歳頃
以降の園児には，むし歯予防だけでなく，適切な乳
歯咬合を維持することも大切である。しかし，現実
には４～５歳の園児の９０％以上が臼歯部に舌側傾斜
がみられたという驚きの研究結果が山東保育園・喜
育保育園から報告された。臼歯部の極端な舌側傾斜
は開口さらに口呼吸につながる可能性があり，原因
の解明と対策が求められる。
幼児期の適切な栄養は，身体の発育・発達だけで
なく，精神面の発達や健康にも大きな効果を与え
る。幼児期における食習慣の育成は，家庭と園ある
いは地域社会と連携して行うことが必要である。保
護者の影響を受けやすいこの時期に家庭や園で食事
づくりに参加し，食べることの大切さを学び，楽し
さを体験することは，正しい食習慣を確立する上で
とても重要である。したがって，保護者啓発のため
の給食参観を実施した葉山東幼稚園の食育への取り
組みは，とても意味のあるものであった。
両園に通う子どもたちの歯・口の健康づくりと食
育を通じての健康的な心身の育成が，今後ますます
向上することを心から祈念している。

食を通じた口腔の構造と機能の
健全育成への取り組み

日本大学歯学部衛生学講座 教授 前野正夫

コメンテーターより
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小学校部会では昭和大学歯学部小児成育歯科学講
座の井上美津子教授をコメンテーターにお迎えし，
熊本県山鹿市立城北小学校と山形県大蔵村立大蔵小
学校の２校から研究発表をいただき協議が行われ
た。
研究発表１：城北小学校教諭の迎田千恵子先生と養
護教諭の広田りえ先生から『自分の体に関心をもっ
て，健康づくりを実践していく子どもの育成～
「歯・口の健康づくり」を通して～』と題して発表
いただいた。児童数９８名の小規模校で，学校教育目
標「心豊かに，たくましく，自ら学ぶ子どもの育
成」のもと，「歯が大事，自分が大事，みんなが大
事」を合言葉に授業研究部，日常指導部，家庭・地
域連携部が連携し，低・中・高学年・特別支援の４
部会ごとに発達段階や実態を考慮した実践が行われ
ていた。具体的には自主的に口腔内をチェックでき
る口腔カメラの設置，児童が中心となって実施され
る集会や健康イベントの実施，個人目標カードの設
置など創意工夫されたさまざまな試みが報告され，
児童の意識や習慣の向上に役立てられていた。また
月に１回の学校歯科医や歯科衛生士による歯みがき
指導「はぴはぴタイム」では，保護者も「はぴはぴ
応援団」として参加協力が行われており，さらに栄
養教諭等の講話や親子料理教室の開催など保護者や
専門機関そして学校との積極的な連携が見られた。
特筆すべきは，児童が進学した中学校において本
校で学んだ「歯・口の健康づくり」について発表し
たり，出身保育園で「歯によいおやつ」について発
表するなど児童の自律的で実践的な健康づくりに繋
がっていることである。
平成２４年度末の治療率は９５．３％まで改善されてお
り，歯や口の健康づくりに対する児童や保護者の意
識の高まりや取り組みが確実な効果をもたらしてき
ていた。

研究発表２：大蔵小学校の姉﨑秀悦校長ならびに養
護教諭の阿部隆子先生から「歯みがきからひろがる
豊かな健康づくり～学校歯科医・家庭・地域と連携
した歯科保健活動を通して～」と題して発表いただ
いた。大蔵村は山形県の北部に位置し２７の集落から
なる全国棚田百選にも選ばれる緑豊かな地域であ
り，高齢化率が高く，村の医療機関は歯科を併設し
た一ヵ所の診療所が中心となり地域医療が進められ
ている。大蔵村は十数年前にむし歯全国ワースト１
であったことをきっかけに，地域ぐるみで歯と口の
健康づくりに取り組んでこられた。
平成１１年に歯科保健推進協議会を設置し，村の現
状と課題の把握，目標設定そして実践が開始され，
幼児のむし歯予防対策に始まり学校，地域，家庭，
行政，医療機関の連携のもと「歯の健康ノート」を
始めとしてさまざまな取り組みをいち早く取り入れ
られ，目覚ましい実績を残されてきている。その結
果，数々のよい歯の学校の賞を受賞され，昨年は全
日本学校歯科保健優良校表彰優秀賞（文部科学大臣
賞）を受賞されている。
管理から支援そして自律へと保・小・中連携での
指導体制を目指すまでに至られた大蔵小学校の取り
組みには，一つの学校歯科保健活動の理想形態を見
せていただいたように感じた。
続いて井上教授から学校における歯・口の健康づ
くりでの食育と口腔機能の育成の意義について講演
いただき，「小児期は食べ方と五感を育てる咀嚼習
慣の育成期間であり，学校，地域，専門機関と連携
した家庭教育を基盤として，適切な口腔ケアと食習
慣や生活リズムの確立，味覚形成が健康な心身と豊
かな人間性を育む」とご指摘いただいた。
２校の素晴らしい発表や活発な質疑応答をお聞き
し，学校歯科保健活動が着実に学校，地域に定着し
てきていることを再認識する大変に有意義な協議会
となった。

「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して
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小学校部会では２校の発表があり，どちらも素晴
らしい内容だった。地元の熊本県山鹿市立城北小学
校では専門多職種や家庭が連携した歯・口の健康づ
くりの取り組みと問題発見・問題解決型の授業の展
開が印象的であった。また，山形県大蔵村立大蔵小
学校の「歯の健康ノート」などを活用した村ぐるみ
の歯科保健推進の活動が，大きな成果に結びついて
いるようすが推察された。「生きる力」を育むため
に，今後の学校での歯科保健活動に食育をどのよう
に取り込み，展開していったらよいかについて述べ
たい。
１）学校における歯・口の健康づくりの流れの変化

感染症の減少と生活習慣病の増加という世の中の
疾病構造の変化に応じて，学校における健康づくり
活動の流れも「疾病発見・管理的解決手法」から「健
康増進・支援的解決手法」に変化してきた。歯・口
の健康づくりにおいても，「むし歯や歯肉炎の早期
発見・早期治療」から「むし歯・歯肉炎の発生予
防」に，そして「歯・口の健康づくりのための生活
習慣づくり」へと流れが変わってきた。子どものむ
し歯は減少しているが成人においては生活習慣病が
増加しているという現状の中で，歯・口の健康ばか
りでなく全身の健康をも視野に入れた健康づくりを
「よりよい生活習慣の獲得」という方向で行うこと
になったという次第である。
２）学齢期における食育の推進

平成１７年に食育基本法が制定され，食育が推進さ
れている現状であるが，制定当初食育は「何を食べ
るか」ということが中心であった。しかし食育が推
進されていくうちに「どう食べるか」ということに
話題が移行してきて，食生活習慣や食の楽しみ，食

を通じた人間関係まで広がってきている。そして「食
べる」行動を通じて精神的な満足を得て，「生きる
意欲」を高めるためには，「食べ方」が大切であ
り，どのような場でどのように食べるかを歯科から
も考えていくことになった（食育推進宣言，平成１９
年）。また厚生労働省では平成２０年に「歯科保健と
食育の在り方に関する検討会」を立ち上げ，「食べ
方」支援を中心に据えた食育の推進を歯科から行う
方向を提言し，その行動目標として「噛ミング３０」
を提唱した。各ライフステージにおける食べ方支援
の中で，小児期は「食べ方を育てるステージ」とし
て位置づけられ，歯・口の健康づくりを基にした食
べ方の機能発達面からの支援と，五感を育てる咀嚼
習慣の育成を図ることが期待される。とくに学齢期
の課題は「自立・自律」で，自分でやれるようにな
るばかりでなく自らコントロールできるようになる
ことが期待される。永久歯が生えることによって，
歯並び・咬み合わせが変化し，また歯肉炎なども起
こりやすい時期である。食生活の面でも，小学生か
ら中学生にかけて「朝食の欠食」が増え，「意識し
てよく噛む」者が減少する。生活リズムを整え，朝
食をしっかり食べて，間食や夜食を控えるようにす
ることや，家族や友達と一緒に食べる場で，よく噛
んでおいしさを味わう食事から過食や偏食を防ぐこ
となどが大切である。さらに，歯科からは口を閉じ
てよく噛むことを意識することや，水分での流し込
み食べや早食い・丸飲みの習慣を付けないようにす
ることが重要である。歯・口の健康づくりを通じ
て，子どもたちが自分の健康に関心を持ち，健康に
よい生活習慣を確立していくことを支援できればと
思う。

「生きる力」を育む
歯・口の健康づくりの展開を目指して
～食育との関わり～

昭和大学歯学部小児成育歯科学講座 教授 井上美津子

コメンテーターより
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今大会の中学校部会の課題は，「歯・口の健康づ
くりを通じて中学校における食育と口腔機能の健全
な発達支援について考える」である。熊本県熊本市
立富合中学校養護教諭の佐成美帆先生からは「歯・
口・食の健康づくりを通した生活習慣のブラッシュ
アップを目指して」，また，東京都文京区立第六中
学校校長の美谷島正義先生からは「生徒が自主的に
考え実践する歯と口の健康づくりの推進」をテーマ
に発表をしていただいた。
熊本市立富合中学校のサブテーマは，「生徒の健
康意識向上のための“つながる”歯科保健活動を考
える」。健やかな体の育成を重点努力目標に，日常
生活の中で，健康を意識した生活に留意し，心身共
に健康で主体的に行動できる生徒の育成に取り組ま
れている。取り組みの柱の一つは，『“みがける”歯
みがき』を定着させること。一小一中の校区の特性
を生かし学校歯科医と連携して，小中合同の学校保
健員委員会を開催し，「メディアと睡眠」「歯みがき
指導の充実」など共通したテーマに，小・中が連続
して課題解決に取り組んでいる。また，地域歯科衛
生士によるブラッシング指導や地域の養護教諭会と
連携して研究を深め，啓発ツールを共同作成してい
る。もう一つの柱である『かむこと』を意識した食
事を実践する取り組みでも，一小一中の連携を活か
して小学校の栄養職員と連携し「給食に噛むメ
ニューを取り入れること」の意味等を生徒に伝え，
生徒主体の活動へ結び付ける素晴らしい取り組みを

発表いただいた。
一方，文京区立第六中学校は，区の学校自由選択
制度により２０校以上の小学校から生徒が集まってく
るが，学校・家庭・地域など多くの方の協力を得た
組織づくりをし，平成２３・２４年度には，「生きる力
をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」の指定を
受け，中学生としての発達段階を踏まえ，生徒自ら
が，自己の健康を考え行動し，それが望ましい生活
習慣へと発展するテーマを設定し，文京区に推進委
員会を設置，その成果を文京区立校・園に普及する
ことを目指している。その取り組みは，「指導」と
「啓発」の両面から行われ，指導面では，学校歯科
医や大学との連携により，味覚検査や食育の授業を
展開，一方，啓発面からは，生徒保健委員会による
歯みがきソング・歯科アニメの制作などは，生徒の
意識を高める素晴らしい取り組みとなっている。
コメンテーターの大阪教育大学の小山健藏教授
は，『歯・口の健康づくりのような活動は，学校全
体の体制が大きく影響する。子どもたちの行動変容
を目指す明確な目標を持ち，教育すなわち「学習」
と「指導」の両面から取り組んでいくことが重要で
あり，歯・口の健康づくりでは多くの人との連携が
必要となる。「連携」を実践することは難しいが養
護教諭と学校歯科医が積極的にかかわっていき，子
どもの健康課題を共有することが「連携」である』
と結ばれた。

「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～

社団法人日本学校歯科医会 理事 野村圭介

中学校 部会

第７７回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ
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学校現場において，子どもの発育・発達にとって

基本的な生活習慣や生活リズムの獲得，食に関する

基本的な理解，さらに，コミュニケーション能力な

どが教育の中では大変重要な課題である。本大会の

メインテーマである『「生きる力」をはぐくむ歯・

口の健康づくりの展開を目指して』，サブタイトル

にある「学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の

健全な発達支援を考える」上で中学校部会の議論は

大きな意義を持つと考える。中学生になると，第二

次性徴を迎えて，身体的にも精神的にも子どもから

大人へと近づく。免疫機能が高まり，中学生になる

と病気がちだった子どもも元気になる。その分，健

康に関する意識の希薄化がうかがえる。一方，課外

活動への参加や塾通いなどによる食事や睡眠といっ

た生活リズムが不規則になる時期でもある。今回の

中学校部会の研究発表は，子どもたちが「歯・口の

健康づくり」を通して，自分の健康に関心を持ち，

進んで望ましい生活習慣の獲得を明確に示す内容で

あった。養護教諭と学校歯科医との連携から始まっ

た取り組みと歯・口健康づくり推進事業から始まっ

た取り組みの違いはあるが，教職員全体で子どもの

健康を育む，この姿勢こそが子どもの健康へ繋がる。

熊本県熊本市立富合中学校の研究発表では，「み

がける歯みがき」の定着という課題で，確実に歯の

汚れを落とすための歯みがきの質の向上を求めた。

そのために，学校歯科医との連携，歯科衛生士との

連携，特に，小・中学校との連携は，学校保健委員

会活動として合同で「メディアと睡眠」「歯みがき

指導の充実」を実施し，小学校での食後の歯みがき

習慣が，中学校でも食後歯みがきができることへと

繋がっており，評価できる実践であった。また，地

域養護教諭会との連携として，「思春期における

歯・口の健康づくり」をテーマに研究を深めておら

れることも評価されるべき取り組みであった。「か

むこと」を意識した食事については，学校栄養職員

との連携や生徒給食委員会活動での朝食のメニュー

の提案がされ，歯科保健活動に親しみ，食事をすれ

ば歯をみがくが習慣化されていることがうかがえ

た。

東京都文京区立第六中学校の研究発表では，文京

区に推進委員会を設置されたことは特筆すべきであ

る。保健指導部会・実施部会・連携部会を設け，学

校での実施体制を明確にし，取り組まれたことは評

価されるべきである。指導面と啓発面から取り組ま

れ，前者は，学校歯科医との連携では，むし歯を測

定する「ダイアグノデント」で客観的データを収集

された。東京医科歯科大学との連携では味覚検査，

学校栄養士の食育など各種連携から実践された。特

に，歯と口の健康教室は，総合的な学習の時間を活

用され，授業されたことは大いに評価されるべきで

ある。後者は，保健委員会を活用し，歯みがきキャ

ンペーン，歯みがきソングの募集を実施しCDを作

製，校内で放送された。これらの取り組みは，この

地域の学校・園に，多くのつながりと広がりを生む

意義深い取り組みであると大変評価される。

学校歯科医の先生方が，養護教諭に積極的にかか

わっていただき，養護教諭と連携をお願いしたい。

教育は，学習と指導で構成される。学習もお願いし

たい。子どもの健康を育む取り組みを今後も一層期

待したい。

教職員と学校歯科医との連携で
子どもの健康を育む

大阪教育大学教育学部養護教育講座 教授 小山健藏

コメンテーターより
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今大会の高等学校部会では「地域の健康課題を意
識した歯・口の健康づくりの進め方について～天草
地区養護教諭部会との連携及び生徒保健委員会の活
動を通して～」をテーマに熊本県立天草高等学校の
山川さおり養護教諭と，『「食」を通して考える自律
的な歯と口の健康づくり～全日制・夜間定時制での
それぞれの取組～』をテーマに長野県野沢南高等学
校 佐々木夕貴子養護教諭・横山美香養護助教諭に
研究発表をしていただいた。
熊本県立天草高等学校は，天草地区養護教諭会と
の連携により実態調査を行い，その結果，目標を「歯
の健康を保とうとする意識の向上と歯科受診率の向
上をめざす」とした。生徒保健委員会中心に進めら
れた天草高等学校の活動は，計画の初年度，２年生
の保健委員が学校歯科医の指導の下，集団保健指導
「歯周病について」を行い，啓発DVD「正しい歯
みがき方法について」を作製，文化祭にて発表を
行った。次年度には熊本県保健所主催の保健指導の
エキスパート育成事業「８０２０推進員育成講座」を生
徒自身が受講，歯科保健のエキスパートとして後輩
に「むし歯や歯周疾患について」の指導を行い，前
年同様，文化祭においては「歯や歯茎の大切さ，歯
科受診の必要性について」DVDを放映し啓発に努
めた。保健委員を中心に生徒自身が自ら学び，気づ
き，他者へ指導，また，近隣の特別支援学校に対し
て，special needs の児童生徒に即した内容に改編
したDVDを作製，資料提供を行った。この思いや
りの気持ちに感動した。「受診率の向上」の試みと
して，「歯科健康診断のお知らせ」を通知表ととも
に保護者へ郵送，保護者との連携に繋げた。地区全
体で行ったことで，養護教諭の認識が統一，学校間
での温度差を少なくしようとした試みは素晴らしい
と思われた。

長野県野沢南高等学校は，保健委員が行った意識
調査の結果，「朝食の欠食率１割」と食への関心は
高いが，「よく噛まずに飲み込んでいる」との回答
６割と「噛む」ことへの意識が低いことを考えて，
「噛むことの重要性」を捉えた授業展開を行った。
「発達と保健」選択講座を中心とした「幼児の歯に
よいおやつ」の取り組みは，学校歯科医による研修
会において，専門知識を習得，その後，「幼児の歯
によいおやつ作り」を計画，調理，試食を繰り返
し，その結果，歯に悪い食材，良い食材，幼児にお
けるおやつの概念，噛むことが口腔機能へ及ぼす影
響等，幅広い研究の結果できたおやつの試食，考察
をまとめ，近隣の保育園にリーフレットとして配布
を計画した。他者を意識した健康づくりの結果は自
分の健康の見直しへ通じ，将来のプレママ，プレパ
パの実践に小児歯科医として感激した。また，半社
会人の夜間高校の生徒への歯・口の健康づくりの啓
発は，忙しい社会人への啓発同様に難しいものと考
えた。仕事に疲れた成人に対して「むし歯を治す」
のは当たり前のことだが，時間に追われて「受診時
間がない」の言い訳は自分をしても「医者の不養
生」を否めない。配布物，掲示板等を利用したほ
か，少ない時間設定のなかで，学校歯科医による歯
科保健指導を実施し，生徒の意識改善を図った。結
果は受診率の向上に繋がった。
高等学校の健康教育は時間設定が難しいと考えら
れるが，文化祭，LHL，選択教科等，工夫によっ
て実践可能を示してくれた２校の発表であった。
保健教育の最終ステージは，将来親になりうるだ
ろう彼らに対して，生涯を通じた健康づくりのス
タートと考えられる。生まれる前から継続した保健
教育の一歩は高等学校から！

「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～

社団法人日本学校歯科医会 理事 兼元妙子

高等学校 部会

第７７回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ
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学校保健の２本柱は保健管理と保健教育である
が，これらは車の両輪として機能することで初めて
学校保健が円滑に運営される。したがって，両者の
活動が一方だけに偏れば学校保健という車は一向に
前には進まず，同じ場所を堂々巡りしてしまう。す
なわち，それぞれの事業活動を滞りなく実施するこ
とだけに目を奪われていては，「生徒児童の生涯を
通じて生きる力を育む」という学校保健の本来の目
的を前進させることが忘れてられてしまいかねな
い。さらに学校保健安全法には大学に学校歯科医を
置く必要がないと規定されていることから，高等学
校卒業後は学校歯科保健の恩恵に与ることはできな
い。また，産業保健では歯科保健は酸蝕症などの特
殊な職業性疾患の管理のみが対象であり，通常の健
康維持・増進に主眼を置いた歯科保健管理が実施さ
れることはほとんどなく，地域保健においても健康
増進法で市町村に努力を義務づけられた歯周疾患検
診の対象となる４０歳までは歯科保健管理は本人任せ
である。
今回の領域研究協議会では熊本県と長野県から各
１校の高等学校における学校歯科保健活動の取り組
みについて紹介があった。熊本県立天草高等学校の
山川さおり先生からは，天草地区の県平均より高い
むし歯保有率を背景として，勤務校の生徒が４０％と
極めて高いむし歯未処置歯保有率を示すという状況
の改善を目指し，天草地区養護教諭部会との連携お
よび生徒保健委員会の活動を通した取り組みが紹介
された。その結果として職員の意識の向上と地域歯
科医療従事者との連携の深まりが得られ，さらに生
徒の歯科保健に対する関心の高まりとともに受診率
の改善がみられたとのことであった。
長野県野沢南高等学校の佐々木夕貴子先生と横山
美香先生からは，「食」というキーワードを中心に
した全日制ならびに夜間定時制での将来を見据えた
取り組みおよび生活習慣を見直す取り組みの報告が
あった。全日制では「発達と保育」と題した食育授

業で食べることを学ぶことで「かむこと」や「歯に
良い食べ方」の動機付けや次世代の健康づくりに向
けた系統的な学習への発展に繋がる成果があった。
また，夜間定時制では歯科保健の情報発信を活発化
し，さらに８０２０運動推進特別事業を活用した歯科保
健指導により，清涼飲料水の摂取方法等の「食」を
含む生活習慣に対する意識の変化によって，未処置
歯を放置する生徒が６０％から３０％に半減するという
劇的な改善がみられた。
両校の取り組みは，高校生が卒業後も自らの口腔
の健康に気遣うということのみならず，将来親とな
り次世代の子どもたちの口腔管理に関心と責任を持
つ社会人へと育成するという点で大きな意味を持つ
ことを示唆している。その一方で，その意識や情熱
を継続させることが難しいことも否めない事実であ
る。歯科健康診断を受診して得られる情報が児童・
生徒に理解できる形で提供され，そのことを踏まえ
て自らの口腔の健康が持つ意味を考えさせること
で，自律的な口腔保健の向上を目指すマインドの醸
成が重要であることは言うまでもないが，それを支
える周囲環境の整備もまた大切である。会場からは
教職員が歯科健康診断を進んで受診するべきではな
いかとの意見があったが，正にこの点の充実に向け
たご指摘であったと思う。一挙にすべてを改善する
ことは難しく，一つ一つの積み重ねが鳥瞰図として
みれば大きな進歩となることを忘れてはならない。
コメントの締めとして，雑誌「プレジデント」に
掲載された退職者の後悔アンケートで「歯科健康診
断を受けておけば良かった」との回答が第一位の後
悔であったことを紹介させていただいたが，これか
らの若者にそのような後悔をさせないための歯科健
康管理と歯科保健教育が学校歯科保健に求められて
いることを我々は認識すべきであろう。今回の協議
会でご紹介いただいた両校の取り組みが，到来する
超高齢化社会において口腔保健が健康寿命の延伸に
寄与するための一里塚となることを願っている。

「後悔先に立たず」
－高等学校卒業までに口腔の健康の大切さを理解することで
健康寿命を享受できる国民の育成を目指そう－

九州大学大学院歯学研究院口腔保健推進学講座口腔予防医学分野 教授 山下喜久

コメンテーターより
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今大会の主題と副題を受けて，「歯・口の健康づ
くりを通じて特別支援学校における食育と口腔機能
の健全な発達支援について考える」を部会課題とし
て，２校の研究発表が行われた。
研究発表１：熊本県立菊池支援学校の養護教諭の
松村千恵子先生が，「よい歯でよく噛みよい体！～
歯・口の健康意識の向上を目指して～」と題して発
表された。学校は小学部・中学部・高等部の構成
で，高等部で一般学級（知的障害のみ）と重複学級
（知的・肢体不自由）に分けられる。特記すべきこ
とは，事前アンケート実施することにより，実態把
握に活用されて，児童・生徒対象の取り組み，保護
者対象の取り組み，職員対象の取り組みに分けて対
応していること。よって，それぞれの取り組みに今
後の課題が，浮き彫りにされていることを挙げる。
研究発表２：千葉県立特別支援学校流山高等学園の
養護教諭の淵上由美先生が，『本校における「歯科
保健教育」の取り組み～健康な社会生活を目指して
～』と題して発表された。この学校は学校歯科保健
に関して県や全国で優秀賞を受賞している優秀な学
校で，なおかつ，生徒も比較的軽度の障害で，ほぼ
全員が就職をする。特別支援校の理想である「自立
する職業人を育てる」教育活動をしている。特記す
べきことは，高校卒業後につながる歯科健康管理を
するかを考えていることで，今後の課題として，地
域や関係諸機関との連携を図り，個別指導にも重点
を置き，予防教育にも力を入れ，卒業後も良い歯，
歯肉の状態を維持する歯科保健教育の推進に努めた
いとしていることを挙げる。
なお，各発表詳細は大会要項（Ｐ１５１～）をご覧
いただきたい。

日本大学名誉教授の赤坂守人先生より，小児歯科
学専門・前 日本学校歯科医会常務理事の立場から，
「両校ともむし歯罹患率が低下する中，受診率を上
げる努力をしている。保健計画の充実が大切で，保
護者との連携が不可欠になってくる。特別支援学校
では，保健指導・保健相談が重要であり，学校歯科
医と養護教諭（担任）が連携することが大切であ
る」と講評があり，『特別支援が必要な児童に対す
る学校歯科保健』（デジタルブック）が日学歯ホー
ムページよりダウンロードできるので，是非参考に
してほしい，と補足された。
向井美惠日本学校歯科医会常務理事より，「特別
支援学校では生活支援的要素が大きいので，視覚に
訴える指導，きめ細かい指導が必要である」と補足
をいただいた。
その後，質疑応答では両校に活発な質問がなされ
た。
特別支援学校は，個別支援学校と考える。一人ひ
とりの能力の差によって，学校歯科保健の対応を変
えていく必要がある。通常学級にも何らかの支援を
必要な生徒が６％程度いて，特別支援学校も増えて
いる現状で，集団的なアプローチから個別的アプ
ローチへ変わるのには，学校現場はますます大変に
なると思われる。この問題を解決するには，多くの
情報を共有し，対応するしかない。多くの問題を抱
え，学校現場は日々大変だと思うが，学校支援教育
に関わる方は，今後も各自の支援学校の歯科保健活
動をどんどん発信していただきたい。
発表された両先生ならびに赤坂先生，向井先生に
感謝申し上げるとともに，熊本県歯科医師会の先生
方および関係各位に感謝を申し上げ，締め括る。

「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して
～学校歯科保健で取り組む食育と口腔機能の健全な発達支援を考える～

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 長沼善美

特別支援教育 部会

第７７回全国学校歯科保健研究大会 事後抄録

領域別研究協議会

座長のまとめ
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研究発表１は熊本県立菊池支援学校，養護教諭，
松村千恵子先生より発表があった。
本校は知的障害のある小学，中学，高等各部１４２
名の児童生徒が在籍している。歯および口腔状況
は，むし歯経験保有者が熊本県と比較し高く，特に
未処置歯保有者は６２．９％である。その他，歯肉炎を
有する児童が全体６４．３％と高い。職員への食に関す
るアンケート調査結果より，１口量の噛む回数が少
なく噛まずに飲み込む様子が多くみられる。アン
ケート調査の結果を踏まえ，以下のような取り組み
を実施している（一部の紹介）。児童生徒対象には
「噛ミング３０（カミングサンマル）運動」の推進。
保護者対象には啓発資料の配布として食育便り，生
活習慣チェック票，肥満予防資料など。職員対象の
取り組みとして食育アンケート調査の結果報告，食
育啓発資料の配布，職員研修の実施など活発に行っ
ており，その成果と課題の検証が行われている。
研究発表２は千葉県立特別支援学校流山高等学
園，養護教諭，淵上由美先生より発表があった。学
園は，軽度の知的発達障害のある生徒が在籍し，卒
業後は大半が一般の事業所に就職している。卒業後
の健康的な社会生活を目指した健康づくりに「課題
意識を持って取り組むことができる力の習得」を目
指し，健康を維持するために最も大切な「歯と口の
健康づくり」に重点をおいた健康教育を推進してい
る。歯科健康診断結果では多くの生徒が歯，歯肉の
状態が良好であって，全国平均値を下回っている。
例えば健全歯率が約半数を保持している。従来は歯
科医療機関での受診率が低かったが，受診に際し園
の職員が引率し歯科医に生徒の特性を説明するなど
努力の結果，近年は増加している。従来は食育関係
に関する健康教育および保健指導を行う機会が少な
かったが，最近ではその機会も増加している。
コメンテーターとして以下の発表を行った。
１）近年の障害の概念および特別支援教育の目標：
障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向

けた主体的な取り組みを支援するという視点に立
ち，幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把
握し，持てる力を高め，生活や学習上の困難を改
善または克服するため，適切な指導および必要な
支援を行う。
２）特別支援教育の歯・口の健康づくりの意義と対
応：今後はQOLの向上に寄与する生活機能の支
援的視点から，障がいのある学童の歯・口の健康
づくりが望まれる。
３）歯科健康教育（とくに食育）の成果を高める条
件：①歯科保健指導に関する全体計画，②食育の
全体計画との関連，③保護者，地域，学校歯科
医，養護教諭，学校栄養士等との連携，④学校
（拡大）保健委員会の活性化。
４）歯・口の健康づくりを目指す食教育の内容：
①よく噛むなど「食べ方」（噛ミング３０運動）の
食教育，②五感で食べ育むための味覚等五感料理
教育，③歯・口の疾病予防，健全保持のための食
事・間食指導，④学校給食に関する食べ方，姿
勢，食具・食器などの食教育，⑤窒息，誤嚥予防
の安全・安心のための食指導。
５）食べる（摂食）指導：その障害の程度を認識
し，摂食・嚥下機能の発達段階を見極めることが
必要。具体的な配慮として①生活リズムの確立，
②食前の準備，③環境整備，④子どもの姿勢と介
助者の位置，⑤食形態と介助の仕方，⑥十分な食
事時間の確保，⑦食後のケアなど。
６）むすび：近年改正された「学校保健安全法」が
目指す理念や方向性，あるいは現代の学童が抱え
ている健康課題の多様化・深刻化に対応するに
は，個人的アプローチの活動・展開が必要とさ
れ，さらに家庭，地域との連携が求められてい
る。この点からも，すでに障がいのある児童生徒
の特別支援教育および保健活動の課題は，今後の
すべての学校歯科保健活動に対し，先進的にさま
ざまな課題が提示されている。

歯・口の健康づくりは生活機能の支援的視点から

日本大学 名誉教授 赤坂守人

コメンテーターより
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群馬県伊勢崎市境地区は新幹線の本庄早稲田駅から車で３０分ほどの，のどかな田園地帯に位置してい
る。境西中学校と境剛志小学校は同じ敷地内のように隣り合っており，二校が推進指定地域として選ば
れている。ほとんどの児童生徒が境剛志小学校から境西中学校に進学しており，あたかも小中一貫校の
趣を呈しているため，学校保健活動も連続性を保って行えると思われる。土地柄か純朴な児童生徒が多
いとのことであったが，明るい挨拶も自然で非常にすがすがしい印象が持てる学校であった。平成２５年
１１月２９日，境剛志小学校６年生と境西中学校全校，学校関係者の４００名弱を対象に「よくかんで脳も体
もイキイキ生活～咀嚼と学力・運動能力の関係から～」とのタイトルで１時間ほどの講演を行った。内
容は平均寿命と健康寿命の差を小さくするためには小・中学校のころから身体に気を付けなければいけ
ないこと，そのためには噛むことがいかに大事であるかを次のような項目で講演した。

１．顎の構造
２．噛むことの大切さ
① 顎を発達させ歯を丈夫にする
② 噛み砕くことで消化を助ける
③ 唾液の働きを促進する
④ 大脳を刺激する
３．食べ方について（食教育）

後日，講演について児童生徒に行ったアンケートの結果をいただいた。よく噛むことが身体によいこ
とは薄々感じてはいたようだが，図や動画の資料を提示することにより改めて歯や噛むことの重要性を
感じ，これからの生活に生かしていきたいという感想が多かった。今後の推進指定校としての活動の一
助となると幸いである。

◆初年度の総仕上げ！◆

群馬県伊勢崎市境地区

小中合同歯科保健講演会について ◆苅部 充
（生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進委員会 委員）
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第６０回日本学校保健学会（平成２５年１１月１６・１７日 東京 聖心女子大学，大会長 衞藤 隆先生）
において，平成２３・２４年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」で，５２指定校
の学童を対象に実施した生活習慣等に関する質問調査の解析結果について発表した。抄録（学
校保健研究 ５５，Suppl．２４５，２０１３）および発表ポスターは以下のとおりである。

【目 的】社団法人日本学校歯科医会では，「生き
る力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」
（本事業）を展開している。平成２３・２４年度では
幼・小・中・高・特別支援学校計５２校を指定して
本事業を実施した。その際，学童を対象に，本事
業開始前後に生活習慣等に関する質問調査を行っ
た。今回は小学校について解析したので報告す
る。

【対象と方法】対象は，本事業指定校の小学校４０校
（平成２３→２４年度：１→２年生 １，７８９名，３→４
年生 １，９５３名，５→６年生 ２，０１０名）である。質
問調査は，本事業開始前（事前）と次年度（事
後）に実施した。調査項目は生活習慣８項目，食
習慣９項目，歯みがき習慣８項目の計２５項目で，
「はい・いいえ」で回答してもらった。分析は事
前・事後の各項目の回答状況について，学年ごと
で集計を行い，カイ二乗検定を行った。

【結果と考察】生活習慣では，１→２年生「ハンカ
チ，ティッシュを持って行く」，３→４年生・５
→６年生では「忘れ物をしない」で，食習慣では，１→２年生・３→４年生で「よく噛んで食べる」，「清
涼飲料水を飲まない」で有意に改善していた（Ｐ＜０．０１）。歯みがき習慣に関しては，１→２年生では
有意な変化はなかったが，「朝食後の歯みがき」は，３→４年生，５→６年生で，「昼食後の歯みが
き」，「フッ化物入り歯磨剤を選ぶ」，「フッ化物洗口，塗布をしたことがある」は５→６年生で有意な改
善があった（Ｐ＜０．０１）。

発表では，学校保健教育担当者や養護教諭など多職種から，各指定校の具体的な活動内容お
よび評価についての多くの質問があり，また，「歯科保健がこのような取り組みをしているこ
とを初めて知った」との意見もあった。今後，本会ならびに本委員会の活動を多職種の集まる
このような場で情報提供することの重要性を強く感じた。

第６０回日本学校保健学会について 福田雅臣
（生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進委員会 委員）
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歯や口に関心をもち，生涯にわたって
自分の体を大切にする子どもの育成

新潟県新潟市立新飯田小学校

本校は，全校児童８３名の小規模校である。新潟市の最南端に位置し，信濃川と中ノ口川に囲まれた昔ながらの
農業地域である。学校行事などでは，地域とのつながりも強い。二世帯同居の家庭も多く，家族の目がよく行き
届いている。このような環境の中で，児童は素直に健やかに育っている。歯と口の健康を含めた生活習慣の改善
や向上には家庭の力が不可欠である。これまで以上に家庭と協力し，児童自身が歯と口をきっかけに自分の体や
健康の大切さについて知り，生涯にわたって自分で自分の体を守っていける力を身につけさせたいと考え，本主
題を設定した。

〈実施内容〉
⑴ 歯みがきの習慣化を目指した取り組み
毎日の給食後の歯みがきは，音楽に合わせて学級一斉に行っている。
また，縦割り班交流歯みがき週間（歯ッピー歯みがき週間）には，縦割り班ごとに
集まり歯みがきを行う。ペアになって歯ブラシチェックをし，高学年からみがき方を
みてもらったり，低学年の歯みがきの様子をみながら自分のみがき方を確認したりす
る。さらに，児童の歯に対する意識を高めるため，新飯田小オリジナルの歯のキャラ
クターを募集し，多くの応募の中から決定した。

⑵ 歯の授業の実施，「歯のインストラクター認定制度」実施
むし歯や歯肉炎の予防方法の理解と実践（６月），歯と口の健
康に関わる食生活の理解（９月～１１月）を目的として歯の授業を
行った。歯の授業後には，３～６年生に授業の内容を振り返らせ
るミニテストと歯のみがき方の実技テストを行った。このテスト
を「歯のインストラクター認定制度」と称し，合格した人に「歯
のインストラクター」の称号を渡した。

⑶ 「お口カルテ」作成，「歯のカウンセリング」実施
歯科健康診断の結果から一人ひとりの「お口カルテ」を作成し，口の中の様子を表
した。さらに「お口カルテ」を活用して，全校児童に「歯のカウンセリング」を学校
歯科医・歯科衛生士の方から行ってもらい，自分のどこにむし歯があるのか，どう
やってみがいたらよいのか，など個別に指導していただいた。

⑷ 児童保健委員会の活動
むし歯予防週間においては，歯みがきカード作成と歯の知識を問う縦割り班対抗のオリエンテーリングを実施
した。夏休みの歯みがきカレンダー集計から毎日３回歯みがきをした人の表彰，新飯田小歯のキャラクターの表
彰を行った。また，清潔な歯ブラシの保管を目的に歯ブラシケースの消毒を行っている。

⑸ 家族一緒に歯みがきの呼びかけ
児童の歯のみがき方を保護者に確認してもらい，歯みがきを楽しく行ってもらうことを目的として，家族一緒
に歯みがきを呼びかけた。「家族一緒に歯みがきカード」には，感想の他に家族と一緒に歯みがきをしている絵
を書いてもらったり，写真を貼ってもらったりした。

⑹ 学校保健委員会の開催
第１回学校保健委員会では，児童の実態・学校での取り組みを紹介し，学校医，学校歯科医，地域保健師，PTA
役員との意見交換を行った。第２回目は，１日フリー参観日に開催し，全校児童が参加，５・６年生が今年度の
歯科の取り組みについての発表を行った。

新飯田小学校
歯のキャラクター

はみがキングくんと
ぴかりん
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この度，本委員会の委員長を拝命しました。どうぞよろしくお願いいたします。本事業は，生
涯にわたる健康づくりのための望ましい生活習慣の形成につながる歯・口の健康づくりの取り組
みとして，１期２年で展開されています。本年度は平成２５・２６年度の１年目で，指定校として選
出された３０校が，現在様々な研究に取り組んでいます。その様子は「推進校なう」として日本学
校歯科医会のホームページでも随時紹介されていますので，ぜひご覧ください。
本委員会では，この事業の重要性を社会に向けて発信するために，過去のデータを分析した成

果を関連学会等で発表しています。昨年１１月に開催された第６０回日本学校保健学会においては，
福田雅臣委員ら１１名が，『「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」の評価に関する研
究－児童への生活習慣等に関する質問調査結果－』の演題でポスター発表し，好評を得ました。
今後も，歯・口の健康づくりを中心とした子どもたちへの健康教育の大切さを，このようなか

たちで社会に向けて積極的に発信していきたいと考えています。指定校の関係者の皆様には，中
盤にさしかかっておられる現在の研究を継続し，一層の成果を上げられることを期待しておりま
す。

生きる力をはぐくむ
歯・口の健康づくり
推進委員会
副委員長 田中 英一

生きる力をはぐくむ
歯・口の健康づくり
推進委員会
委員長 前野 正夫

今期，前野委員長のもとで副委員長を務めることになった田中です。私は中学校の学校歯科医
という立場で，委員会に参加させていただいています。
学校歯科保健のキーワードの一つに地域連携があります。指定校はその地域との連携を作りな

がら，児童生徒の健康づくりをすすめています。これまでの取り組みをみると，いずれも地域の
特徴を活かしたすばらしいものばかりです。
こうした取り組みがその学校の地域にとどまらず，例えば，町へ，市へ，県へと拡がって欲し

いと願っています。この拡がりが，地域の子どもたちの「生きる力をはぐくむ」ことにつながる
はずです。それには，地域の学校歯科医会との連携が大きな力となります。
委員会もさまざまな面から，皆さんのお手伝いができればと思っていますので，よろしくお願

いします。
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平成２５年７月２５日（木）午前１０時３０分から青森
県歯科医師会館で標記大会が開催された。
平川市立松崎小学校 葛西真未養護助教諭，む
つ市立関根小学校 竹森雅子教諭が，それぞれの
学校の口腔衛生の現状，歯科保健活動の実施状
況，課題を発表された。
次に初めての試みとして，「統計から見る青森
県の歯科保健の現状」について上十三歯科医師会
黒田雅仁会長より報告がなされた。青森県が短命
県であることの歴史は長く，その原因は生活習慣
にあり，むし歯，歯周疾患の罹患率も高くなって
いることを指摘され，今後は結果を分析し，問題
点や課題を把握して学校歯科保健活動を推進する
必要があると唱えられた。
午後は，青森市民病院心臓血管外科 高橋賢二
部長より「心臓疾患に影響を及ぼす歯科疾患と心
疾患患者が歯科治療を行う際の注意点，更に最近

の心臓手術の動向について」と題したご講演をい
ただいた。糖尿病と心疾患，虚血性心疾患と歯周
病のかかわり等のお話，心臓手術の動画を見るこ
とができ，非常に興味深いものであった。
続いて，明海大学 安井利一学長より「スポー
ツと歯・口腔の外傷」について講演を頂戴した。
スポーツ外傷の対策，歯の傷害と障害の違い，応
急手当のポイント等を説明され，安全教育は計画
的な指導と関連付けて行われるべきで，教職員の
共通理解を図り，役割の明確化，地域の関係機関
等との協力体制を整備して進めるようにしなけれ
ばならないと話された。
出席者は１３８名だったが，歯科医師の参加は２６
名と少ない。より多くの歯科医師の参加が今後の
課題となるところである。

（青森県歯科医師会 学校歯科委員会 村田浩伸）

青森県 平成２５年度 青森県学校歯科保健研究大会
「児童生徒の生活習慣病を口腔衛生の立場から考える」

加盟団体だより
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第８回千葉県学校歯科保健研究大会が，平成２５
年１０月２４日（木）に千葉県歯科医師会館２階大会
議室にて開催された。
本大会は千葉県下において「学校歯科医の職務
内容及び児童生徒の歯科保健の当面する諸問題に
ついて研修を深め，学校歯科保健の充実に資す
る」を趣旨とし，千葉県教育委員会・千葉県歯科
医師会が主催となり，千葉県学校保健会・日本学
校歯科医会が後援となり開催されている。
今回，日本学校歯科医会より清水惠太会長はじ
め多数のご来賓の方々，そして，県下各地より学
校歯科医，養護教諭，歯科衛生士，学校教育関係
職員等，２０４名の参加で開催された。顕彰式で
は，千葉県歯・口の健康に関する図画・ポスター
コンクール入賞者表彰，千葉県歯・口の健康啓発
標語コンクール（小中学生の部）入賞者表彰，学
校歯科医功労者表彰，養護教諭表彰，千葉県学校
歯科保健優良校表彰が行われた。
その後，千葉県学校歯科保健優良校（最優秀
賞）の研究発表として，八千代市立萱田中学校
養護教諭 種村千智先生，近藤範子先生による報

告がされた。
また，以下の演題のもと２名の講師の先生方に
よる講演がなされた。

①「成長期に身につけたい：『正しく噛む』と
は？ －口腔機能のメカニズム－」

東京歯科大学解剖学講座 主任教授

阿部伸一 先生
②「正しいかみ方と良い口もと －矯正歯科で
行っていること－」

東京歯科大学歯科矯正学科 病院教授

茂木悦子 先生

講師の先生方は，咀嚼機能について専門知識を
持つ我々歯科医師だけでなく，一般の人にも理解
できるよう基本的なことをわかりやすく説明さ
れ，とくに「口唇閉鎖」と「舌」が２大ポイント
であり，解剖と矯正の面から解説された。講師へ
の感謝状贈呈式を経て，盛況のうちに無事終了し
た。

千葉県 第８回千葉県学校歯科保健研究大会

加盟団体だより
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平成２５年１０月２４日（木）午後３時から神戸市総
合教育センター６０２号室において平成２５年度神戸
市学校歯科保健研修会が開催され，多数の学校歯
科医，学校関係者が参加した。
竹中 博神戸市歯科医師会学校歯科保健担当理
事の司会で開会した後，神戸市歯科医師会 住谷
幸雄会長から「幼稚園の養護教諭の先生方から数
年にわたってご要望のあった園長・養護教諭を対
象としたフッ化物洗口説明会が，平成２５年４月に
神戸市教育委員会の主催で開催できました。今後
も，神戸市歯科医師会と養護教諭研究会との懇談
会でいただいた意見も参考にしていただいて，神
戸の子どもたちの『歯・口の健康づくり』に貢献
できるよう事業展開を図ってまいりたいと思いま
す。また，本日の研修会では，歯科衛生士の視点
から学校関係者にお役に立つようなお話をしてい
ただけるものと期待しております。研修会で身に
つけられたことを先生方の学校においてお役立て
いただき，子どもたちが健康の大切さを認識して
より健康な生活を送るための実践力を養う一助と
なれば幸いです」との挨拶があった。
続いて，荒木武文神戸市教育委員会指導部健康
教育担当部長の挨拶の後，渡邉典子神戸市歯科医
師会学校歯科保健委員会委員より講師の紹介があ
り，兵庫県歯科衛生士会副会長上原弘美女史によ
る「『かむかむ』で歯も体も健康に！～噛むこと

の効能～」と題した講演が始まった。
１４歳の男子と７４歳の女性の２枚の口腔内写真を
比較し，ペットボトルのジュースばかり飲んで，
糖尿病に罹患し，口腔状態が悲惨な男子に対し
て，ブラッシングも普通，定期健康診断受診歴が
ないにもかかわらず良好な口腔状態を維持してい
るこの女性は，堅いものを食べることを好んでお
り『噛むこと』で唾液がたくさん出て，このよう
な結果になったと想像される。その他にも，脳の
活性化，顎骨の成長等に効果があると考えられ，
『噛むこと』の重要さを再確認させられた。
また，口腔状態が誤嚥性肺炎・インフルエン
ザ・脳梗塞・糖尿病等の疾病を増悪させるため，
口腔環境を整えることが健康に重要であると説明
された。健康で豊かに人生を送るためには，乳幼
児・小学生・中学生・高校生と，時期に応じた適
切な保健指導を受けることが必要で，「養護教諭
の皆さんは，子どもたちのその時期だけではな
く，その後の人生に大きく影響を与える重要な任
務であることを再認識していただき，適切な保健
指導をして欲しい」と強調された。
上原先生はテンポ良くお話しされ，大変わかり
やすく，時間の経過が早く感じられた研修会で
あった。
最後に，山本哲也神戸市歯科医師会学校歯科保
健委員会委員が閉会の辞を述べ終了した。

神戸市 平成２５年度 神戸市学校歯科保健研修会
日時：平成２５年１０月２４日（木）１５：００～１７：００
場所：神戸市総合教育センター６０２号室

加盟団体だより
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平成２５年１１月２８日（木）午後１時より群馬会館
において平成２５年度第２３回群馬県歯科保健大会が
「食べること，健康であること，美しくあるこ
と，全ては人々の幸せのために！」をメインテー
マに開催された。大会は，参加者２４４名のもと盛
大に行われた。
最初に表彰式典が行われ，続いて学校歯科保健
分野の事例研究発表が行われた。「歯と口の健康
づくりをめざした学校歯科保健活動」をテーマ
に，いずれも力の入ったレベルの高い事例研究５
題が発表された。その中の前橋市立天川小学校
（児童保健委員会）の発表では，プラーク染め出
しの学習によってみがき残しの部位がわかったこ
とから，学校歯科医と連携して「歯みがき教室」
を開催し，歯みがきのポイントや一人ひとりの歯
にあったブラッシングを身につければプラークの
減少につながるのではないかと考え，１０名の参加
者を募り教室を開いて研究を行った。結果とし
て，養護教諭の指導のもと，学校歯科医の積極的

介在によりDI の低下がみられた。この結果につ
いて，歯ブラシの使い方等に関する学校歯科医か
らの具体的なアドバイスが役立ったほか，学校歯
科医と連携して取り組めたことで，よりよい成果
を得られたとの発表であった。参加した学校歯科
医にとっても，学校現場での生の声を聞くことが
でき，有意義な研修となった。
なお，当日は学校歯科保健分野では，他に沼田
市立利南東小学校が「自分の歯・口の健康に関心
を持ち，気づき・考え・実践できる児童の育
成」，群馬県立前橋工業高等学校が「スポーツ選
手と丈夫な歯の関係について」，群馬県立太田工
業高等学校が「部活動から広がる歯と口の健康づ
くり」，最後に群馬県高等歯科衛生士学院が「私
たちの学校歯科保健活動 第３報 吉岡中学校
歯科保健指導 実習」をテーマに事例研究発表が
なされた。
最後に，地域歯科保健分野の発表が行われ，大
会はつつがなく終了した。

群馬県 平成２５年度 第２３回群馬県歯科保健大会

加盟団体だより
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平成２５年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール入選者一覧

地区
幼稚園の部 小学校低学年の部（１～３年生） 小学校高学年の部（４～６年生）

幼稚園名 年齢 氏 名 学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名

北海道 ― ― ― えりも町立東洋小学校 ３ 中 野 蒼 彩 北海道教育大学附属釧路小学校 ６ 金 古 桃 香
札幌市 ― ― ― 札幌市立定山渓小学校 ３ 奥 原 芽 依 札幌市立定山渓小学校 ６ 大 野 良
青森県 ― ― ― 八戸市立桔梗野小学校 ３ 尾 﨑 さ ら 弘前市立草薙小学校 ４ 須 藤 遼 大
岩手県 学校法人野田学園認定こども園甲東幼稚園 ４ 渡 部 凛 山田町立轟木小学校 ２ 篠 澤 麻 衣 釜石市立甲子小学校 ６ 髙 木 悠
秋田県 ― ― ― 秋田市立飯島南小学校 ３ 金 田 美 紅 秋田市立日新小学校 ５ 安 藤 愛 華
宮城県 ― ― ― 登米市立石森小学校 １ 佐 藤 實 城 仙台市立根白石小学校 ６ 大 平 か な
山形県 ― ― ― 鶴岡市立朝日大泉小学校 １ 田 村 実 村山市立冨本小学校 ５ 海老名 俊 輔
福島県 ― ― ― 天栄村立牧本小学校 １ 太 田 匠 白河市立釜子小学校 ４ 小 磯 優
茨城県 ― ― ― ― ― ― つくば市立前野小学校 ６ 池 島 公太郎
栃木県 ― ― ― 足利市立北郷小学校 ３ 須 藤 亜 絆 足利市立富田小学校 ６ 清 水 裕 理
群馬県 ― ― ― 太田市立毛里田小学校 ３ ◎小 林 姫 奈 沼田市立沼田小学校 ６ 浅 沼 寛 奈
千葉県 ― ― ― 柏市立光ヶ丘小学校 ３ 浦 千 聖 大多喜町立西小学校 ６ 渡 邉 敬 子
埼玉県 ― ― ― 和光市立本町小学校 ３ 近 藤 理 央 本庄市立中央小学校 ５ 若 山 拓 生
東京都 学校法人聖コルベ学園聖母の騎士幼稚園 ６ 大 和 瑞 季 品川区立第二延山小学校 １ 藥王寺 和 奏 足立区立島根小学校 ４ 鈴 川 颯 大
神奈川県 ― ― ― 横須賀市立城北小学校 １ 竹 本 聖 平塚市立富士見小学校 ４ 山 﨑 隆 世
川崎市 ― ― ― 川崎市立井田小学校 ３ 今 関 ひなた 川崎市立末長小学校 ６ 佐 藤 明 音
山梨県 ― ― ― 北杜市立長坂小学校 ２ 冨 樫 麻 子 山梨県立ろう学校 ６ 新 村 友 望
長野県 学校法人浅川学園ひかり幼稚園 ６ 望 月 由 菜 辰野町塩尻市小学校組合立両小野小学校 ３ 矢 島 百萌花 伊那市立美篶小学校 ５ 大 脇 歌 歩
新潟県 学校法人わかば幼稚園 ４ 加 藤 優 太 糸魚川市立糸魚川小学校 １ ◎林 美沙希 新潟市立亀田小学校 ４ 駒 野 梢 太
静岡県 認定こども園あそびこども園浜松 ５ ★内 藤 孔 稀 南伊豆町立南伊豆東小学校 ３ 山 本 シオン 松崎町立松崎小学校 ６ 山 本 典 佳
愛知県 ― ― ― 東浦町立片葩小学校 ３ 向 井 優 天 新城市立東郷西小学校 ６ 伊 藤 愛 里
名古屋市 ― ― ― 名古屋市立露橋小学校 ３ 澤 井 初 奈 名古屋市立枇杷島小学校 ４ 松 藤 杏 奈
岐阜県 ― ― ― 高山市立新宮小学校 ２ 瀬 上 琴 音 大垣市立興文小学校 ６ 小 島 瑞 歩
三重県 松阪市立松江幼稚園 ５ 森 川 瑞 己 伊勢市立小俣小学校 １ 向 井 萌々花 桑名市立益世小学校 ４ 岡 村 ひなた
石川県 ― ― ― 小松市立符津小学校 ２ 中 川 明 人 志賀町立土田小学校 ５ 稲 岡 真 愛
福井県 ― ― ― 坂井市立春江小学校 ２ 砂 原 七 生 鯖江市進徳小学校 ４ 土 屋 諒 佳
富山県 ― ― ― 魚津市立道下小学校 １ 本 元 俊 成 射水市立下村小学校 ５ 二日市 凜
滋賀県 大津市立堅田幼稚園 ６ 藤 本 凛 甲賀市立信楽小学校 ２ 友 方 歩 実 彦根市立佐和山小学校 ６ 南 咲 希
和歌山県 海南市立大野幼稚園 ５ ◎冨 岡 昊 矢 和歌山市立中之島小学校 １ 足 立 拓 彌 紀美野町立小川小学校 ６ ★宮 下 天 翔
奈良県 ― ― ― 吉野町立吉野北小学校 ２ 橋 本 太 朗 奈良市立右京小学校 ５ 原 田 真 弥
京都府 ― ― ― 長岡京市立長岡第四小学校 ２ 村 上 彩 俐 京都市立西京極西小学校 ６ 片 山 真理奈
大阪府 私立箕面桜ヶ丘幼稚園 ５ 村 田 英 龍 箕面市立西小学校 ３ 谷 奈美佳 堺市立登美丘西小学校 ５ 浅 野 ほのか
大阪市 ― ― ― 大阪市立東田辺小学校 ３ 藤 本 真 央 大阪市立東桃谷小学校 ４ 青 山 日 菜
兵庫県 ― ― ― 加古川市立八幡小学校 ２ ☆★前 田 知 志 西宮市立広田小学校 ５ ◎米 原 冴 侑
神戸市 神戸市立おしんべ幼稚園 ５ 村 主 優 神戸市立雲中小学校 ３ 古 家 頌 己 神戸市立垂水小学校 ６ 奥 木 万都佳
岡山県 岡山市立古都幼稚園 ５ 池 田 和 葉 笠岡市立陶山小学校 ２ 瀬 戸 悠 生 新見市立千屋小学校 ６ 後 藤 奈々穂
鳥取県 ― ― ― 大山町立大山小学校 ３ 内 田 匡 彦 琴浦町立東伯小学校 ５ 山 根 滉 生
広島県 ― ― ― 呉市立蒲刈小学校 １ 正 壽 美愛莉 尾道市立木ノ庄東小学校 ５ 藤 原 虎太郎
島根県 ― ― ― 邑南町立阿那須小学校 ２ 原 本 喜与那 浜田市立今福小学校 ４ 岡 田 泉
山口県 ― ― ― 岩国市立装港小学校 ２ 鶴 田 拓 士 下関市立吉母小学校 ６ 角 田 萌々子
徳島県 ― ― ― 吉野川市立学島小学校 １ 髙 田 佳 奈 吉野川市立学島小学校 ６ 鳥 海 匠

香川県 善通寺市立南部幼稚園 ５ 山 尾 修 都 綾川町立昭和小学校 ２ 佐 藤 大 智 さぬき市立松尾小学校 ５ 木 村 奈 愛
愛媛県 大洲市立河辺幼稚園 ６ 菅 結 音 宇和島市立岩松小学校 １ 藤 堂 由 唯 四国中央市立松柏小学校 ４ 高 橋 空 良
高知県 学校法人沢田学園みさと幼稚園 ５ 高 村 侑 希 四万十町立米奥小学校 １ 矢 野 陽 斗 四万十町立米奥小学校 ４ 大川内 里 奈
福岡県 私立碓井ひかり幼稚園 ５ ◎藤 嶋 奎 朝倉市立蜷城小学校 １ 西 岡 巧 陽 みやこ町立豊津小学校 ５ ◎前 田 晃 基
福岡市 ― ― ― 福岡市立箱崎小学校 ２ 久 冨 靜 福岡市立高宮小学校 ６ 北 園 彩 佳
佐賀県 ― ― ― 吉野ヶ里町立東脊振小学校 ３ 筒 井 陽 規 神埼市立千代田西部小学校 ５ 川 副 未 琴
長崎県 学校法人住吉清水学園諫早清水幼稚園 ５ 森 流 星 川棚町立川棚小学校 ３ 海 邉 健 世 壱岐市立田河小学校 ６ 高 田 奈菜実
大分県 竹田市立直入幼稚園 ５ 羽田野 喜 明 豊後大野市立三重第一小学校 ２ 大 野 拓 海 豊後高田市立香々地小学校 ４ 片 岡 渡 琉
熊本県 ― ― ― 山鹿市立千田小学校 ３ 富 田 愛理沙 玉名市立鍋小学校 ４ 橋 本 佳小里
宮崎県 学校法人三樺学園みまた幼稚園 ５ 下 石 晴 空 国富町立八代小学校 ３ 今 村 咲 来 小林市立小林小学校 ４ 田 中 美 宇
鹿児島県 姶良市立加治木幼稚園 ５ 竹 下 葉 奈 鹿児島市立犬迫小学校 ２ 奥 祐一郎 奄美市立東城小学校 ６ 原 奈乃子
沖縄県 ― ― ― 宜野湾市立大山小学校 ２ 上 原 快 天 東村立有銘小学校 ５ 徳 森 紅 愛

応募数 １９ ５２ ５３

総応募数 １９２点〔★＝最優秀賞６点（☆＝文部科学大臣賞２点），◎＝優秀賞１１点，無印＝佳作１７５点〕
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地区
中学校の部 高等学校の部 特別支援学校の部

学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名 学 校 名 学年 氏 名

北海道 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
札幌市 札幌市立中の島中学校 ３ 田 中 聖 菜 ― ― ― ― ― ―
青森県 弘前市立第一中学校 ３ 柴 田 嵩 之 ― ― ― ― ― ―
岩手県 盛岡市立大宮中学校 ３ 竹 場 ミラノ ― ― ― ― ― ―
秋田県 秋田市立泉中学校 ３ 田 口 幸 恵 ― ― ― ― ― ―
宮城県 岩沼市立岩沼北中学校 ２ ◎菅 野 汀 紗 ― ― ― ― ― ―
山形県 上山市立宮川中学校 ２ 村 越 水 ― ― ― ― ― ―
福島県 矢吹町立矢吹中学校 ３ 木 村 桜 子 ― ― ― ― ― ―
茨城県 常陸太田市立水府中学校 １ 天下井 裕 香 ― ― ― ― ― ―
栃木県 栃木市立栃木南中学校 ３ 佐々木 美 波 ― ― ― ― ― ―
群馬県 大泉町立北中学校 ３ 長 内 知 美 ― ― ― ― ― ―
千葉県 東金市立東金中学校 ３ 戸 田 南々帆 ― ― ― 千葉県立我孫子特別支援学校中学部 ３ 佐 藤 真利奈
埼玉県 川越市立初雁中学校 ３ 相 馬 和 弥 ― ― ― ― ― ―
東京都 中央区立晴海中学校 １ 中 山 可 琳 学校法人町田学園品川エトワール女子高等学校 ２ 北 嶋 麗 花 東京都立小平特別支援学校高等部 ３ 久 保 日向子
神奈川県 厚木市立睦合東中学校 ２ ◎藤 木 結 香 ― ― ― ― ― ―
川崎市 川崎市立中原中学校 ３ 佐和田 篤 姫 ― ― ― ― ― ―
山梨県 甲府市立北中学校 １ 深 沢 壱 晟 ― ― ― ― ― ―
長野県 南箕輪村立南箕輪中学校 ２ 池 上 瑠 里 ― ― ― 長野県松本盲学校小学部 ３ 降 旗 柚 結
新潟県 柏崎市立東中学校 ２ 福 原 未 夢 新潟県立佐渡高等学校 １ 酒 川 智 央 ― ― ―
静岡県 三島市立中郷西中学校 ３ ☆★野 村 隼 英 ― ― ― 静岡県立富士特別支援学校富士宮分校高等部 ３ 佐 野 萌 香
愛知県 ― ― ― ― ― ― 愛知県立豊橋聾学校小学部 ２ ★鈴 木 愛 奈
名古屋市 名古屋市立牧の池中学校 ３ 百 武 千 夏 ― ― ― 名古屋市立西養護学校小学部 １ 市 川 深 結
岐阜県 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
三重県 鈴鹿市立白子中学校 ３ 前 田 真 彩 ― ― ― ― ― ―
石川県 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
福井県 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
富山県 入善町立入善中学校 ３ 大 倉 怜 恵 ― ― ― ― ― ―
滋賀県 草津市立松原中学校 ３ 松 尾 由紀奈 ― ― ― ― ― ―
和歌山県 広川町立津木中学校 ２ 中 谷 美 海 ― ― ― 和歌山県立紀伊コスモス支援学校小学部 ５ 谷 口 茉 生
奈良県 奈良市立登美ヶ丘中学校 ３ 桝 井 沙 織 ― ― ― ― ― ―
京都府 京都市立烏丸中学校 ２ 藤井里佳・安田愛莉 ― ― ― ― ― ―
大阪府 堺市立金岡北中学校 １ 綾 野 惣 施 ― ― ― ― ― ―
大阪市 大阪市立東三国中学校 １ 腰 島 伊 織 ― ― ― ― ― ―
兵庫県 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
神戸市 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
岡山県 新見市立新見第一中学校 ３ 辻 原 彩 海 ― ― ― 岡山県立岡山聾学校 ６ 三 上 凱 瑠
鳥取県 米子市立東山中学校 ３ 山 田 遼 学校法人米子永島学園米子松蔭高等学校 ３ ★野 口 美 綸 鳥取県立鳥取聾学校小学部 ４ 山 縣 克 海
広島県 福山市立城南中学校 ３ 加 藤 百 香 ― ― ― ― ― ―
島根県 松江市立宍道中学校 １ 高 橋 優 希 ― ― ― ― ― ―
山口県 岩国市立岩国中学校 ３ 窪 田 梨 花 ― ― ― ― ― ―
徳島県 阿波市立土成中学校

※徳島県立富岡東中学校
２
３

長 濱 綾 花
秦 野 琴 菜

― ― ― 徳島県立板野支援学校小学部 ２ 佐 藤 由 菜

香川県 東かがわ市立大川中学校 １ 有 馬 里 南 ― ― ― 香川県立高松養護学校高等部 １ ◎緒 方 美 奈
愛媛県 西予市立野村中学校 ２ 石 谷 優 菜 愛媛県立松山中央高等学校 ２ ◎竹 葉 春 乃 愛媛県立新居浜特別支援学校高等部 １ 山 下 克 文
高知県 三原村立三原中学校 ３ 大 塚 美 咲 ― ― ― ― ― ―
福岡県 飯塚市立鎮西中学校 ３ 中 村 弥 知 ― ― ― 福岡県立久留米聴覚特別支援学校小学部 ６ 矢ヶ部 紋 可
福岡市 福岡市立百道中学校 ３ 小 柳 佳士朗 ― ― ― ― ― ―
佐賀県 佐賀市立鍋島中学校 ３ 田 辺 いずみ ― ― ― 佐賀県立ろう学校小学部 １ 竹 下 仁
長崎県 東彼杵町立彼杵中学校 ３ 我孫子 顕 大 ― ― ― 長崎県立諫早特別支援学校小学部 ６ ◎小 野 帆乃夏
大分県 大分市立判田中学校 ３ 八 尋 真梨絵 ― ― ― ― ― ―
熊本県 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
宮崎県 宮崎市立生目中学校 １ 風 早 愛 加 学校法人宮崎学園宮崎学園高等学校 １ 松 山 華 林 宮崎県立都城さくら聴覚支援学校小学部 ４ 神田橋 龍 星
鹿児島県 指宿市立開聞中学校 ３ 濵 迫 なる光 ― ― ― 霧島市立国分小学校特別支援学級 ３ 竹 崎 空 翔
沖縄県 北中城村立北中城中学校 ３ 新 垣 留 奈 ― ― ― ― ― ―

応募数 ４６ ５ １７

※中等教育学校の作品は，前期・後期の教育課程ごとに，中学校の部・高等学校の部で審査。



100

平成２５年度歯・口の健康啓発標語コンクール入選作品一覧

地 区 学 校 名 学年 氏 名 作 品

北 海 道 ―
札 幌 市 ―
青 森 県 八戸市立長者中学校 １ 大久保 智 子 綺麗な歯 私の気持ちは 桜色
岩 手 県 盛岡市立北陵中学校 ２ 淺 里 香 温 目指したい 自分の歯で噛む ８０年
秋 田 県 仙北市立中川小学校 ６ 黒 澤 菜々子 とどけよう じょうぶで白い歯 未来の君へ
宮 城 県 岩沼市立岩沼南小学校 ５ 近 江 龍 来 守りたい かがやく白い歯 その笑顔
山 形 県 寒河江市立白岩小学校 ５ 大 内 梨 央 自分の歯 世界に一つの 大事な歯
福 島 県 喜多方市立第三小学校 １ 渡 部 光 はみがきで おくちもこころも ぴっかぴか
茨 城 県 かすみがうら市立新治小学校 ３ 豊 﨑 楓 花 たべておいしい わらってきれい はみがきがんばる ８０２０
栃 木 県 高根沢町立西小学校 １ 古 川 拓 みがこうよ 八十ねんごの たからもの
群 馬 県 中之条町立名久田小学校 １ 蜂須賀 釉 衣 いつまでも いっしょがいいね じぶんのは
千 葉 県 千葉市立誉田小学校 ６ 岡 田 紗 弥 よくかめる おくちは元気の いりぐちだ
埼 玉 県 さいたま市立大砂土小学校 ６ 吉 田 芽 生 歯みがきで 良い歯・良い食・良い笑顔
東 京 都 目黒区立八雲小学校 ６ 亀 井 愛 子 歯みがきで 心もかがやく きれいな歯
神奈川県 私立カリタス小学校 ４ 島 村 真 央 むし歯ゼロ 笑顔もステキ 二重マル
川 崎 市 川崎市立南大師中学校 ３ 松 沢 紗 奈 むし歯ゼロ！いつみがくのよ？今でしょう！
山 梨 県 南アルプス市大明小学校 ６ 渡 辺 桃 香 歯みがきで きれいな心と やさしい笑顔
長 野 県 ―
新 潟 県 妙高市立新井南小学校 ２ 白 井 遥 斗 いつまでも 強いは 白いは いいえがお
静 岡 県 富 士 市 立 丘 小 学 校 ６ 菊 池 菜 月 ありがとう 食べる喜び 歯に感謝
愛 知 県 ―
名古屋市 名古屋市立宮中学校 ２ 櫻 木 悠 佳 歯みがきで 心と気持ちを ピカピカに
岐 阜 県 ―
三 重 県 ―
石 川 県 ―
福 井 県 ―
富 山 県 ―
滋 賀 県 米原市立河南中学校 ２ 井 尻 涼 夏 かみしめる 生きる喜び 歯と共に
和歌山県 有田川町立鳥屋城小学校 ５ 谷 畑 洸 介 きれいな歯 笑顔も気持ちも 光らせる
奈 良 県 桜井市立桜井南小学校 ６ 奥 田 虎太郎 笑い上手は歯みがき上手！
京 都 府 ―
大 阪 府 大阪狭山市立南第二小学校 ６ 山 口 貴 也 かむ刺激 脳に伝わり パワーアップ
大 阪 市 大阪市立市岡東中学校 １ 奥 田 千 聖 ★歯と口は 健康・元気の 源だ
兵 庫 県 ―
神 戸 市 ―
岡 山 県 ―
鳥 取 県 伯耆町立溝口小学校 ６ 羽 田 汐 里 入れ歯見せ 「歯みがきせよ」と おばあちゃん
広 島 県 尾道市立高見小学校 ６ 安 保 七 美 ごちそうさまは はしをブラシに 持ちかえて
島 根 県 出雲市立大社小学校 ３ 舩 木 彩 羽 みがけてる？ はのおく はのうら はのすきま
山 口 県 山口大学教育学部附属山口中学校 ３ 梅 田 明日香 歯の健康 食生活の 基礎作り
徳 島 県 吉野川市立山瀬小学校 ６ 川 村 学 人 未来へと 生きる力は 歯の力
香 川 県 さぬき市立さぬき南中学校 ３ 野 崎 すみれ かみしめて 生きる喜び 感じよう
愛 媛 県 西予市立宇和町小学校 ４ 鶴 澤 未 来 きれいな歯 みんなの前で にっこにこ
高 知 県 佐川町立佐川小学校 ４ 眞 田 奏 じいちゃんに なるまでよろしく えいきゅうし
福 岡 県 直方市立直方南小学校 ５ 井 上 時 雨 強い歯で 何でも食べて 元気っ子
福 岡 市 福岡市立横手小学校 ６ 梅 野 大 知 歯は大切 百さいまでを つなぐ道
佐 賀 県 鹿島市立西部中学校 １ 中 原 彰 暉 じいちゃんは まだまだ元気だ 自分の歯
長 崎 県 大村市立松原小学校 ３ 御 厨 美 月 たいせつに 八十さいまで はをのこそう
大 分 県 ―
熊 本 県 熊本市立城東小学校 ３ 辻 頼 玖 むしばをね なくしてたべよう ひごやさい
宮 崎 県 都城市立沖水小学校 ４ 安 田 功 徳 カチ カチ カチ 歯と歯が ぼくに はくしゅする
鹿児島県 鹿児島市立西田小学校 １ 善 福 泰 成 おくちはね からだのげんかん きれいにね
沖 縄 県 宮古島市立久松中学校 ２ 玉 城 夏 芽 歯みがきで 今日も笑顔の花が咲く

総応募数 ３９

★＝最優秀賞作品 無印＝代表賞作品 ─印＝応募なし
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●本号は「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」の応募作品をカラーで掲載しま
した。この作品には子どもたちの歯に対する思いがたくさん詰まっています。学校では６月に
入ると「歯」に関する絵を描きます。先生方の問いかけは「むし歯になると痛いよね」，「歯科
健康診断どうだったかな？」，「歯みがきしないとどうなる？」など，言葉だけを聞くとちょっ
と怖い感じがします。しかし，毎年できあがってくる作品はどの子も「大きな口」，「輝く白い
歯」，「楽しそうな歯みがき」。そして，「笑顔・笑顔・笑顔」です。今回の作品にも「笑顔」が
あふれているように見えます。「歯・口の健康が大切なんだよ」ということを子どもたちはよ
くわかっているのだと思います。 （木嶋晴代）

●この冬も寒さが厳しく，インフルエンザやノロウイルスが蔓延し多くの学校で学級閉鎖が行
われました。我々学校歯科医も手指の消毒を丁寧に行い，またうがいも励行し，子どもたちや
周りの人々に注意をし，かつ注意させなければいけないと思います。ただ子どもたちにも規則
正しい生活で手洗い・歯みがき・うがいをさせ，免疫力を高めるように教育することがもっと
も大切ではないかと思います。 （末髙英世）

●ノロウイルスの集団感染が相変わらず多く発生しています。「ノロは腸での感染なので，良
く噛んで食べることにより，pH１の強酸胃液で殺してしまえば腸に到達せず，感染が防げ，
また，水分で流し込んで食べないことで予防できます」と岡崎好秀先生がおっしゃっていたこ
とを思い出します。この軟食時代によく噛むとか，硬いものを噛むとか，なかなかできにくい
ので，今後，益々大勢の人の感染が増えるのではないでしょうか。そうはいっても歯科では，
食べ方や噛むという指導も必要だろうし，噛むための歯も大事だと思います。 （安居尚美）

●５回にわたる校種別座談会シリーズも保育所・幼稚園で最終回となりました。それぞれの校
種における歯科保健活動の実践例，今日的な課題等について，それぞれの立場の方にお集まり
いただき座談会という形でわかりやすくまとめられています。日学歯のホームページでは会誌
のバックナンバーをご覧いただけますので，担当されている校種の号を今後の学校歯科保健活
動の参考にしていただければ幸いです。 （藤本直樹）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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